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第 3 章 卸売市場について 

1． 松山市における卸売市場の歴史 

(1)  青果市場 

昭和 44 年 12 月松山市は総合市場方式により中央卸売市場建設用地を久万ノ台に購入

（91,327 ㎡、5 億 2,000 万円）し、昭和 45 年 11 月には松山市中央卸売市場指定区域及び

開設区域が決定された。昭和 47 年 12 月 11 日松山市中央卸売市場（現、中央市場）青果

部建設工事総合設計を委託して、建設は昭和 48、49 年度の継続事業として昭和 49 年 10

月 15 日完成した。 

 青果部卸売棟 16,542 ㎡（卸売場 9,607 ㎡仲卸売場 2,970 ㎡関係業者事務所 2,720 ㎡ほか）

倉庫、加工場棟 935 ㎡、バナナ加工場棟 480 ㎡、関連商品売場棟 5,066 ㎡、管理棟 2,604

㎡（金融機関事務所 430 ㎡を含む）駐車場 20,977 ㎡（951 台収容）等、鉄骨構造で建設費

は 19 億 4,300 万円、用地費を含めた総事業費は 24 億 5,100 万円である。 

 昭和 49 年 11 月 15 日農林大臣より中央卸売市場の開設認可を受け、昭和 50 年 11 月に

卸売業者 2 社・仲卸業者 22 社・売買参加者 950 名・付属営業人（現在の関連事業者）60

店・金融機関 2 行・運送業（現在は関連事業者としている）2 店で業務を開始した。昭和

51 年 8 月に青果部冷蔵庫棟建設工事に着手し、同年 12 月に完成した。延面積 1,657 ㎡、

収容量 2,151 トン、総事業費 2 億 1,900 万円である。 

 青果部の業務開始後、約 4 年を経過した昭和 53 年 10 月に卸売業者取扱量（特に地場野

菜）の伸びが著しいこと、また規格化の困難等により、特に卸売場・仲卸売場が狭隘とな

ってきたこと等から青果部卸売場棟増改築工事に着手し、翌年 11 月に完成した。その後、

第５次整備計画（平成 3 年～平成 12 年まで）において、バナナ加工所の増改築を計画し、

平成 4 年 11 月に着手、翌年 5 月に完成した。総事業費約 4 億 5 千万円。また平成 5 年 9

月取り壊したバナナ加工所の跡地へ卸売業者専用倉庫を 2 棟（一部はバナナ、輸入果実の

選別加工場として使用）の新築工事に着手し、翌年 2 月に完成した。加えて、平成 28-29

年度に中央冷蔵庫棟の改修工事を実施している。 

 

(2)  花き市場 

昭和 45 年 10 月松山市周辺の生産者からの強い要望により、松山市農業協同組合を軸と

して周辺生産者による統合推進運動が展開され、昭和 46 年 9 月松山中央生花中央市場と

協力して株式会社松山協同生花市場が設立され、同年 10 月に業務を開始した。 

また、愛媛生花市場は経済の高度成長に伴う消費の伸展及び生産の増大に伴う花き業界

の広域流通に対応するため、市場運営の合理化を図る必要が生じ、生産者・卸売人・買受

人一体となり株式会社設立の機運が高まり、昭和 48 年 6 月株式会社愛媛生花市場を設立
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した。昭和 52 年両市場の代表者及び商人組合の代表者から「松山市中央卸売市場に花き

部を設置するよう」松山市へ陳情書が提出された。このため、松山市では種々検討を行い

国の指導を得て、松山市中央卸売市場整備計画を変更（水産市場の分離と花き部の設置）

した。 

 その後、昭和 55 年 9 月建設工事に着手し、翌年 5 月に完成した。花き部卸売場棟 2,791

㎡（卸売場 1,230 ㎡、仲卸売場 180 ㎡、関係業者事務所 407 ㎡、関連商品売場 216 ㎡ほか）

温室 142 ㎡、見本庭園・生け垣コーナー640 ㎡・駐車場 4,410 ㎡（173 台収容）等、鉄骨構

造で建設費（総事業費）は約 4 億 3,000 万円である。 

 昭和 56 年 3 月、3 月定例松山市議会において中央卸売市場業務条例を改正し、名称を

『松山市中央卸売市場中央市場花き部』とした。同年 3 月 31 日株式会社松山協同生花市

場及び株式会社愛媛生花市場は、愛媛中央花き農業協同組合に営業権を譲渡し、同年 4 月

1 日から国の指導もあり、当初地方卸売市場として開設し、昭和 56 年 6 月卸売業者 1 社・

仲卸業者 2 社・売買参加者 376 名・関連事業者 2 店（食堂、園芸資材）で中央卸売市場と

して業務を開始した。 

 その後、平成 22 年 4 月市場再編により松山市公設花き地方卸売市場へ転換している。 

 

(3)  水産市場 

昭和 52 年に松山市は中央卸売市場整備にかかる調査を財団法人食品需給研究センター

へ委託した。その結果、水産物部の設置は分離市場方式により松山港埋立地に立地するこ

とがより良いとの見解を示した。この報告書に基づき、松山市及び市議会は、分離市場方

式を採用推進する方向で調査研究することを決定し、昭和 52 年 9 月に市長の諮問機関で

ある松山市中央卸売市場開設運営協議会より、分離市場方式が望ましいとの答申を受けた。

松山市は中央卸売市場整備計画の変更を行い、昭和 53 年 4 月に松山市中央卸売市場整備

計画の変更（水産市場の分離設置と青果市場への花き部の併設）が公表された。 

昭和 53 年 10 月 31 日に松山市は愛媛県より水産市場建設用地として三津ふ頭を購入

（28,260 ㎡，12 億 1,000 万円）し、建設は昭和 54、55 年度の継続事業として昭和 55 年 12

月に完成した。水産物部卸売場棟 10,050 ㎡（卸売場 4,494 ㎡・仲卸売場 2,151 ㎡・関係業

者事務所 1,515 ㎡・管理事務所 529 ㎡ほか）関連商品販売棟 771 ㎡・金融機関棟 318 ㎡・

冷蔵庫棟 2,744 ㎡・駐車場１階 9,030 ㎡・２階 5,092 ㎡等の鉄骨構造。建設費は 27 億 1,700

万円、用地費を含めた総事業費は 39 億 2,700 万円である。昭和 56 年 3 月の 3 月定例松山

市議会において中央卸売市場業務条例を改正し、名称を松山市中央卸売市場水産市場とし

た。 

その後、平成 23 年 3 月市場再編により松山市公設水産地方卸売市場へ転換している。 
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2． 市場施設の概要 

市 場 別 

 

項   目 

中央卸売市場 

青 果 部 

公 設 花 き 

地方卸売市場 
計 

公 設 水 産 

地方卸 

売市場 

１． 所 在 地           松山市久万ノ台３４８番地１ 
松山市三津ふ頭 

１番地２ 

２． 開 設 年 月 日           

中央卸売市場青果部の開設認可は昭和４９年１１月１５日 

公設花き地方卸売市場の開設認可は平成２２年４月１日 

公設水産地方卸売市場の開設認可は平成２３年３月３１日 

３ 業 務 開 始 年 月 日           
昭和 50 年 1 月 20

日 

平成 22 年４月１

日 
 

平成 23 年 3 月 31

日 

４． 取  扱  品  目 

野菜、果実及び 

これらの加工品 

調理冷凍加工品 

 

花    き  

生鮮水産物及び 

その加工品 

調理冷凍加工品 

５． 敷  地  面  積 ７６，８２７ ㎡ １４，５００ ㎡ 
９１，３２

７ 
㎡ 

３０，０５２ ㎡ 

（１，７９２ ） 

６． 建 物 延 面 積           ３３，２７４  ３，７０８  
３６，９８

２ 
 １９，８２５  

 

（１）卸  売  場 １０，６２７  １，２３０  
１１，８５

７ 
 ４，４９４  

（２）仲 卸 売 場 ５，３９４  １８０  ５，５７４  ２，１５１  

（３）冷  蔵  庫 １，６５７    １，６５７  ２，７４４  

（４）駐 車 場 

１階 ２２，８９７  ４，４１０  
２７，３０

７ 
 ９，０３０  

２階       ５，０９２  

（５）倉   庫 

一般 ２，００６    ２，００６  
８９８ 

（３６８ 

 

） 

低温   ３１  ３１    

温室   １４２  １４２    

（６） 関連商品売場        ４，９３５  ２１６  ５，１５１  ７７１  

（７） 業 者 事 務 所        ２，２１９  ５０５  ２，７２４  １，５１５  

加
工
施
設 

加  工  所 ２８１    ２８１  １７２  

バ ナ ナ 加 工 所  １，０４８    １，０４８    
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 ※（  ）内は水産市場荷受所（松山市三津１丁目７番３５号）分。 

3． 卸売市場の意義と目的 

卸売市場は、私たちの毎日の生活に欠かせない生鮮食料品等（野菜、果実、魚類、肉類、

花き等）を卸売する市場で、卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）に基づいて地方公共

団体が農林水産大臣及び県知事の認可を得て開設するものである。この卸売市場は、生鮮

食料品等の流通及び消費上特に重要な都市及びその周辺における生鮮食料品等の円滑な

流通を確保するための卸売の中核的拠点となるとともに、区域外の広域にわたって生鮮食

料品等の流通改善を図る要として位置づけられる。卸売市場法は、「卸売市場の適正かつ

健全な運営の確保」を図るべく、「生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円

滑化を図り、もって国民生活の安定に資すことを目的とする」としている。 

生鮮食料品等は天候等の自然条件によって豊凶があり、また鮮度が著しく低下しやすい

ため長期保存が難しい一方、需要は小口で毎日必要なものである。こうした生鮮食料品等

の特性から無益な競争、不合理な取引が行われ消費者及び生産者に著しい不利益を与える

ことのないよう、また非衛生的な取扱いを受けない等のため、生鮮食料品等の流通施設と

して、地方公共団体が施設及び経費を負担して卸売市場を管理、運営しているものである。 

ここでは具体的に、開設者の指導と監督のもとに法令に基づいて取引は公開の方法によ

ることが原則とされ、「せり売り」または「相対売り」によって公正な取引が行われる。

また、生産者の販売代行機関としての卸売業者が売手となり消費者の代表ともいうべき仲

卸業者及び売買参加者が買手となる取引は、品質、鮮度等を適切に評価し、需要、供給の

動向を適確に把握する専門熟練者の手によって行われ、適正な価格が形成される。生産物

が一括して大量に市場に集中することにより生産者及び市場業者ともに運賃その他の諸

経費が節減され、これによって得られる利益は消費者に還元される。 

主に以上のような効果の実現を図ることが卸売市場の目的である。 

 

4． 市場の機構 

（卸売市場機構） 
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生鮮食料品等の流通機構としての卸売市場は、①出荷者（生産者、出荷団体、集荷業者）、

②市場業者（卸売業者、仲卸業者、売買参加者）、③市場関係者（関連事業者、関係団体

等）、④買出人（小売商、加工業者、大口需要者等）の４つの機構に大別され、農林水産

大臣（県知事）及び開設者である松山市はこれらのものが行う取引について、市場に直接

関係する部分を中心に指導監督し、市場の運営にあたる。 

（1） 出荷者 

 直接、市場関係法令の適用は受けないが、市場取引にとって絶対に欠くことのできない

ものであり、市場関係法令でも間接的にその適正な利益を保護されている。 

① 生産者 

 農家、漁業、漁業会社、食品加工業者等、自ら生産するものをいう。生産者によって直

接市場に出荷されるのは青果物では野菜・果実とも１割弱と、生産者の組織化・系統化と

ともに漸減傾向にある。この点、花きは約６割弱と個人出荷が主力である。水産物は鮮魚

で約１割が個人、漁業会社も約１割と合計して約２割がこの形態で出荷されるが、冷凍、

塩干加工品で極めて少ない。 

② 出荷団体 

 農業協同組合、漁業協同組合、出荷組合等生産者が共同して出荷する組織をいう。青果

物はこの形態での出荷が約４割弱と一番多く、野菜は任意組合が約１割弱（系統団体は約

３割）を占めているのに対し果実は約５割が系統団体（任意組合は１割未満）での出荷で

あり、系統化が一段と進んでいる。花きは約２割強がこの形態で出荷されるが、このうち

約４割弱（全体では約１割）が任意組合の出荷である。水産物ではこの形態での出荷は極

めて少ない。 

③ 集荷業者 

 いわゆる産地仲買人と呼ばれるもので、生産者から自己の計算によって生産物を買取り、

市場に出荷するものをいう。青果物においては野菜が約３割、果実が約１割とこの形態に

よる出荷は平均して低い水準にあり、花きもほとんどないのが現状である。一方、水産物

は鮮魚がこの形態による出荷が一番多く、４割以上を占める。 

④ 輸入業者・商社 

集荷業者の範ちゅうに入るが特殊な品目について国内需要を満たすため外国から輸入

し、市場に出荷するものである。水産物では冷凍品が約９割この形態で出荷されるが、青

果物（野菜・果実とも）・花きでは約１割である。 

⑤ 他市場の卸売業者・仲卸業者 

大都市集散市場の卸売業者、仲卸業者を経由して出荷されるものであるが、その割合は

青果物（野菜・果実とも）１割弱・花きにおいては切花が２割強、鉢物は極めて少ないも

のとなっており、水産物においても極めて少ないものとなっている。 

（2） 市場業者 

 市場内において市場取引に直接参加するものである。したがって市場業務全般について

市場関係法令の適用を受け、農林水産大臣（県知事）及び開設者の指導監督のもとにおか

れている。 
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① 卸売業者 

 農林水産大臣（県知事）の許可を受けて出荷者から販売委託されたまたは買い付けた生

鮮食料品等を市場内の卸売場において、仲卸業者または売買参加者に卸売する。販売は「せ

り売り」または「入札」・「相対取引」によって行われ、委託物品については、卸売業者

はその販売価格に対して委託者（出荷者）から一定の手数料を受ける。 

卸売業者は市場機構の中で最も中心的な存在である。単に委託され、買付けた生鮮食料

品等を販売するだけでなく、大局的見地から需要を把握し、安定的な供給に努め、生産者

と消費者の利益を保護するという公共性を持っている。このため、卸売市場においては必

要最小限の卸売業者しか許可されていない。 

（参考）  卸売業者が委託者（出荷者）から受ける委託手数料の率 

     中央卸売市場青果部  野菜及びその加工品       ８．５％ 

                果実及びその加工品       ７．０％ 

                調理冷凍加工品         ５．５％ 

     公設花き卸売市場   花き             １０．０％ 

     公設水産卸売市場   水産物及びその加工品      ６．０％ 

                調理冷凍加工品         ６．０％ 

② 仲卸業者 

 開設者（松山市長）の許可を受け、卸売業者が行う「せり売り」または「入札」・「相

対取引」等の売買取引に参加し、買受けた生鮮食料品等を市場内の仲卸業者で分荷、売買

参加者及び買出人に「相対取引」・「定価売り」の方法で販売する。また市外の市場へも

転送販売する。 

仲卸業者の主な役割は評価と分荷機能にある。市場の売買取引は「せり売り」または「入

札」・「相対取引」等の方法によって行われる。このため、価格は大量仕入れの仲卸業者

を中心とする買受人の評価によって決定され、仲卸業者には生産や消費の動向を適確に把

握し、品質、鮮度を正確に判断し、それによって適正な価格を決定することが要求される。 

仲卸業者の第 2 の機能は分荷にある。中央卸売市場では多種多様の生鮮食料品等が大量に

集中する。ここでは卸売業者が直接、短時間に多数の買出人等に分荷販売することが困難

であり、買出人等の評価能力にも限界がある。また、個々の買出人の取引単位は小さく１

人の買出人で処理できないものは仲卸業者によって分荷されることが必要となる。 

以上のように、仲卸業者は自己の計算によって売買取引を行い、かつ価格を形成すると

いう重要な機能を有しているため、健全な経営が可能な限度で自由な競争が行われ、需要

と供給を正しく反映した適正な価格が形成されるよう構成されている。 

③ 売買参加者 

 小売商、加工業者、大口需要者等のうち、開設者（松山市長）の承認を受け、卸売業者

が行う「せり売り」または「入札」・「相対取引」等の売買取引に仲卸業者と同じ立場で

参加する。このうち、小売商は買受けた物品を市場外の店舗で主として一般消費者へ小売

するもので、売買参加者の主力は小売商である。売買参加者には仲卸業者と同様に評価及

び分荷機能が求められているが、卸売業者及び仲卸業者に対し、売買参加者は、市場の公
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開的、開放的な運営を維持していく上で大きく機能するものであり、消費における情報の

収集伝達に大きな役割を果たすものである。 

（3）市場関係者 

 市場の売買取引には直接参加しないが、出荷者、卸売業者、仲卸業者、売買参加者、買

出人等の利便のために、市場内で活動するものである。 

① 関連事業者 

 開設者（松山市長）の許可を受け、売買参加者、買出人を中心とする市場利用者の便宜

を図るため、市場内で各種の営業を行うものをいう。営業の種類は多岐にわたるが、ひと

つは卸売業者の卸売する取扱品目以外の生鮮食料品等の卸売など市場機能の充実に資す

るもので、これには関連食品、日用雑貨、運送業等がある。また、市場の利用者に便益を

提供するものとしては食堂、喫茶店が設けられている。 

このように関連事業者は、市場本来の業務ではないが、市場が充実し、効率的に、円滑

に機能するための役割を果たしている。 

② 関係団体 

 生鮮食料品等の流通機構としての中央卸売市場には、この機構に関係する殆んどの業種、

業態にわたって業者の組織する組合、団体の事務所が置かれており、冷蔵庫協同組合等も

置かれている。 

（4）買出人  

 卸売市場における流通機構の最終段階に位置するもので、売買参加者として承認を受け

ている小売商等と同様の商行為を行うものも多いが、市場においては、卸売業者の「せり

売り」等に参加することができず、仲卸業者から市場内の店舗で買受けるものをいう。 

卸売市場における売買取引は、売手である卸売業者と買手である仲卸業者及び売買参加者

との間に行われる。買出人については卸売市場法の体系においては何ら規定されていない

が、開設者が業務規定により公の施設の利用者として、入場制限等の規定を設け、市場秩

序の保持を図っている。 

大都市中核市場においてはこの買出人の占めるウェイトが高いが、当市では水産市場を

除いて歴史が浅く員数も少ない。水産市場における買出人のウェイトが相対的に高い要因

は、①鮮度が著しく低下しやすく、「せり売り」を短時間で行わなければならない、②取

引単位及び１単位当りの価格が青果物等に比べ大きい、③水産物の中には買出人が１人で

処理できる程度に単位を小さくして「せり売り」することが物理的に不可能なものが多い

こと等の点にあるものと思われる。 

（5）農林水産大臣 

 農林水産大臣は、中央卸売市場の開設、運営に対する広範な権限を有しており、生鮮食

料品等の流通の円滑化と流通改善を図っている。（「3．卸売市場の意義と目的」の項を

参照のこと）。具体的な内容としては、①卸売市場整備基本方針の制定、②中央卸売市場

整備計画の策定、③中央卸売市場開設区域の指定、④中央卸売市場の開設認可、⑤中央卸

売市場にかかる卸売業務の許可、⑥開設者及び卸売業者の指導、監督、⑦中央卸売市場整
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備のための補助等がある。 

（6）県知事 

 県知事は、地方卸売市場の開設、運営に対する広範な権限を有しており、生鮮食料品等

の流通の円滑化と流通改善を図っている。（「3．卸売市場の意義と目的」の項を参照の

こと）。具体的な内容としては、①地方卸売市場開設区域の指定、②地方卸売市場の開設

認可、③地方卸売市場にかかる卸売業務の許可、④開設者及び卸売業者の指導、監督等が

ある。 

（7）開設者 

 松山市中央卸売市場及び松山市公設地方卸売市場の開設者である松山市は、卸売市場法、

愛媛県卸売市場条例、同規則、松山市中央卸売市場業務条例、同施行規則等に基づいて市

場の運営、売買取引の指導監督を行っている。具体的な内容としては、①業務条例、規則

の制定及び改廃、②業務許可及び指導、監督、③施設の使用許可及び維持管理、④施設整

備計画の策定及び実施、⑤市場内の警備及び衛生の保持、⑥市場秩序の保持等のほか、新

聞等を通じて市況や需給見通しの公表を随時行っている。 
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5． 売渡代金決済の機構 

(1)  青果部 
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(2)  花き部 
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(3)  水産部 
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6． 松山市中央卸売市場経営展望（平成 25～34 年度） 

   －県民・市民に安全・安心な「食」を安定的に提供する愛媛県最大のハブ市場－ 

松山市中央卸売市場（青果部）は、昭和 49 年に建設工事が完成し、農林水産大臣より

中央卸売市場の開設認可を受け、開場して以来 43 年経つ。その間、松山市民をはじめと

する消費者の普段の生活に欠かせない生鮮食料品（野菜、果実）を産地から集荷し、公正

な取引により適正な値段で、出来るだけ早く消費者のもとに安定して供給してきた。近年、

産地における担い手の減少や高齢化、人口減少や少子高齢化、ライフスタイルや食の志向

の多様化などに伴う消費動向の変化、貿易の自由化の流れの中で、食の流通も変化してき

ている。 

こうした中、農林水産省では、平成 22 年 10 月 26 日に第９次卸売市場整備基本方針が

策定され、全国の中央卸売市場でそれぞれ自らの将来のあり方を描いた経営展望を策定す

ることとなった。こうした背景を踏まえ、本市場が安全・安心な生鮮食料品の円滑な流通

拠点として、その中核的役割を担い、市民や周辺住民の期待に応えられるような活力のあ

る市場を目指すため、本市場の今後の進むべき方向を示すために「松山市中央卸売市場経

営展望」（計画期間：平成 25 年度から平成 34年度の 10 年間）が策定された。 

その中で「当市場のビジョンと目標」及び「当面重点的に取り組むプロジェクト」につ

いて以下のように記載されている。 

（当市場のビジョンと目標） 

松山市中央卸売市場のもっとも大きな使命は、松山市民をはじめとする愛媛県民に、安

全・安心な食 （青果物）を安定的に供給することであり、その使命は、10 年後の将来も

変わることはありません。特に、産地側の弱体化、輸入食品の増加傾向、外食や中食の増

加など、食を取り巻く環境がより複雑化する中では、より重要な使命になってきます。 

【松山市中央卸売市場の将来ビジョン（10 年後の姿）】 

『県民・市民に安全・安心な「食」を安定的に提供する愛媛県最大のハブ市場』 

地方にある当市場を取り巻く状況は非常に厳しいものがあります。しかし、卸売業者も

集荷の増強をめざし、仲卸業者も多くは、売上の増加をめざしています。10 年後の平成 34

年の取扱量に関する基本的な考え方を「取扱量の維持・向上」とし、３つのケースの推計

値も参考にしつつ、以下のように設定します。なお、これは努力目標であり、後述する実

施計画や施設整備計画を十分推進した結果、達成される目標と想定しています。 

『10 年後である平成 34 年の取扱量の目標は、100 千ﾄﾝ 

（減少傾向が続く取扱量に歯止めをかけて、現状維持をめざそう） 』 

青果物の取扱量の推計値と目標値 
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（ソフト面の戦略） 

〇その１：集荷力の強化 

生鮮食料品流通が量販店を中心とした流通体系に変化し、また市場外流通も増加する中

で、 市場間の集荷競争が厳しさを増していることから、集荷力をさらに高めます。 

〇その２：分荷力（販売力）の強化 

今後とも取扱高の大きな部分を占めると考えられる量販店のニーズへの的確な対応を

進めます。 

地産地消流通の担い手としての市場の役割を強化し、市場外流通を市場流通へとひき戻

します。 

〇その３：安全・安心な食の流通強化 

産地偽装、残留農薬、放射能汚染など食に関わる問題が発生する中、消費者の「食の安

全・安心」に対するニーズが高まっており、食品流通の要となる卸売市場としての衛生管

理の強化を進めます。 

〇その４：施設利用ルールの適正化 

施設の不合理な利用により、市場の利用効率が低下するとともに、顧客離れなど売り上

げの低下を招いている可能性があるため、施設利用ルールの適正化を図ります。 

〇その５：市場経営・運営の合理化 

農協の合併や量販店の拡大など生産・消費の両サイドの大型化が進み、買付取引（川上）

や相対取引（川下）が増加したことにより、流通を担う卸売市場に低価格競争のしわ寄せ

が及んでいます。こうした中、市場の競争力を高めるため、市場運営の合理化、コストダ

ウンを一層図ります。 

〇その６：市場のブランディング等による活性化 

松山市場の知名度アップとそれを通じた顧客拡大（川上及び川下）を目指して、市場の
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ブランディングを図っていきます。 

〇その７：社会貢献 

松山市の保有する大規模施設の一つであり、市民にとって必要な機能を併せ持つなど、

社会貢献の機能を高めます。 

（ハード面の戦略） 

〇施設の充実・強化 

産地や実需者の要求に応えて、集荷力・分荷力を高めるため、さらに市場関係者が働き

やすい環境の観点も加え、施設・設備面での改善を進めます。 

 

（当面重点的に取り組むプロジェクト） 

プロジェクト①：コールドチェーン実現をめざした冷蔵庫棟の改修  

・単に冷蔵庫棟を現状のまま改修するのではなく、市場全体のコールドチェーン実現の視

点から配置や容量、スペック、利用主体等も含めて、基本計画として十分検討します。  

・その上で、基本設計・実施設計等を進めていきます。 

プロジェクト②：南側荷捌き場と駐車場の整備 

・これからの仲卸業者の市場でのあり方の検討も含めて、南側荷捌き場整備に伴う各種整

備（屋上駐車場、既存の駐車場の改修（白線、路面等）、加工スペース等）の検討を行

い、計画、設計、整備していきます。 

・仲卸組合が主になって検討します。 

プロジェクト③：仲卸業者の経営改善支援 

・卸売市場の分荷（販売）側の要である仲卸業者について、営業力アップ、財務向上など

経営改善が必要です。 

・そのために、税理士や経営コンサルタントなど専門家の派遣や助言などを行います。 

プロジェクト④：駐車場とごみへの対応できれいで働きやすい市場づくり 

・駐車場について、有料化も含めた利用のルール等について策定・実施します。 

・ごみについて、置場の配置や規模の適正化、減量化のための有料化も含めたルールづく

りについて策定・実施します。 

・これらにより、取引先や市民への対外的発信、市場全体の機運を醸成します。 

プロジェクト⑤：「近郷青果物の販売コーナー」の充実 

・県内農家との関係強化や新規農家の発掘、担い手育成等を目的に、さらに市場外流通に

負けない魅力ある品ぞろえを行うために、市場内の「近郷青果物の販売コーナー」を充

実します。 

・市場が主導し、愛媛県や松山市の農業振興部門と連携することにより、付加価値の高い

青果物の育成と流通を行います。さらに、観光等の需要を想定し、飲食店や宿泊施設と

連携した販売戦略を組み立てます。 

プロジェクト⑥：卸・仲卸・売買参加者等の連携による戦略的な県外集荷 

・市（行政）の信頼性、安全・安心（残留農薬検査等）を活用しながら、戦略的な県外集
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荷の営業を行います。 

・市内の小売店、飲食店など実需者の販売キャンペーン等と連携した営業活動を産地側に

行います。 
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第４章 包括外部監査の結果と意見（全般事項） 

1.   総合所見 

 

（意見１）類似・関連事業が複数の部署において行われている 

地域経済課で行われている「松山市まちなか子育て・市民交流事業」であるが、その

目的は『松山市を代表する大街道商店街の空き店舗を活用し、保育・託児事業を実施す

るとともに、多目的トイレや休憩スペース、キッズコーナーを設置するなど、多くの市

民が利用することのできる環境を併せて整備することで、まちなかの回遊性の向上に資

するとともに、商店街の賑わい等を創出し、中心市街地の活性化を図る。』とある。 

しかしながら実際に行われている事業内容は『指定管理者制度を用いて平成 25 年 4月

1 日～平成 29 年 3 月 31 日の 4年間まちなかコンソーシアム（株式会社まちづくり松

山、株式会社小学館集英社プロダクション）に・松山市まちなか子育て・市民交流セン

ターの施設運営に関する業務（イベント等の開催・周知など）・多目的交流スペース等

の使用受付・許可、使用料の徴収に関する業務・多目的交流スペース等の維持管理に関

する業務等を委託』しているものである。保育・託児事業については、子ども・子育て

担当部保育・幼稚園課の「商店街保育事業」によって行われたものである。「松山市ま

ちなか子育て・市民交流事業」と「商店街保育事業」は本来一体で行われるものを違う

部署の 2つの事業に分けたために、両者の事業の説明で重複した記載がなされている。

例えば事務事業シートを拝見すると子育て相談事業については両者に記載がある。もし

事業の性質上分けなければならないのであれば、その辺りを明確にしなければならな

い。もし可能であるならば事業の統合を行うべきである。また該当施設である「松山市

まちなか子育て・市民交流センター『てくるん』」のホームページによれば「てくるん

は松山市が運営する保育・託児機能を備えた新しい市民交流スペースです。お手洗いや

休憩に、お気軽にお立ち寄りください。」とある。 

また、平成 29 年度松山市事務事業シートの前年度の主な取組み内容として「運営・子

育て相談、おはなし会、ふれあい・いきいきサロン、まちかど消防・救急サロン等の定

期的なイベントの開催」と記載されており、その取り組み内容は保健福祉部保育・幼稚

園課の「商店街保育事業」や保健福祉部子育て支援課の「子育てひろば等支援事業」と

類似しているように感じられる。 

一方、「まちなかの回遊性の向上に資するとともに、商店街の賑わい等を創出し、中

心市街地の活性化を図る」という点に着目すれば、都市整備部都市デザイン課の「中心

市街地活性化対策事業」と類似しているように感じられる。 

以上のようなことを考え合わせると、なぜこの事業が地域経済課で行われなければな

らないかという点が理解できない。「保育・託児事業を実施するとともに、キッズコー

ナーを設置」と言った子育て支援に主目的があるのであれば子育て支援課に、「中心市
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街地の活性化を図る」点に主目的があるのであれば都市デザイン課に移管したうえで、

類似事業との統合を検討すべきと思われる。複数の部署にまたがる事業であれば主たる

目的に該当する部署の事業とすることが望ましい。 

ただ、その逆のパターンとして、「女性活躍・若年者雇用等支援事業」は、女性求職

者に対する再就職支援等により、女性の社会参加を促すとともに、公共職業訓練を受講

する若年者に奨励金等を支給し、職業能力の開発・向上や雇用の促進を図る事業である

ところ、女性・若年者に該当しない高齢者雇用対策事業も含めて実施され、性格の異な

る複数の業務を単一の事業で実施している事例もある。これについての詳細は個別の事

業の方で記載している。 

ただ、極力類似事業一つの部署に集めて統合・再編を行い、予算も労力も分散せず一

つの目標に集中し、さらなる事業執行の機動性と自立性の向上を図っていくことは大切

なことなので、上記の点には配慮しつつ今後も進めていただきたい。 

 

（指摘１）事務事業シートにおける事業検証について 

松山市は各事業をその翌年度において事務事業シートで事業検証を行っている。その

事業検証において検証が不十分若しくは不適切と思われるものが見受けられる。 

例えば、「道の駅運営事業」の平成 30 年度事務事業シートの前年度事業検証の施策へ

の貢献度には「貢献している」とあり、その理由は「毎年、風和里だけでなく向かいの

海岸も賑わいを見せており、利用者や売上高も比較的高水準であるため。」とある。確

かに施策としては「観光産業の振興」であることを考えると、必ずしも不適切な記載と

は言えない。 

しかしながら事業の目的の「地場産品の展示・販売及び地域の情報交流の場を提供す

ることにより情報発信拠点の形成を図り、併せて地域コミュニティの交流を図る。」点

についてはどのような状況であったのかが全く触れられていない。道の駅の目的が、地

域活性化であることを考えると単に「利用者や売上高も比較的高水準」であればいいの

ではなく、地域の活性化にどのように貢献しているのかを検証する必要があるのではな

かろうか。「利用者や売上高も比較的高水準」という記載についても、いったいどのよ

うな基準と比較して比較的高水準であったのだろうか。その基準が示されなければ事務

事業シートの作成者以外には本当に高水準であったのかどうかについても判断できな

い。 

また、「まつやま産業まつり事業」の平成 30 年度事務事業シートにおいても同様に、

前年度事業検証の施策への貢献度には「貢献している」とあり、その理由は「当日の会

場内アンケートでも約 9割の方に『たいへん楽しかった』、『楽しかった』と回答して 

いただいているため。」とある。確かに来場者に楽しんでもらうことは目的を達成する
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ためには重要なことだとは理解できるが、それだけでこの事業を評価して良いのであろ

うか。 

この事業の目的は「堀之内・城山公園にて県内最大級の産業イベント『えひめ・まつ

やま産業まつり』を愛媛県と共同開催することにより、・県都 松山市を知ってもらい人

を招く機会をつくる『地産知招』の取組みを実施する。・地域産品の販売、展示等によ

り各種産業の情報を広く発信し、活力ある産業の発展につなげる。・城山公園周辺の賑

わいを創出する。」であるので、来場者に楽しんでいただくことにより、賑わい創出に

は貢献したであろうことは推察される。しかしながら、「県都 松山市を知ってもらい」

や「地域産品の販売、展示等により各種産業の情報を広く発信」にどのように貢献して

いるのであろうか。この点を無視してこの事業を検証することが出来るのであろうか。

来場者にその辺りについてもアンケートを実施して分析した上で、施策への貢献度を評

価すべきではないだろうか。 

松山市は事務事業シート作成の意義として「依然として厳しい財政状況が続くなか、

今後も複雑、多様化する市民ニーズに適切に対応し、魅力あるまちとして発展していく

ためには、常日頃から高い課題意識をもち、市民目線、現地、現場を大切にしながら、

より柔軟で創造性の高い事業を展開し、市民の皆様の満足度を高めていくことが重要で

す。そこで、平成 27 年度から、松山市では、市が取り組む様々な事業の基礎的資料とし

て、市民の皆様への説明責任を果たし、行政の透明性や信頼性の向上を目指すととも

に、さらなる事業改善に向けた取り組みとして、事務事業シートを作成しています。」

としているが、その内容を拝見すると本当に常日頃から高い課題意識をもっているのか

疑わしく、市民の皆様への説明責任を果たしているとは思えないし、十分に検証して今

後に生かされているとはとても言い難い状況である。産業経済部に限らず全ての部署に

おいて、予算の適切な運用についての検証のためにも、今後は事業検証をもう少し丁寧

に行っていただきたい。 

 

（指摘２）事務事業シートの形式的な作成について 

松山市は各事業をその翌年度において事業検証を行うために事務事業シートを作成し

ている。しかしながら、その事務事業シートの作成が形式的に行われていると思われる

ものが見受けられる。 

例えば農林土木課の平成 28 年度、29年度及び 30 年度の「農村地域多面的機能維持推

進事業」の事務事業シートを拝見すると『H29（H28、H27）年度終了までに把握している

環境の変化、障害、課題となっている事項』欄には「活動組織においては農業者等の高

齢化により、施設の維持管理を行う人材確保に苦慮している。」と記載され、『特に環

境変化、障害、 課題等解決のため、H30（H29、H28）年度で取組む改善策』欄には「地

域と協力し人材確保に努める。」と記載されている。また、「林道整備事業」の平成 28

年度、29年度及び 30年度の事務事業シートを拝見すると『H29（H28、H27）年度終了ま
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でに把握している環境の変化、 障害、課題となっている事項』欄には「昨今の異常気象

のため、林道修繕箇所の件数が増加傾向にあり、対応に苦慮している。」と記載され、

『特に環境変化、障害、 課題等解決のため、H30（H29、H28）年度で取組む改善策』欄

には「優先順位等の見直し等を組合等と協議し、整備効果の向上を図りたい。」と記載

されている。確かにどの事業も毎年それほど変化せず、問題点もそれほど相違がないこ

とは理解できるが、３年連続して全く同じ文言を記載していることは如何なものであろ

うか。本当に現場を視察して問題点を把握したうえでのことかどうか疑問が残る。３年

連続して翌年度に取組む改善策も同じとはいったいどのように解釈すれば良いのか。改

善策を行ってどのような結果が残ったのであろうか。それとも言葉だけで実際には行っ

ていないのであろうか。その辺りについて大いに疑問が残る。 

事務事業シート公表の意図は「常日頃から高い課題意識をもち、市民目線、現地、現

場を大切にしながら、より柔軟で創造性の高い事業を展開し、市民の皆様の満足度を高

めていくことが重要です。そこで、平成 27 年度から、松山市では、市が取り組む様々な

事業の基礎的資料として、市民の皆様への説明責任を果たし、行政の透明性や信頼性の

向上を目指すとともに、さらなる事業改善に向けた取り組みとして、事務事業シートを

作成しています。」のはずである。上記の事務事業シートについては、この公表意図に

反していると言わざるを得ない。この点をもう一度考えて、産業経済部に限らず全ての

部署においてもう少し真摯に事務事業シートを作成していただきたい。そうしなければ

適切な事業の検証を行うことはできず、市民への説明責任も果たせず、行政の透明性や

信頼性の向上も目指せないと思われる。 

これらの事務事業シートの記載でもう一つ気になることがある。それは「農村地域多

面的機能維持推進事業」等幾つかの事業において『H30（H29、H28）年度の目標』欄に

「遅延なく、補助金の交付・実績の確認を行う」とか「遅延なく補助金を交付する。」

と記載されていることである。確かに遅延なく補助金を交付し、その確認を行うことは

大切なことかもしれない。しかしながら、それが目標になるのには違和感がある。補助

金を交付する若しくはその確認を行うことそのものが事業の目標なのであろうか。そう

ではなく、上で記載したような問題点を改善していくことを目標とすべきではなかろう

か。今後はそのような視点で事務事業シートを作成していただきたい。また、事務事業

シート作成要領でもその辺りを徹底していただきたい。 

 

（提言１）農林水産物のブランド化について 

農林水産物のブランド化を考えていくと、まず「地域ブランド化」という言葉が浮か

んでくる。「『地域ブランド化』とは（１）地域発の商品・サービスのブランド化と、

（２）地域イメージのブランド化を結びつけ、好循環を生み出し、地域外の資金・人材

を呼び込むという持続的な地域経済の活性化を図ること」と経済産業省では定義してい

る。  
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この定義は非常に明確である。その地域から生まれた商品やサービスを「地域ブラン

ド商品」として確立するのと同時に、その地域が持つイメージを高めて「地域ブラン

ド」そのものを高めていく。この 2つを同時に行っていくことが「地域ブランド化」で

あるということだ。また、農林水産省からは、地域ブランド作り（ブランド生成）につ

いて「地域ブランドを生み出すためには、従来ある製品と差別化が図られるよう、地域

の特性を生かしながら、消費者ニーズに応じた特色ある新品種の育成や技術開発を通じ

た新たな製品開発が重要」との指摘があった。地域の特性と高い品質とがうまく融合さ

れた場合のみ、消費者からの評価が高まり、そのブランドが「地域ブランド」として定

着することが可能になるのである。 

松山市においても「魅力ある『まつやま農業』創出事業」等の地域ブランド化を推し

進める事業が行われている。「持続可能な力強い農業の実現を目指す」というこの方針

には監査人も賛成である。ただここでブランド戦略を進める目的を明確にしておく必要

がある。ブランド戦略を進める目的は、持続可能な農林水産業を構築するために市内の

生産者所得の向上を図ることである。生産者所得の向上は、地域の担い手の確保・育成

や農地の保全・活用にもつながり、ひいては地域経済の活性化に繋がるものと考えられ

る。言い換えれば、生産者の所得向上・担い手育成につながらないのであれば、このブ

ランド戦略を進める意義は認められなくなる。確かに「魅力ある『まつやま農業』創出

事業」においてその活動指標には「収益性の高い有望品目の種苗育成分譲本数」、成果

指標には「『まつやま農林水産物ブランド』産品等の新規取扱い店舗数」が設定されて

おり、その理由が「生産者所得の向上を測る１つの指標であるため」とされている。し

かしながらこれらの指標の数値が伸びたとしても必ずしも個々の生産者の所得が向上す

るとは言えない。もう少し生産者所得の向上が明らかとなるような直接的な指標に基づ

いてブランド化の取り組みを評価すべきではなかろうか。 

生産者所得に結び付かないのであれば、ブランド戦略を進める意味はなく長続きしな

いし、わざわざ高品質にこだわったブランド化に着手する必要はない。むしろブランド

化に取り組むことで、かえって生産者所得を減退させることになることさえある。農産

物については、一般的には品質の高さと収量は相反する傾向にある。したがって、農産

物のブランド戦略を進める上では、戦略が独り歩きしないように、十分な調査を行った

うえで生産者所得を最大化させるための販売戦略等についても組み立てておくことが大

切である、ということも事業を行う上で理解しておいていただきたい。 

  

（提言２）卸売市場の展望について 

生鮮品の生産は自然条件に大きく左右され、その流通においては鮮度の維持が求めら

れる。そのため、需給バランスを忠実に反映し、鮮度を落とさないように無在庫流通方

式が求められてきた。卸売市場はこれらの要請により設置されたものである。このため

卸売市場では、生産した生鮮品の全てをセリにかけ、完売されることが原則的に義務付
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けられている。少なく生産されたものは高値がつき、多く生産されたものは安値がつ

き、自然条件を流通取引に的確に反映するという意味では極めて合理的なシステムであ

った。しかも、産地から消費地に至るまでの鮮度の維持を考慮して適切な数の卸売市場

が設置されてきた。このようなシステムを利用して小売業者・需要家・消費者は価格と

鮮度に関して妥当な情報を入手しつつ合理的な購買行動を行なうことができたのであ

る。 

しかしながら、現在卸売市場を取り巻く環境は大きく変化している。まず第 1 として

は、生鮮品の消費量の減少傾向とその形態である。少子高齢化により人口が減少してき

ている中で、国内の生鮮品の消費量は今後も減少していくと思われる。また、業務・加

工品用の割合はますます高まってくるであろう。言い換えれば、卸売市場の取扱品目で

ある生鮮品が、今後縮小していくと考えるのが一般的である。第 2 としては、小売業に

おける販売形態の変化である。かつては市内に八百屋さんや魚屋さん花屋さん等の小規

模な専門小売店が数多く存在しており、その多くは売買参加者として卸売市場の主要な

顧客になっていた。しかし、現在はこうした専門小売店は減少し、消費者が生鮮品を購

入するのは多くの場合スーパー等の大規模小売店になってきている。現在でも地方の地

域密着型スーパーでは地元の卸売市場から商品を仕入れる傾向が強いものの、大手チェ

ーン店においてはスケールメリットを生かして本部一括仕入れを行いながら、産地直送

を謳い文句に市場外流通にも力を入れている。また、インターネットビジネス等も行っ

ており、卸売市場を経由しない商品の比重が高まってきている。第 3 としては、産地の

変化である。農林水産業の生産者は減少してきており、日本全体として生産能力そのも

のが衰退しつつある。このように、時代の流れの中で消費も小売も産地も大きく変化し

てきている。 

国の「第 9次卸売市場整備基本方針」等の指針を受け、全国の中央卸売市場並びに主

要な地方卸売市場では経営展望を策定している。しかしながら、その中で策定された経

営展望の内容がその通りには推移していないケースが多く見受けられる。松山市の市場

の経営展望の策定にあたっては、市場関係者のみで策定されているが、そのような構成

員による検討では市民に理解を得るのは難しいのではないだろうか。市場内のメンバー

のみで集まり検討を重ねても、環境に適応した市場全体の戦略方針をまとめることは難

しく、結論ありきの議論としてみられる恐れもある。したがって、第三者が複数人（で

きれば各種専門家や消費者を含む）入った方が、公平に検討が進んで実践的な内容に仕

上がり、市民からも理解が得やすいことを認識していていただきたい。 

「第 10 次卸売市場整備基本方針」においては、卸売市場毎の立地条件等を踏まえたビ

ジネスモデルの確立と市場取引の活性化に向けた創意工夫を行える経営戦略が求められ

ている。その際のビジネスモデルの方向性として以下の５つが示されている。それぞれ

について検討してみると「①大規模な集荷・分荷機能の発揮」については、このような

ことが出来る市場が地方にあるのであろうか。青果では大田市場、水産では豊洲市場な

どごく一部の中央卸売市場に限定され、ほとんどの卸売市場は、このような機能を発揮
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したくても現実的には出来ない状況にあるからこそ問題になっているのである。「②産

地との連携による魅力ある生産物の集荷・販売」については、何を意味しているかの詳

細は不明であるが、地域ブランド化を図ろうとしていることだとすると、卸売市場がこ

のような取引を目指すことは筋が違うのではなかろうか。「③加工・業務用ニーズに対

応した機能強化と商品開発」については、確かに加工・業務用ニーズに対応した機能強

化については理解できるが、商品開発については市場が行うべきものかどうかという点

について疑問が残る。「④輸出等を通じた新たな需要開拓」についても、青果の大田市

場や水産の豊洲市場（従来の築地市場）などごく一部の中央卸売市場に限定され、ほと

んどの卸売市場は、その規模からして輸出ビジネスに取り組むこと自体効果が期待でき

ないと思われる。「⑤ ①から④までの複合型」については、それぞれについて上記で述

べた通りの組み合わせに過ぎないので殊更追加のコメントはない。 

むしろ現時点で実現可能な卸売市場の経営展望の基本方針として考えられるのは、①

集荷力強化、②販売力強化、③機能強化ではなかろうか。①の集荷力強化では、市場が

団結して産地との取引パイプを太くしていくことである。パイプを太くすることによっ

て安定した取引量にすることが出来、ひいては商品の価格や品質も安定させることが出

来る。②の販売力強化については、やはりスーパー等の量販店を重視せざるを得ない

が、特に地域密着型のスーパーに注目すべきである。特色ある品揃えや効果的な販売促

進活動などにより、地域密着型スーパーと共に発展する道を探れば自ずと取引量は確保

出来てくるように思われる。③の機能強化では、先ずはコールドチェーンの充実が求め

られる。温度管理が出来る売場を拡充させることが最優先事項であろう。次にスーパー

のアウトパック化が進展する中で、卸売市場における加工機能の充実も必要不可欠な取

組課題であろう。コールドチェーンや加工機能については、低温売場や加工場の整備だ

けでなく、市場全体の衛生管理体制の強化の面からも今後一層重視されてくることは間

違いない。 

全国の卸売市場で取引量が減少し、その社会的な位置づけや役割が減退している現状

に対し、国もやっと本腰を入れてきた。それが卸売市場法の改正である。その骨子は、

「第三者販売・直荷引き・商物分離の自由化」である。このような取引について認める

ことにより新たなビジネスモデルを構築しようとするものである。この改正により卸売

業者及び仲卸業者は競争原理の中で自然淘汰され、力がある業者のみが生き残ることに

なろう。したがって、力のある卸売業者・仲卸業者のみが公設卸売市場という開設者

（市）が所有する広大な敷地と開設者が整備した施設を利用して、スーパー対応型の流

通センターとしての商売に特化することになることが想像される。卸売市場を市が開設

する理由は、市民への食糧の安定供給が目的であり、なおかつそれに関連する売買参加

者や買出人など多く受益者が存在し、市民に大きな影響があるためであった。また、市

場取引の適正化に向けた管理業務が開設者の主体たる業務であったが、全てが自由化と

なれば、開設者の存在意義自体も薄まり、開設者が敷地を提供し施設を整備していく理

由もなくなる。このため、これ以上国や自治体がその予算を無制限に投入することにつ

いて、納税者に対して納得できる説明を行うことは難しい。 
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「卸売業者が中間マージンを取るので生鮮食料品価格が高騰する」「卸売市場を経由

するため生鮮品の鮮度が落ちる」「卸売市場についてよく分からない」などの市場に対

する不十分な理解に基づいて市場不要論が唱えられている。これに対して市場関係者か

らは「卸売市場不要論は、流通実態を知らない者の意見」と指摘されることがある。し

かし、監査人も含めて市民（納税者）のほとんどは流通実態に詳しいわけではない。そ

の詳しくない市民に対して卸売市場の必要性を丁寧に説明することも市場の開設者とし

ての義務ではなかろうか。その義務を果たさずして公費をつぎ込むことについては理解

が得られないであろう。もちろん、自然条件を流通取引に的確に反映するという意味で

極めて合理的なシステムである卸売市場が、社会に果たしている役割は依然として小さ

くはないということは十分に理解できる。そこで行政も産地も小売店も我々消費者も

『地元の卸売市場がなくなった場合はどうなるのであろうか』ということを今後真剣に

考えていかなければならない。 

そこで市としても市場ありきではなく、今までの前提を全てクリアしてゼロベース

で、市場がなくなると市民は本当に困るのか、今の形式の市場が本当に将来に亘って必

要なのかどうかを中心に、市民に納得いくメンバーで検討していただきたい。もしその

結果、市場の真の受益者が市民ではなく生産者や卸売業者、仲卸業者ということになれ

ば、その公益性についてもう一度検討することが必要となってくる。そして公益性が希

薄ということになれば、市の負担ではなく受益者負担で市場は運営されることになろ

う。 

現在、卸売市場の老朽化が進み、建て替えを検討する局面を迎えている。そのため、

例え市場が市民のために今後も必要であると判断された場合においても、市場での取引

量は今後一層減少することが予測できることから、従来の広い敷地や施設は必要なくな

ることは容易に理解できる。そこで、その用地の一部を利用して、民間の商業施設など

を誘致し、土地の賃借料や売却額を施設建替えの財源に充てるような事業スキームの検

討も必要になるかもしれない。また、卸売市場と商業施設を一体的に整備するというス

キームも考えられる。市としても、繰出金を何時までもエンドレスに行うことが出来な

い以上、このような様々なスキームを早急に検討しておくべきである。 
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第５章 包括外部監査の結果と意見（商工業関係） 

1.   「シルバー人材センター運営補助事業」関連 

(1) シルバー人材センターについて 

 シルバー人材センターは、原則として市町村単位で置かれ、国および地方公共団体の高

齢社会対策を支える組織として「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づいて設立

された公益社団法人である。 

 公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会のホームページによると、シルバー人

材センターについて、以下のように記述されている。 

 

シルバー人材センター（センター）とは、高年齢者が働くことを通じて生きがいを得ると

共に、地域社会の活性化に貢献する組織です。 

 

センターは、原則として市（区）町村単位に置かれており、基本的に都道府県知事の指定

を受けた社団法人で、それぞれが独立した運営をしています。  

 

 センターは、定年退職者などの高年齢者に、そのライフスタイルに合わせた「臨時的

かつ短期的又はその他の軽易な業務（その他の軽易な業務とは、特別な知識又は技能

を必要とすることその他の理由により同一の者が継続的に当該業務に従事すること

が必要である業務をいいます）」 を提供するとともに、ボランティア活動をはじめ

とするさまざまな社会参加を通じて、高年齢者の健康で生きがいのある生活の実現

と、地域社会の福祉の向上と、活性化に貢献しています。  

 

 センターは、原則として市（区）町村単位に置かれており、国や地方公共団体の高齢

社会対策を支える重要な組織として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に

基づいて事業を行う、都道府県知事の指定を受けた公益法人です。  

 

 センターでの働き方は「生きがいを得るための就業」を目的としていますので、 一

定した収入（配分金）の保証はありません。  

 

 センターは、地域の家庭や企業、公共団体などから請負又は委任契約により仕事（受

託事業）を受注し、会員として登録した高年齢者の中から適任者を選んでその仕事を

遂行します。仕事の完成は、契約主体であるセンターが負います。  

 

 事業所の社員と混在して就業する仕事や、発注者の指揮命令を必要とする仕事などの

場合は、連合本部を通じて労働者派遣事業や職業紹介事業をご活用いただきます。  

 

 センターは、「自主・自立、共働・共助」の理念に基づき、会員の総意と主体的な参

画により運営する組織（社団法人が基本）です。  
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また、シルバー人材センターの仕組みを図で表すと以下の通りである。 

 

 

出典：公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会ホームページ 

 

(2) 松山市シルバー人材センターの財政状況及び正味財産増減の状況（松山市シルバー人

材センターのホームページより抜粋） 

①財政の状況 

 

  

②正味財産増減の状況 

貸借対照表関係（抜粋） (単位：千円）

区分 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

預金 79,671 56,203 48,346 38,394 81,925

未収金 117,772 161,789 109,911 121,036 154,100

特定財産 49,200 45,612 45,612 45,612 46,612

その他固定資産 8,678 9,078 8,846 6,703 4,551

未払金 59,133 79,131 53,405 54,646 64,044

短期借入金 72,000 67,000 40,000 50,000 100,000

退職給付引当金 37,281 38,220 37,323 39,558 42,959

正味財産 80,951 81,495 81,386 67,760 74,720
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(3) シルバー人材センター運営等補助金 

①事業の目的 

松山市シルバー人材センターは、高年齢者が健康で意欲と能力のある限り、年齢にかか

わりなく働き続けることができる「生涯現役社会」を実現するため、地方公共団体や企業

等から受注した仕事を会員に提供することにより、多くの高年齢者に対し、就業機会の確

保・提供に取り組んでいる。当該事業は、こういった取り組みを実施する松山市シルバー

人材センターへの運営補助金を交付すること等により、高年齢者の就業機会の増大と福祉

の増進を図るとともに、年金の支給開始年齢引き上げ等の社会制度改革に円滑な対応を図

ることを目的としている。 

 

②平成 29 年度の予算額及び決算額 

予算額：141,100 千円（うち、補助金 41,000 千円、負担金 100 千円） 

決算額：141,100 千円（うち、補助金 41,000 千円、負担金 100 千円） 

 

松山市においては、平成 28 年度までは下記(4)の事業と区分されていたが、平成 29 年度

より「シルバー人材センター運営補助事業」として両事業が統合されているため、両者の

予算策定及び決算事務は 1 つとなっている。 

 

なお、当該事業の予算額および決算額の分類項目は（款）商工費、（項）商工費、（目）

商工振興費で計上されている。これについて松山市の見解としては、産業経済部が主管す

る事業であり、高齢者の雇用対策という意図での表示区分である、とのことである。 

 

③事業の概要 

高年齢者の生きがいの充実や高年齢者の社会参加の促進に貢献する公益社団法人松山市

シルバー人材センターに補助金を支給し、公益社団法人全国シルバー人材センター事業協

正味財産増減計算書関係（抜粋） (単位：千円）

区分 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

経常収益 1,143,770 1,196,274 1,071,517 950,709 974,529

　うち、受取配分金 642,061 652,162 544,240 449,232 460,146

　うち、受取会費 8,352 7,998 7,512 7,245 7,101

　うち、受取補助金等 70,450 70,749 99,891 98,014 96,600

経常外収益 0 0 0 0 5

経常費用 1,152,701 1,195,729 1,071,207 964,254 967,494

　うち、支払配分金 673,107 682,196 576,816 483,234 497,591

経常外費用 0 0 0 0 0

法人税等 0 0 418 81 81

正味財産増減額 -8,931 544 -109 -13,626 6,960
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会および愛媛県シルバー人材センター連合会の会費を負担している。 

 

当該事業は平成 27 年度に保健福祉部（高齢福祉課）から産業経済部（地域経済課）に移

管された。所管換えの理由は、今後の労働力人口の大幅な減少の克服、意欲と能力のある

高齢者が働き続けることができる環境の整備の重要性に鑑み、生きがいづくりを目的とし

た就労支援に加え、高齢者が引き続き社会の支え手となれるよう、生涯現役社会を見据え

た雇用対策に更に取り組んでいく必要があるため、とのことである。産業経済部に移管後

に開始した新たな取り組みとしては、当該事業ではないが、「女性活躍・若年者雇用等支

援事業」において高齢者雇用対策補助金を支給し、松山市シルバー人材センター内に「い

きいき仕事センター」（高齢者就労支援総合相談窓口）を設けている。 

 

一方、公益社団法人松山市シルバー人材センター（以下、「同人材センター」）への補助

金 41,000 千円は国のシルバー人材センター事業の補助対象経費の 50％とされており、そ

の補助金額の多寡については松山市の独断では決まらない、とのことである。 

 

(4) シルバー人材センター運営事業貸付金 

①事業の目的 

 公益社団法人松山市シルバー人材センター（以下、「同人材センター」）の会員配分金

を支払うための運用資金として昭和 62 年に開始したもので、同人材センターの運営が円

滑に行われることを目的としている。 

「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」第 5 条では、「国及び地方公共団体は、事業

主、労働者その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対

し必要な援助等を行うとともに、高年齢者等の再就職の促進のために必要な就業紹介、職

業訓練等の体制の整備を行う等、高年齢者等の意欲及び能力に応じた雇用の機会その他の

多様な就業の帰化の確保等を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するよう

に努めるものとする」とされており、松山市はこれに基づいて支援の一つとして松山市シ

ルバー人材センターへの貸付をしているとのことである。 

 

②平成 29 年度の予算額及び決算額 

予算額：141,100 千円（うち、貸付金 100,000 千円） 

決算額：141,100 千円（うち、貸付金 100,000 千円） 

 

松山市においては、平成 28 年度までは上記(3)の事業と区分されていたが、平成 29 年度

より「シルバー人材センター運営補助事業」として両事業が統合されているため、両者の

予算策定及び決算事務は 1 つとなっている。 

 

なお、当該事業の予算額および決算額の分類項目は、上記(3)と同様に、（款）商工費、

（項）商工費、（目）商工振興費で計上されている。 
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③事業の概要 

目的に記載している通り、同人材センターの会員配分金の運転資金として 4 月初めに 1

億円の貸し付けを行い、翌年 3 月末に市への返済がなされている。 

松山市曰く、地方公共団体が貸付を行うことに関して法令上の規制は設けられていない

とのことで、同人材センターへの貸付を実行する際の手続きとしては、個別に条例や要綱

等を定めず、松山市財務会計規則に基づく審査を行い、市議会において予算案の議決を経

て私法上の契約行為により、貸付を行っているとのことである。 

 

一方、（2）松山市シルバー人材センターの財政状況及び正味財産増減の状況で記載の

とおり、同人材センターの決算日においては借入金の残高が残っており、これは市内金融

機関からの借入金である。当該借入金は松山市への返済をすると手元資金が不足するため

に、翌年度初めまでのつなぎ融資を目的として実施されている、とのことである。 

なお、市内金融機関からの借入金の残高は平成 29 年 3 月末の残高は 5 千万円、平成 30

年 3 月末の残高は 1 億円となり、直近の年度末では市からの運転資金借入金と同額のつな

ぎ融資を行っている。 

 

また、松山市から松山市シルバー人材センターへの貸付金に係る平成 29 年度利息収入

は 10 千円であり、当該貸付額に対しての年利率は 0.01％である。この利率の根拠は、貸

付直近の市内銀行 1 年の大口定期の利息相当とのことである。 

 

参考として、松山市から松山市シルバー人材センターへの貸付額と貸付利率の変遷につ

いて松山市に確認したところと、以下のとおりである。 

（貸付額） 昭和 62 年度～：  3,000 千円 

  平成 4 年度～ ：  5,000 千円 

  平成 15 年度～： 50,000 千円 

  平成 24 年度～：100,000 千円 

（貸付利率） 平成 24 年度  ：  0.03 ％ 

  平成 25 年度～：  0.025％ 

   平成 28 年度  ：  0.02 ％ 

  平成 29 年度～：  0.01 ％ 

 平成 24 年度で 100,000 千円に増額した理由としては、国の補助事業の交付金は年度末

であるところ、事業拡大を図った結果、恒常的に資金不足が発生したためとのことである。 

 

なお、当該事業もシルバー人材センター運営等補助金と同様に平成 27 年度に保健福祉

部（高齢福祉課）から産業経済部（地域経済課）に移管された。所管換えの理由について

も同様である。 

 

(5) 監査の結果 

 実施した監査の結果、検出した事項および指摘・意見は以下のとおりである。 
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（意見２）事務事業シートの活動指標の数値誤りおよび活動指標・成果指標の見直し 

シルバー人材センター運営等補助金に係る平成 29 年度事務事業シート（評価対象年度

平成 28 年度）によると、主な取組み内容の達成度は「年度当初目標通り」とされており、

その理由として会員数が微増したためとされている。（H27 年度：2,165 人、H28 年度：

2245 人） 

しかしながら、市の回答によると、会員数の推移は H26 年度：2,299 人、H27 年度：2,165

人、H28 年度：2,104 人、H29 年度：2,038 人で、減少傾向にあることから、上記事務事業

シートの評価の前提に事実の誤りが存在する。会員数を根拠として達成度を評価するので

あれば、当初目標を下回ることから、当初目標以下という判断でもおかしくない状況であ

ると言える。 

もっとも、前述のとおり、当該事業の補助金の多寡は国の補助金制度によって決まって

くることから、市の判断により決定することができないものである。また、指標として設

定した「会員数」の増減についても、直接的な事業運営者が松山市でないことから、松山

市の努力によって変えることができない、他者依存の変数である。そのため、当該事業の

指標として「会員数」を設定していること自体が適切とは言えず、当該事業についてはそ

もそも指標そのものを設定しない、ということも許容されうる事業である。 

したがって、今回は結果的に評価にまでは影響を与えなかったかもしれないが、誤った

数字がそのまま市民に公表されてしまったという点を踏まえると、事務事業シートに記載

した数値等をチェックする体制に不備があった、と言わざるを得ない。松山市には、公表

用の資料の誤りを事前に防ぐ管理体制づくり及び活動指標・成果指標の見直しを期待する

ところである。 

 

 (意見３) 予算及び決算区分の適切な採用 

シルバー人材センター運営等補助金及びシルバー人材センター運営事業貸付金は、前述

のとおり予算額および決算額の分類項目が（款）商工費、（項）商工費、（目）商工振興

費で計上されており、松山市の見解としては、産業経済部が主管する事業であり、高齢者

の雇用対策という意図での表示区分である、とのことである。 

しかしながら、平成 29 年度事務事業シート（評価対象年度平成 28 年度）によると、基

本目標は「健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】」、施策は「高齢者福祉の充実」、

主な取り組みは「高齢者の生きがいづくり」であるとされており、政策的な意図としては 

保健福祉部（高齢福祉課）から産業経済部（地域経済課）への移管後も「福祉」に重きを

おいていることになる。 

ここで、監査人の見解としては、高齢者への雇用対策は高齢者の所得を増加させる一方、

若年層やパートタイマーなど、比較的低賃金での雇用が多い所得層にとっては、結果とし

て雇用の機会を喪失することで所得が低下する可能性も否定できないものであると推察

する。ミクロ経済学の視点で言い換えると、年金の恩恵を受ける高齢者が、国や自治体の

補助金を受けるシルバー人材センターという団体を通じて労働市場の供給主体となるこ

とで、労働市場の価格、すなわち、「賃金」価格を押し下げる力が働き、地域の労働者全

体の賃金低下要因のひとつになると考えられ、地域経済の発展への寄与度は限定的ではな
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いか、との印象も受ける。そのため、当該事業の性質は経済政策というよりも、高齢者の

福祉政策という印象が強いと感じるところである。 

一方で、予算や決算の表示区分は市民に対して開示される重要な意思表示であるところ、

「（款）商工費」「（項）商工費」「（目）商工振興費」という表示区分は「福祉」政策

ではなく、「経済」政策であることを示すものであり、その表現からは、将来に向けた経

済発展を進めるための支出であることを印象付けるものであると思料する。 

 したがって、松山市によれば、産業経済部の所管事業の予算及び決算での表示区分は「商

工費」に分類させるとのことであるが、事業の目的や性質からみて「民生費」に区分する

ことが適切である。松山市においては、予算や決算の表示区分が市民に与える印象を十分

に意識して、所管区分よりも、事業の目的や性質に応じた柔軟な表示区分の採用を検討す

べきである。 

 

（意見４）事業移管の妥当性 

 シルバー人材センター運営等補助金及びシルバー人材センター運営事業貸付金は、前述

のとおり当該事業は平成 27 年度に保健福祉部（高齢福祉課）から産業経済部（地域経済

課）に移管された。所管換えの理由は、今後の労働力人口の大幅な減少の克服、意欲と能

力のある高齢者が働き続けることができる環境の整備の重要性に鑑み、生きがいづくりを

目的とした就労支援に加え、高齢者が引き続き社会の支え手となれるよう、生涯現役社会

を見据えた雇用対策に更に取り組んでいく必要があるため、とのことである。 

しかしながら上記の 2 つの事業そのものは移管後、産業経済部（地域経済課）において

重要な変更を行っていない。新たな取り組みとして、地域経済課の別事業で「いきいき仕

事センター」（高齢者就労支援総合相談窓口）を設置し、高齢者の就労対策事業を実施し

ているのみである。そして、当該補助金事業と当該貸付金事業は高齢者の就労対策事業と

相乗効果が期待できる事業でもないため平成 29 年度での事業の統合の範囲に含まれてい

ない。また、いきいき仕事センターの事業は主に人件費相当の補助金を松山市シルバー人

材センターに支給して実施しているだけで、同一事業内で実施される「女性活躍・若年者

雇用等支援事業」の他の事業とも異なる窓口で異なる事業体により運営されているため、

相乗効果が発生しているとは考えづらい。 

さらに、先の意見でも書いたように、平成 29 年度事務事業シート（評価対象年度平成

28 年度）によると、基本目標は「健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】」、施策は「高

齢者福祉の充実」、主な取り組みは「高齢者の生きがいづくり」であるとされており、政

策的な意図としては保健福祉部（高齢福祉課）から産業経済部（地域経済課）への移管後

も「福祉」に重きをおいたままとなっている。であるならば、松山市が補助金や貸付金を

予算措置して支給している以上は松山市シルバー人材センターの事業内容の評価や業務

の管理をするのは必然の義務であり、そのために必要となる見識は「高齢者福祉」に関す

るものにほかならないはずである。この義務を果たすにあたり地域経済課が「高齢者福祉」

に関する専門的知識や時事的な情報に精通した人材を常に確保し続けることは非効率で

あり現実的ではないため、本当に意味のある評価や管理を半ば放棄していると言われても

不思議ではない。 
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したがって、シルバー人材センター運営等補助金及びシルバー人材センター運営事業貸

付金は地域経済課に移管をするべきであったかどうか、はなはだ疑問が残る。高齢者の就

労対策事業が地域経済課に一日の長があるとしても、これらは福祉事業という側面も併せ

持つことから、高齢福祉課が合わせて実施しても良かったはずである。松山市にはこれら

すべての事業を再移管することの意義を再考していただきたい。 

 

 (指摘３) つなぎ融資による返済と短期融資の反復 

 前述のとおり、松山市は松山市シルバー人材センターに対して、4 月初めに貸し付けを

行い、3 月末に返済を受ける短期の運転資金貸付を行っており、貸付を実行する際の手続

きとしては、個別に条例や要綱等を定めず、松山市財務会計規則に基づく審査を行い、市

議会において予算案の議決を経て私法上の契約行為により、貸付を行っているとのことで

ある。 

 しかしながら、3 月末の返済時には松山市シルバー人材センターは市中の金融機関から

の借入を行い、4 月初めに市からの短期借入を受け入れた後、市中の金融機関に対して返

済を行うという、つなぎ融資を受けている。つなぎ融資の金額は平成 29 年 3 月末では 5

千万円であるが、平成 30 年 3 月末では 1 億円となっており、松山市が貸し付けている短

期の運転資金の金額と同額となっている。 

 さらに、松山市シルバー人材センターの各年度末の資金状況を鑑みると、現預金の残高

が短期の借入金の金額を下回っており、市中の金融機関からの運転資金借入なしでは松山

市に返済するだけの運転資金の余裕がなく、各年度末で計上されている松山市からの未収

入金（補助金）が回収されるまでは運転資金借入をせざるを得ない資金状況であると判断

できる。また、直近年度の業績は持ち直しているものの、松山市シルバー人材センターの

収支は近年事業規模が縮小傾向となっているために悪い状況であり、資金的な余力も少な

くなってきている。このような状況では、長期的にみて返済ができない恐れのある債権を、

つなぎ融資を利用して単年度決算の中で短期の貸付として処理することで長期の貸付で

はなく、あたかも毎年度問題なく返済がなされているかのようにみられても仕方がない。 

 ここで、「地方財政の健全化及び地方債制度の見直しに関する研究会報告書」（平成 27

年 12 月。以下この指摘において、「同報告書」とする。）第 1「地方財政の健全化」1「健

全化法」（2）「健全化法の課題への対応」①には、以下のように記述されている。 

①第三セクター等に対する短期貸付に係る見直し 

ａ）反復かつ継続的に行われ、かつ返済が出納整理期間に行われているもの 

（中略） 

ｂ）反復かつ継続的に行われているもので、ａ）以外のもの 

 地方公共団体から第三セクター等に対する短期貸付の中には、毎年度、反復かつ継

続的に行われているが、返済は年度末までに行われているものもある。第三セクター

等は地方公共団体への返済のため、一般的に年度末の日をまたいで２日間（数日間～

数ヶ月間の場合もある。）のみ金融機関から資金を借り入れる。いわゆる「オーバー

ナイト」と呼ばれる財政運営手法である。 

 オーバーナイトは、経営難の第三セクター等への経営支援のために行われる場合も
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あるが、第三セクター等の資金調達コスト（金利負担）軽減や、地方公共団体と第三

セクター等が協調して行う制度融資（中小企業等への低利融資）などのために行われ

る場合もある。ただし、第三セクター等の経営状況が急に悪化し、年度末の返済原資

を工面できなくなった場合には、地方公共団体に対する返済が滞るおそれがあり、貸

付を行っている地方公共団体が一定の財政負担リスクを負っているという点では、単

コロと同様である。また、その財政負担リスクは、現行制度上、健全化判断比率とし

ては捉えられておらず、潜在化しているという点でも、単コロと同様である。 

 オーバーナイトを行っている理由は様々であるが、反復かつ継続的な短期貸付を行

わなければならない状況が固定化しているのであれば、実態に即して、長期貸付又は

補助金の交付等による対応を検討することも必要であると考えられる。また、オーバ

ーナイトは、単コロと異なり、毎年度の返済が出納整理期間に行われているわけでは

ないから、一概に不適切な財政運営であるとは言えないが、規律ある財政運営のため

には、地方公共団体の実質的な財政負担リスクを客観的に把握できるよう、制度的に

手当てすることが必要であると考えられる。 

 そこで、オーバーナイトを行っている地方公共団体に対しては、実態に即した財政

運営が行われるよう、必要に応じて長期貸付等への切り替えを促すべきである。また、

オーバーナイトの形での貸付けを続ける場合でも、当該地方公共団体が実質的に負担

することが見込まれる額について、将来負担比率への反映を検討すべきである。その

際には、貸付先の第三セクター等の経営状況に応じて、地方公共団体が負担すること

が見込まれる額を算出する仕組みについても検討すべきである。 

  

 同報告書においての「第三セクター等」とは、「地方公共団体が出資又は出えん（以下

単に「出資」という。）を行っている一般社団法人及び一般財団法人（公益社団法人及び

公益財団法人を含む。以下同じ。）並びに会社法法人をいい、「地方公社」とは地方住宅

供給公社、地方道路公社及び土地開発公社をいう」とされており、厳密に言えば、松山市

にとって松山市シルバー人材センターはこの「第三セクター等」に該当しない。 

 しかし、松山市シルバー人材センターに対して、市の行う高齢者福祉事業を実施する団

体として継続的に補助金を支給し、かつ、財政援助のための補助金を支給している、とい

うことからも松山市は松山市シルバー人材センターと密接な関係性を有していることは

明らかであり、同報告書の趣旨を無視することはできない。また、「ただし、第三セクタ

ー等の経営状況が急に悪化し、年度末の返済原資を工面できなくなった場合には、地

方公共団体に対する返済が滞るおそれがあり、貸付を行っている地方公共団体が一定

の財政負担リスクを負っている」「オーバーナイトは、……（中略）……、規律ある

財政運営のためには、地方公共団体の実質的な財政負担リスクを客観的に把握できる

よう、制度的に手当てすることが必要であると考えられる。」という記載の趣旨から考

えると、「第三セクター等」に該当するしないに関わらず、年度末の返済原資が不足す

る団体へのオーバーナイトは地方自治体が負っている財政負担リスクをわかりにくく

する不適切な取扱いであることには変わりない。 

 同報告書にもある通り、短期貸付けを反復かつ継続的に実施する方法による支援は、実
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態に即した財政運営が行われるよう、必要に応じて長期貸付又は補助金の交付等への切り

替えを促すべきであり、市議会において十分に議論を尽くし、しかるべき条例等を制定し

たうえで実行すべきものである。松山市が、今後も松山市からの貸付による資金援助を続

けるのであれば、個別に条例や要綱等を定めず各年度の予算案の議決を経るという現状の

ような平易な手続きで短期貸付けを繰り返し実行するのではなく、長期貸付け等について

の個別の条例や要綱等を定める過程で市議会及び市民に対して十分な説明責任を果たす

べきである。 

 

(意見５) 適切な貸付の利子率の設定 

 前述のとおり、松山市から松山市シルバー人材センターへの貸付額は平成 15 年度から

50,000 千円、平成 24 年度から 100,000 千円となっており、一方、貸付利率は平成 24 年度

から 0.03％、その後 3 回変更し、29 年度は 0.01％となっており、それ以前には無利息で

の貸し付けを行っていたとのことである。 

 0.01％～0.03％という利率は貸付直近の市内銀行 1 年の大口定期の利息相当とのことで

あるが、金融機関の定期預金の利率は資金運用の投資利益率としては極めて低い水準のも

のであり、そもそも運用のリスク（＝債務不履行（デフォルト）のリスク）が極めて低い

こととが前提となった商品の利率である。 

 また、財務省の国債金利情報によると、平成 24 年 3 月 30 日は 1 年 0.109、10 年 0.988％、

平成 29 年 3 月 31 日は 1 年‐0.254％、10 年 0.067％、平成 29 年 9 月 28 日は 1 年‐0.128％、

10 年 0.134％であり、国債金利は記録的な低水準を続けている。この点においては、定期

預金の利率が低利であることは納得できるものではあるが、公益性が高いとはいえ、民間

団体である松山市シルバー人材センターへの貸付金の利率が低くて構わないとは思えな

い。 

 一般的に貸付金の利率は貸付先の財務状態からデフォルトリスクを判断し、リスクが高

ければ高い利率に、リスクが低ければ低い利率に設定するものであり、事業会社であれば

よほど業績の良い会社や再生支援を受ける会社でもない限り、1％を下回ることは多くな

い。言い換えると、民間団体への貸付金は経営破綻によるデフォルトのリスクがあり、本

来はこのリスクを踏まえた高い利率でなければ、適正な利息水準とはならないのである。 

 したがって、当該運転資金貸付が松山市にとって長期の貸付に相当する状況は前述の指

摘「つなぎ融資による返済と短期融資の反復」のとおりであり、一般的に長期の貸付金は

デフォルトリスクを高めと考えて高い利率を設定するところ、当該貸付金の場合も長期の

デフォルトリスクを考慮した合理的な高い水準の利率を設定すべきである。 

 

（意見６）貸付金として処理することの妥当性の検討 

 松山市シルバー人材センターの決算書類を分析すると、直近 5 年度の正味財産の増減

は平均して 3,032 千円のマイナスであり、事業の継続を前提とすると、この数年間で期

末のつなぎ融資額が増加している現状の財政状態ではこの貸付金の実質的な返済（当該

貸付金事業の終期設定）は困難だと思われるが、松山市は貸付金の返済が可能と考えて

いるようである。この根拠に関しては、直近年度の正味財産の増減は改善していること
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もあり、松山市は今後松山市シルバー人材センターの収支が継続して改善していくこと

を期待しているようであるが、松山市シルバー人材センターの業績は不安定なため今後

も継続して業績が回復し、現状より収支が著しく改善していくことと期待するのは楽観

的であると監査人は考える。毎年度末につなぎ融資で全額を返済をしているため、現状

においては貸付金の実質的な返済（貸付金の終期設定）に向けた長期的な返済計画は作

成されていない。 

 返済が可能ということであるならば、長期借入金として必要な手続きを行えば問題な

いが、もし返済が困難ということであれば、短期・長期に関わらずこれを貸付金として

処理することは問題を先送りする措置にすぎない。そのため、将来的に返済困難な財政

状況になることが相当程度明らかな場合には財政状態の抜本的な改善のために適切な手

続きを経て補助金もしくは出資金（拠出金）として支出する方が松山市としてはより適

切な措置になりうると考えられる。 

 直近年度は正味財産の増減が改善しているものの、もし今後も収支が改善せず返済が

困難な状況が続くのならば、そのことを市民や議会に明確な説明を行わずに、返済可能

な借入金として処理することは誤解を与えることになりかねない。このまま何も措置を

行わず、シルバー人材センターの財政状態の悪化に伴って返済の目途が立たない借入金

が今後も増加していくことを監査人は懸念する。 

 

2.   「松山市勤労者福祉サービスセンター事業」関連 

(1) 松山市勤労者福祉サービスセンターについて 

 松山市勤労者福祉サービスセンター（以下、「同サービスセンター」）は松山市勤労

者福祉サービスセンター条例（平成 10年 12 月 21 日）に基づいて発足した組織で、松山

市ホームページ（更新日：2018 年 5 月 31 日）によれば、「中小企業が単独では実施し

難い従業員の福利厚生に共同で取り組み、勤労者が生涯にわたり、豊かで充実した生活

を送ることができるようお手伝いしていく会費制の互助制度」を運営する団体である。

同サービスセンターは全労済協会の関連事業団体である一般社団法人全国中小企業勤労

者福祉サービスセンター（以下、「全福センター」）の加盟サービスセンターである。 

 

 同サービスセンターの会員は一定の要件を満たした団体の従業員もしくはその事業主

であり、法人会員はなくすべて任意加入の個人会員である。 

松山市ホームページ（更新日：2018 年 5月 31 日）によると、同サービスセンターの

会費等は入会時に支払う入会金 500 円と、会員一人につき毎月支払う会費 700 円であ

り、加入要件は「松山市内の中小企業（資本金または出資総額が 3 億円以下の会社並び

に常時雇用する従業員の数が 300 人以下）で働く従業員（期間を定めて雇用される方、

季節的業務に雇用される方を除く）及び事業主」もしくは「松山市に居住し、市外の中

小企業に勤務する方」とされている。 

 

同サービスセンターの事業所数と会員数の推移は以下の通りである。 
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上記の事業所数と会員数の推移をみると、平成 27 年度までは順調に増加しているが、

それ以降会員数は伸び悩んでおり、事業所数は若干ではあるが減少傾向となっている。 

ここで、松山市によると、平成 26年経済センサスの調査データでは松山市内の 300 人

以下の事業所で勤務する従業者数は 194,490 名であり、同サービスセンターの会員数が

占める割合は約 3％ほどである。 

 

また、平成 30年 7 月 30 日付の入会状況表の規模別の加入者区分によると、300 名超

の区分の加入者数（会員数）が 1567 名、事業所数が 1 か所となっており、額面通りに受

け取ると、中小企業の福利厚生を高めることを目的としている同サービスセンターの会

員に、1500 名超の大規模事業者に所属する従業員が加入しているとみることができる。

この点について松山市に質問したところ、複数のグループ会社をもつ事業体を１法人と

しているものであり、資本金または出資総額が 3 億円以下の要件を満たしているため、

加入要件について問題はない考えているとのことである。 

 

 同サービスセンターが実施する主な制度は以下のとおりである。（松山市ホームペー

ジ（更新日：2018 年 5月 31 日）より） 

事業所数と会員数の推移 (単位：箇所または人）

区分 平成11年4月1日 平成12年4月1日 平成13年4月1日 平成14年4月1日 平成15年4月1日

事業所数 87 167 236 324 360

加入者数 1,057 1,776 2,159 2,426 2,574

平成16年4月1日 平成17年4月1日 平成18年4月1日 平成19年4月1日 平成20年4月1日 平成21年4月1日

367 357 378 383 372 381

2,737 2,603 2,671 2,730 2,731 3,674

平成22年4月1日 平成23年4月1日 平成24年4月1日 平成25年4月1日 平成26年4月1日 平成27年4月1日

573 537 561 549 646 651

4,618 4,697 5,103 5,144 5,611 6,065

平成28年4月1日 平成29年4月1日 平成30年3月31日 平成30年7月30日

646 615 585 581

6,187 6,149 6,000 6,051

（出典：松山市勤労者福祉サービスセンター事業所数と加入者数の推移（H11年4月～H29年11月）

及び入会状況表（平成30年7月30日））
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実施制度 実施内容 支給内容・優遇内容など
結婚祝金 会員が結婚したとき　1万円支給

結婚記念祝金
会員が結婚満25周年、35周年、50周年を迎えたとき　それぞれ1
万円支給

出産祝金 会員または、その配偶者が出産したとき　1万円支給

入学祝金 会員の子が小学校・中学校に入学したとき　1万円支給

成人祝金 会員が満20歳に達したとき　1万円支給

還暦祝金 会員が満60歳に達したとき　1万円支給

永年勤続祝金
会員が同一事業所に10年、20年、30年勤務したとき　それぞれ1
万円支給

在会祝金
松山市勤労者福祉サービスセンターの会員になってから15年を経
過したとき　5千円支給

会員本人（65歳未満）の疾病による死亡の場合　5万円支給

会員本人（65歳以上）の疾病による死亡の場合　2万5千円支給

会員本人の不慮の事故による死亡の場合　15万円支給

会員本人の交通事故による死亡の場合　35万円支給

会員の配偶者（内縁を含む）が死亡した場合　3万円支給

会員の子（またはその配偶者）が死亡した場合　2万円支給

会員の親（配偶者の親を含む）が死亡した場合　1万円支給

会員の疾病（65歳未満）による重度障害　5万円支給

会員の疾病（65歳以上）による重度障害　2万5千円支給

会員の不慮の事故の場合　6千～15万円支給

会員の交通事故の場合　1万4千～35万円支給

会員（本人）の14日以上30日未満の休業　5千円支給

会員（本人）の30日以上60日未満の休業　1万円支給

会員（本人）の60日以上90日未満の休業　1万5千円支給

会員（本人）の90日以上の休業　2万円支給

会員（本人）の建物・家財の損害　4万～20万円支給

会員（本人）の自然災害　6千～6万円支給

会員（本人）の床上浸水　1万2千円支給

その他 その他、災害による同居親族の死亡　2万円支給

健康管理助成金
健康診断、各種がん検診、人間ドックを行った場合に2,000円を
支給　※指定施設(順風会 健診センター、天山病院、八倉医院)
で受診した場合は3,000円を支給

インフルエンザ予防接種助
成金

インフルエンザ予防接種を受けた場合に1,000円を支給。(平成30
年10月1日から)

宿泊助成金 ホテルや旅館などに宿泊した場合に3,000円を支給

レクリエーション助成金
ゴルフや観劇などのレクリエーション活動をした場合に3,000円
を支給

同センター会員向け割引制度 松山市勤労者福祉サービスセンター会員向けの提携施設割引

全幅センター加盟団体向け
全国中小企業勤労者福祉サービスセンター加盟団体会員向けの施設
割引制度

映画館等特別利用券

特別利用料金で利用
・映画館（シネマサンシャイン大街道、衣山、重信、エミフル
MASAKI、大洲）
　大人･学生：800円　3歳から高校生：400円
・お芝居の松山劇場
　一般（11歳以上）：1,100円　3歳から10歳：500円
・坊っちゃん劇場
　観劇料金から500円割引（劇場窓口のみ）

温泉施設割引利用券

施設料金から200円を割引いた料金で利用
※伊予の湯治場　喜助の湯、シーパMAKOTO、権現温泉、とべ温泉
湯砥里館、東温市ふるさと交流館さくらの湯、東道後のそらとも
り、元気人村、東道後温泉　久米之癒、媛彦温泉、たかのこの湯、
星乃岡温泉　千湯館、見奈良天然温泉　利楽、道後温泉本館「神の
湯階下」、道後温泉別館　飛鳥乃湯泉「1階浴室」

JR高速バス利用補助クーポン券（※事前申込制）の発行

会員特別価格で参加できる各種イベントの開催

全福センターと割引協定契約を締結している全国の施設の割引
サービスの利用

住宅災害見舞金

その他

慶弔共済金
制度

助成金制度

その他の制
度

施設割引制
度

死亡弔慰金

傷病見舞金

障害見舞金
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 松山市によると、慶弔共済金制度については給付金事業収入における慶弔共済金と支

出における慶弔給付金は紐づけされており、会員に対する慶弔共済給付については、

100％の給付金額が保険引受団体（全労済協会）から支出されるとのことである。 

 また、助成金制度や各種割引制度については専用のシステムにより管理されており、

会員の利用の履歴などもこのシステムで閲覧が可能である。券面類の払い出しの管理は

払い出し簿によって管理されており、割引券等は毎年度新規発行し、年度末に残数すべ

てを廃棄しているとのことである。 

  

 なお、松山市に助成を受ける会員に利用の偏りがみられないかどうか、割引券等の発

行を受ける会員に利用の偏りがみられないかどうかについて質問をしたところ、それぞ

れ「利用の偏りについては、当初に該当枚数分個々の会員に配布しているため、会員ご

との枚数使用の偏りは考慮していません。」「割引券使用の履歴については、システム

で管理していますが会員の利用の偏りについては、考慮していません。」との回答を得

ている。 

 

(2) 松山市勤労者福祉サービスセンター特別会計 

 同サービスセンターは松山市特別会計条例第 1 条に基づき、事業の円滑な運営とその

経理の適正を図るために、特別会計を設置している。当該特別会計の歳出・歳入額は以

下のとおりである。 

 

歳入 (単位：千円）

区分
平成27年度

決算
平成28年度

決算
平成29年度

予算
平成29年度

決算

会費収入 52,089 52,502 55,940 51,480

（一般会計からの）繰入金 4,718 4,852 5,184 6,820

（前年度からの）繰越金 25,810 20,087 10,049 21,996

諸収入 17,487 14,045 22,827 16,591

財産収入 0 0 0 0

合計 100,105 91,486 94,000 96,887

歳出 (単位：千円）

区分
平成27年度

決算
平成28年度

決算
平成29年度

予算
平成29年度

決算

職員人件費 4,718 4,852 7,376 6,820

松山市勤労者福祉サービ
スセンター管理運営事業

3,102 3,484 3,259 3,557 （注1）

松山市勤労者福祉サービ
スセンター共済事業

72,197 61,154 84,557 62,468 （注2）

予備費 0 0 1,000 0

合計 80,017 69,490 96,192 72,845

（注1）松山市勤労者福祉サービスセンター管理運営事業の平成29年度決算額が予算額を超過

しているが、上記の職員人件費の予算より298千円流用している。

（注２）平成29年度予算と決算額が相違しているのは、運営する制度の負担金の予算額が加入者の

利用により変動する実際の負担額より多いためである。
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歳入額のうち一般会計からの繰入額は歳出額のうちの職員人件費に対応するものであ

り、結果的に特別会計の収支の赤字を補填するものとなっている。 

 

また、平成 29 年度の松山市勤労者福祉サービスセンター共済事業の予算額と決算額の

差額は 22,089 千円である。この主な内訳は負担金補助及び交付金の予算額 52,527 千円と

決算額 35,030 千円との差額 17,496 千円であるが、その乖離の理由について松山市に質問

したところ、「会員数を 6,600 名と想定して、負担金関係予算 52,527,000 円を計上して

いましたが、平成 29 年度の会員実績として、6,058 名だったため、17,496,130 円の不用

額が生じました。」との回答を得ている。 

これに関して追加で調べたところ、実際に負担金の乖離には 2 つの要素があり、1 つ

は全労済協会からの保険金を財源（雑収入に計上）とする慶弔共済給付事業で、これは

会員の慶弔金支払いと同額の保険金給付を受けるため、歳入歳出の乖離に影響を及ぼさ

ないものである。もう一つは会員の会費等、イベント参加者負担金、繰越金を財源とす

る慶弔共済給付事業以外の細目事業（以下、この事業において「その他の細目事業」と

呼称）の負担金であり、会員の利用度の変動により影響を受けるため、会員の総数のみ

ならず会員の消費行動の変化によっても乖離が生じるものである。 

さらに、負担金について上記のように毎年度予算額と決算額に大きな乖離があるのか

どうか、もし毎年繰り返し配当残額があるのであれば、この点について問題はないのか

どうかについて質問したところ、松山市からは、以下のような回答を得ている。 

「予算計上にあたっては、見込の会員数によって負担金等の積算をしています。 

会員数については、松山市の第６次総合計画に掲げている平成 31年度目標の 7,100 名

の会員数を目指し、平成 30 年度は 6,600 名と設定しています。今年度（平成 30年度）

は、積極的な企業への勧誘活動などにより、300 名以上の会員増加につなげており、今

後も会員拡大を見据えた予算計上としているため、予算額と決算額に乖離が生じるのは

やむを得ないと考えます。」 

 

 なお、一人当たり負担金（利用額）と一人当たり会費収入及びその割合は以下のとお

りである。 

負担金の年度別予算決算額 (単位：千円）

年度 予算額 決算額 不用額

27 45,418 39,743 5,675

28 52,312 35,830 16,483

29 52,527 35,031 17,496
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(3) 松山市勤労者福祉サービスセンター管理運営事業及び松山市勤労者福祉サービスセ

ンター共済事業 

①事業の目的 

 中小企業で働く勤労者が、生涯にわたり豊かで充実した生活を送ることができるように

総合的な福祉事業を行い、勤労者の福祉向上を進めるとともに中小企業の振興、地域社会

の発展に貢献するため、非常勤職員を雇い入れ、事業の活発な運営を目指すことを目的と

している。 

 

②事業の概要 

 松山市勤労者福祉サービスセンター管理運営事業は松山市勤労者福祉サービスセンタ

ーで働く非常勤職員の人件費を支出するものである。 

 また、松山市勤労者福祉サービスセンター共済事業は人件費を除く松山市勤労者福祉

サービスセンターの運営費を支出するものである。 

 

(4) 労政事務事業(松山市勤労者福祉サービスセンター特別会計へ繰り入れる一般会計) 

①事業の目的 

松山市勤労者福祉サービスセンターに繰出金を拠出することにより、労働行政の活発

な運営を進めるもの。 

 

一人当たり負担金（一人当たり利用額）

年度
決算額

（千円）
平均会員数

(人）
一人当たり利用

額（円）Ⓐ

27 39,743 6,126 6,488

28 35,830 6,168 5,809

29 35,031 6,075 5,767

（注1）平均会員数は年度初と末の会員数の単純平均で計算

一人当たり会費収入（入会金を含めた金額）

年度
決算額

（千円）
平均会員数

(人）
一人当たり会費
収入（円）Ⓑ

27 52,089 6,126 8,503

28 52,502 6,168 8,512

29 51,480 6,075 8,475

（一人当たり）会費収入に対する負担金の割合

年度
一人当たり会費
収入（円）Ⓑ

一人当たり利用
額（円）Ⓐ

割合
（Ⓐ／Ⓑ）

27 8,503 6,488 76.3%

28 8,512 5,809 68.2%

29 8,475 5,767 68.0%
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②予算額及び決算額 

 
全額一般会計から勤労者福祉サービスセンター事業特別会計への繰入である。 

サービスセンターに従事する正職員の階級が主事から主任へ変更したため、職員人件

費が増額となったため、平成 29 年度は正予算 2,192 千円を組むことで増額となってい

る。 

 

③事業の概要 

松山市勤労者福祉サービスセンターは、中小企業が単独では実施し難い従業員の福利

厚生に共同で取り組み、勤労者が生涯にわたり、豊かで充実した生活を送ることができ

ることを目的とした会費制の互助制度である。 

 

(5)監査の結果 

 実施した監査の結果、検出した事項および意見は以下のとおりである。 

 

（意見７） 松山市勤労者福祉サービスセンターの加入要件の検討 

 前述のように、松山市勤労者福祉サービスセンター（以下、「同サービスセンタ

ー」）は「中小企業が単独では実施し難い従業員の福利厚生に共同で取り組み、勤労者

が生涯にわたり、豊かで充実した生活を送ることができるようお手伝いしていく会費制

の互助制度」を運営する団体とされており、その会員の加入要件は「松山市内の中小企

業（資本金または出資総額が 3 億円以下の会社並びに常時雇用する従業員の数が 300 人

以下）で働く従業員（期間を定めて雇用される方、季節的業務に雇用される方を除く）

及び事業主」もしくは「松山市に居住し、市外の中小企業に勤務する方」とされてい

る。 

 しかし、確かに個々の事業体では加入要件を満たすものの、同サービスセンターには

1500 名を超す従業者をもつ事業グループが加入している事実があり、それだけの規模の

事業グループであれば、その事業グループ単独で福利厚生制度を運用することも不可能

ではないと思われる。これは、「中小企業が単独では実施し難い従業員の福利厚生に共

同で取り組む」という同サービスセンターの事業の趣旨から考えると、不自然に思え

る。 

 したがって、現在の加入要件を満たす事業体であれば良いというわけではなく、同サ

ービスセンターを通じて松山市が支援するべき事業体であるということを実質的に判断

できるように、加入要件の見直しも含めて十分な検討をしていただきたい。 

 

（意見８） 松山市勤労者福祉サービスセンター共済事業の負担金の予算決算の乖離 

(単位：千円）

区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度

現計予算額 5,141 5,196 7,376

決算額 4,622 4,852 6,820
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 前述のとおり、平成 29 年度の松山市勤労者福祉サービスセンター共済事業の負担金補

助及び交付金の予算額 52,527 千円と決算額 35,030 千円との差額 17,496 千円の乖離理由

について松山市担当課に質問したところ、想定会員数を 6,600 名で予算を計上したが、

会員実績 6,058 名だったため、不用額が生じた旨の回答を得ている。 

 前掲の表のとおり、過去 3 年の一人当たり負担金額の平均は約 6 千円である。負担金

関係予算 52,527 千円を想定会員数 6,600 名で割ると、一人当たり負担金予算額は 7,958

円であり、過去 3 年の実績と比較して 3 割も高い水準である。一人当たりの月会費は

700 円であることから年会費は 8,400 円であり、これを一人当たり負担金予算額 7,958 円

と比較すると、利用割合が約 95％と非現実的に高く、負担金のほかにも運営費や共済保

険料など諸経費がかかることを考えるとそもそもの負担金予算が高すぎると感じるとこ

ろである。 

 また、負担金について上記のように毎年度大きな乖離があるのかどうか、もし毎年繰

り返し配当残額があるのであれば、この点について問題はないのかどうかについての質

問に対しては、平成 31年度目標 7,100 名の会員数達成を目指し、今後も会員拡大を見据

えた予算計上としているため、予算額と決算額に乖離が生じるのはやむを得ない旨の回

答を得ている。しかし、平成 27 年から 29 年の乖離額は 5,675 千円、16,485 千円、

17,498 千円と乖離額が拡大している。これは会員が増えるどころか平成 28・29 年度は

減少しているからであり、予算額を増やしたが現実に決算額は減ってしまっているので

ある。 

 このように、予算の不足を懸念して会員増加予想が現実離れして高く設定しているた

めに負担金予算が決算との乖離が生じる結果となってしまっている。負担金予算の設定

方法の見直しを検討し、このような多額の乖離が続くことがないようにしていただきた

い。 

  

（意見９） 事業の採算性の改善と事業継続の可否の検討 

 前述のように、松山市勤労者福祉サービスセンター（以下、「同サービスセンタ

ー」）は「中小企業が単独では実施し難い従業員の福利厚生に共同で取り組み、勤労者

が生涯にわたり、豊かで充実した生活を送ることができるようお手伝いしていく会費制

の互助制度」を運営する団体であることから、会員の会費や運営する事業収入等によっ

て事業費を賄い、独立採算を達成することが本来のあるべき姿であると考えられる。そ

れゆえに、同サービスセンターについては、その事業収支を明らかにし、採算状況を監

視すべく特別会計を設けている。 

 しかし、「(2) 松山市勤労者福祉サービスセンター特別会計」で記載のとおり、同サー

ビスセンターは一般会計の繰り入れがなければ事業費が賄えず、職員人件費と同額の繰

り入れを実施している。 

 一方、「(1) 松山市勤労者福祉サービスセンターについて」で記載のとおり、近年の

会員数は 6000 名を超える程度で決して多くなく、松山市内の 300 人以下の事業所で勤務

する従業者数から占める割合は約 3％であり、松山市民に広く認知され利用されている

制度であるとは言い難い。 
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 松山市によると、第 6 次総合計画に掲げている平成 31 年度目標の 7,100 人が同サービ

スセンターの事業の採算が取れる会員数であるとのことで、松山市はこの目標達成を目

指し、引き続き関係団体と連携した会報やホームページの掲載、会員紹介者への報奨金

支給、職員による企業への個別訪問などの普及活動に積極的に取り組んでいきたいと考

えているようである。逆に言うと、今後も会員数が伸び悩む状況が続いた場合、もしく

は先の意見で述べた加入要件の検討によって加入者が減少した場合には、引き続き一般

会計の繰り入れが成されることとなる。その負担は松山市がするため、全市民が広く負

担を負うという問題が継続されることになる。 

 したがって、事業開始から約 20年経つ同サービスセンターがいまだ採算ラインに乗っ

ていないという状況について、十分な分析も行わず明確な改善計画も持たないというこ

とであれば、担当部署のこの事業に対する意識が甘すぎると感じるところである。何故

このように依然として加入者が低迷しているのかを問題視して、原因の調査分析を真剣

に行うことが求められる。その上で、もし制度に欠陥があるのであればその抜本的な改

善を行い、制度そのものに根本的な問題であるならば事業そのものの継続を検討し、単

に普及が出来ていないだけであれば一層の普及に力を入れるために具体的にどのような

方策があるのかについて検討する必要があると思われる。 

 

（意見 10）会員の利用履歴の高度な分析と顧客ニーズの把握 

 会員もしくは利用施設に支払う負担金の額と会費収入との比率は会員の平均利用度を

示す尺度となりうるが、前述の表のとおり、平成 27・28・29 年度の（一人当たり）負担

金の会費収入に対する割合は 76.3％・68.2％・68.0％と減少傾向である。この割合が高

くなるということは会員の平均利用度が高いことを表し、一人当たりの負担金が増える

ため同サービスセンターの採算性は悪くなる一方で、会員の満足度は高くなるものと推

認される。つまり、この割合が減少傾向であるということは会員の満足度が低くなって

いるということであり、平成 27 年度に比べ会員数と会費収入が減少している平成 28・

29 年度の方が、繰入金や繰越金を除いた特別会計の収支が改善していることを裏付ける

分析結果ともみることができる。 

 このように会員の満足度の低下が懸念される状況において同サービスセンターの採算

性の向上と会員数の増加を両立するには、退会会員をできるだけ出さずに新規会員を増

やすという単純だが難しいかじ取りが要求されるため、サービスの質を低下させて経費

を削減するような安易な方策を採用することはできない。このような場合には変化し続

ける会員のニーズを適時適切に把握して大多数の会員にとって満足度の高いサービスメ

ニューを提供し続けるために、会員の利用状況のデータなどから緻密なマーケティング

を継続して実施していくことが求められる。 

 しかしながら、前述のとおり、松山市は助成金や割引を受ける会員に利用の偏りがあ

るかどうかの監査人の問いに対して、利用の偏りは考慮していない旨の回答をしてい

る。システムによって会員の利用状況を把握できるにもかかわらず会員の利用の偏りを

把握していないということは、どのような属性（年齢・性別・所属・居住地域など）の

会員がどのような特典（助成金・各割引施設の利用の種類）をどのくらいの頻度で利用
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しているか、というマーケティングに必要な顧客データの収集を行っていない、という

ことを表している。また、利用の偏りが把握できていないということは利用頻度が低す

ぎて退会意識が高まりやすい会員の存在を把握できていないということでもあり、言い

換えると顧客の不満を看過してしまうリスクが高くなるということでもある。 

要するに、松山市は会員のニーズを把握するにあたり、最も手近にあって真実に近い

有用な会員の利用履歴データを会員の分析に活用していないということになるが、その

一方で顧客の要望に応じて新しい助成制度を導入したり、逆に利用頻度が低いものを廃

止したりもしている。しかし、マーケティングに基づく会員の利用行動や嗜好の分析を

していないということはデータによる裏付けが十分ではない可能性が高く、大雑把な定

量的情報と個人の偏見が混じる可能性がある定性的な情報に基づくリスクの高い意思決

定をしていることになる。 

 直観力に優れた優秀な経営者や営業マンであれば、大雑把な定量的情報でも偏見の混

じった定性的情報でもその中から正しい情報を読み取り適切な判断を下すことも不可能

ではないため、マーケティングを活用しないことは絶対に誤りであると言うつもりは毛

頭ない。しかしながら、転属等によって配置換えの多い、地方自治体の一担当者にその

ような優れた判断力を常に求めるのは酷である。したがって、松山市においては、会員

の利用履歴の高度な分析をマーケティングに活用し、顧客ニーズの把握や有効なサービ

スメニューの開発につなげ、退会者を未然に防ぎつつ新規顧客が獲得できるように、研

究と実践を期待したいところである。 

 

3.   「道の駅運営事業」関連 

(1) 道の駅「風早の郷風和里」について 

 松山市ホームページによると、道の駅「風早の郷風和里」は国道 196 号沿いに設置さ

れた道の駅であり、（1）駐車場・トイレ等の休息施設、（2）道路の通行規制や渋滞情

報並びに地域の役立つ情報を提供する道路・地域情報提供施設、（3）地域の新鮮な食材

を活かした食事を提供したり地域の特産物の販売さらに道の駅を介して地域の活力ある

地域づくりを目指し連携を行う、地域振興施設の 3つの機能を併せ持った、道路交通施

設である。 

 

(2) 指定管理者「風早の郷ふわり協同組合」について 

平成 18 年度より指定管理者制度を導入し、現在まで「風早の郷ふわり協同組合」が指

定管理者となっている。 

指定管理者に対しては道の駅施設前海岸施設の維持管理経費に充てるために、指定管

理料を支払っている。この指定管理料は清掃の頻度などに対する労務単価等を元に算出

しているとのことである。 

また、道の駅「風早の郷風和里」（以下、「道の駅」）は利用料金制度（公の施設利

用料金について指定管理者の収入とし、維持管理経費に充てる制度 ）導入施設であるた

め、指定管理者が道の駅の施設利用料を収受した場合、指定管理者の収入とすることが

できる。 
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道の駅の施設利用料については、松山市道の駅条例において以下の表のとおり上限が

定めれており、指定管理者は以下の表の範囲内で市長の承認を得て施設利用料を設定す

ることができる。 

 

 

 現に施設の一部はテナントに貸し出され、また、指定管理者自ら施設の一部を利用し

て物品販売の営業をしている。上述のとおり利用料金制を導入しているため、指定管理

者はテナントから施設利用料を収受しているが、指定管理者が自ら使用する施設の利用

料については自ら収受することとなる。そのため、松山市の公有財産たる道の駅の施設

（建物および土地（駐車場を含む）など）に対する公有財産使用料を市に対して支払っ

ておらず、制度上および契約上支払う必要はない。 

 

 指定管理者募集要項によると、指定管理者は道の駅の物品販売等に関する業務を行う

こととされている。指定管理者管理運営業務仕様書によると、指定管理者は販売商品の

選択および仕入を自らの責任において任意に決定することができ、販売商品の価格を任

意に決定することができるとされている。ただし、施設の設置目的である地場産品の普

及に努めるため、地元の特産品及び農水産物を積極的かつ優先的に取り扱うこととされ

ている。 

 指定管理者は主に生産者等の販売委託を受けて農水産品・土産等の販売を実施し、販

売手数料収入を収受している。一部では販売施設等を利用し自ら商品を仕入れて商品販

単位 料金

常時 月額 1,028円

臨時 日額 102円

1時間 1,542円

月額 246,857円

月額 154,285円

月額 308,571円

月額 20,571円

月額 10,285円

月額 10,285円自動販売機コーナー

備考：単位に1月，1時間，10平方メートルに満たない端数が生じたときは，それぞ
れ1月，1時間，10平方メートルとみなす。

日額 1,028円

販売施設等(レストラン
を除く。)

レストラン

販売施設(大)

販売施設(中)

販売施設(小)

駅舎

ふれあい広場

施設等の名称 利用内容

道の駅

業として行
う写真の撮
影

業として行う映画の撮
影

興行及び展示会その他
これらに類する催し(10
平方メートル当たり)
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売もしているが、平成 30 年 4 月からは自ら駅舎部分を利用してレストラン営業も開始し

ている。 

 指定管理者管理運営業務仕様書には、指定管理者は物品販売等を通じて収受した収益

を自らの収入とし、維持管理経費に充てるため、収入等に比例した販売手数料や家賃相

当額を市に対して支払う契約になっていない。 

 

(3) 道の駅施設の修繕の実施状況について 

道の駅は前述の施設概要に記載のとおり、供用開始が平成 15 年 3 月であり、開始後約

15 年が経過している。施設内部の設備に不具合が発生し始めており、松山市は指定管理

者と毎年協議を行い、その都度必要に応じて修繕を実施している。 

指定管理者仕様書の中で、道の駅の修繕費の取扱いについて、「指定管理料及び利用

料金等による収益の範囲内で概ね 50 万円以下の修繕（経常的な修繕）については、指定

管理者の負担において行うこと。ただし、積算 50 万円を超えた場合は、市が直接行うも

のとする。」と定められており、その主な修繕工事の例として「施設内外、給排水及び

トイレ等の小修繕、電球取替、机・椅子等の修繕等」とされており、実際の修繕工事に

際しては、軽微なものを除き、市と協議して実施、報告されている。 

なお、松山市に質問したところ、平成 29 年度までで道の駅の建物の大規模修繕工事は

実施されていないとのことであるが、直近 3 年度における修繕の履歴については以下の
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とおりである。

 

 ところで、「松山市公共施設マネジメント基本方針（平成 26年 2 月）」の「６．公共

施設マネジメントの具体的な取組」では、以下のように記述がある。 

（２）中長期保全計画の策定 

 予防保全型の維持補修の推進のため、個々の施設の劣化状況を調査し、中長期保全計

画を作成します。これにより修繕改修工事の集約化による経費削減や保全費用が突出す

る年度は工事の分散が可能となり財政支出の平準化につながります。また、中長期保全

計画や修繕履歴など保全情報の一元化を図り、一元化した情報は市役所内部で共有化し

ます。 

 この点について松山市の道の駅施設の担当課に質問したところ、中長期の修繕計画は

作成されていないとのことで、監査人は中長期の修繕計画を入手できなかった。道の駅

「風早の郷風和里」は築年数が 15 年程度であり、平成 29 年度までは修繕費があまりか

からなかったようであるが、平成 30 年度からは建物の外装部分や建物内の設備を中心に

修繕が発生する予定とのことである。 

 また、松山市によると、国が策定した「インフラ長寿命化基本計画」では用途別の具

体的な対応方針を定める「個別施設計画」を平成 32 年度頃までに策定することとされて

年度 修繕内容 負担者 金額
防犯カメラの増設工事及びＨＤＤの入替 松山市 222,480 （注1）

ポンプ架台修理 指定管理者 86,400

海水ポンプの修理 指定管理者 128,520

特産売場両引き吊戸修理 指定管理者 8,640

照明器具取付及び電源工事 指定管理者 50,000

自動ドア修理 指定管理者 18,360

特産売場引き戸修理 指定管理者 8,640

倉庫増設工事 松山市 3,183,260

ＨＤＤの入替 指定管理者 194,400

海水ポンプの修理 指定管理者 35,000

漏電改修工事 指定管理者 10,800

海水ポンプの清掃 指定管理者 49,680

テナント樋修理 指定管理者 3,000

海岸シャワールーム排水修理 指定管理者 34,560

青空市場壁補修工事 指定管理者 10,000

海水ポンプの修理 指定管理者 172,800

青空市場エアコン・製氷機電源切替工事 指定管理者 20,000

エアコン移設工事 指定管理者 32,400

フロント吊戸修理 指定管理者 5,400

壁面塗装及び本館シャッター修繕 松山市 1,340,820

倉庫防水カーテン取付工事 指定管理者 163,674

エアコンの取り換え工事 指定管理者 690,000 （注2）

清掃作業場横引き戸修理 指定管理者 43,200

シャッター修理（別館青空売り場） 指定管理者 38,880

フロント両引き戸修繕 指定管理者 16,200

コンセント増設取替工事 指定管理者 17,000

海岸シャワー室水栓取替 指定管理者 27,000

２９年度

２８年度

２７年度

（注1）防犯カメラの増設工事及びＨＤＤの入替について、50万以下でありながら、松山市の負担
としているのは、警察から防犯カメラの増設の依頼があり、市他課所有の防犯カメラを移設した
ため、とのことである。

（注2）エアコンの取り換え工事が50万超でありながら、指定管理者が負担をしているのは、本館
（特産品コーナー）の空調が急に壊れ、お客様に影響があり、急を要することから、市と協議の
上、指定管理者にて修繕を行ったため、とのことである。
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おり、松山市では平成 31 年度に建物調査、平成 32 年度に建物・施設の改修計画を含め

た個別施設計画を作成する予定としているとのことである。 

 

(4) 道の駅「風早の郷風和里」の収支状況 

 道の駅「風早の郷風和里」の直近 6 年度の収支状況は以下のとおりである。（事業報

告書添付資料「収支の変遷」より抜粋） 

 

  

 ここで、「松山市公共施設マネジメント基本方針（平成 26 年 2月）」の「６．公共施

設マネジメントの具体的な取組」では、以下のように記述がある。 

（５）管理運営コストの適正化 

 施設ごとに維持管理・運営コストと利用状況に関する分析を行い、課題のある施設の

改善を図ります。さらに、受益の公平性の観点から適切な使用料へ見直しを図ります。 

 この点、道の駅の管理状況について質問や資料の閲覧をしたところ、道の駅施設の担

当課は毎月や毎四半期の報告書や添付の収支資料を受け取っていたものの、指定管理者

の決算書は監査人が依頼をするまで入手をしていなかった。また、平成 30 年 4 月に開始

したレストラン事業の損益状況については、毎月ヒアリングを行って把握をしていた

が、部門別の試算表などの経理資料を監査人が依頼をするまで入手をしていなかった。 

 また、指定管理者が過去から道の駅事業で利益を計上し利益留保（金銭のプール）を

している状況を踏まえたうえで、松山市に対して指定管理料が適切であるかどうか、に

ついても質問したところ、「利用料金制では、収入は指定管理者のものになるため、努

収入関係 (単位：千円）

区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

販売手数料 49,780 49,100 52,606 54,820 54,650 51,863

施設利用料収入 7,279 8,422 8,951 8,941 8,915 8,205

商品売上高等 16,943 11,838 7,997 2,676 3,495 2,725

その他収入 7,279 3,354 3,291 3,188 3,188 3,085 （注1）

合計 81,280 72,714 72,845 69,625 70,248 65,878

（注1）その他収入は主に指定管理料である。

支出関係

区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

商品仕入等 12,811 8,170 5,648 2,502 3,038 2,383

販売管理費 54,505 55,715 58,492 51,272 57,401 56,349

施設維持管理事業費 8,150 6,947 7,093 7,128 8,390 7,646

合計 75,465 70,832 71,233 60,902 68,829 66,377

収支状況

区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

収支 5,815 1,881 1,612 8,723 1,420 -499 （注2）

（注2）平成29年度の収支が赤字となっているのは、レストランが平成29年11月以降テナント都合

により閉店しテナント収入を得られなくなったことに加え、天候不順により販売施設での生鮮品

取扱量が減少したためである。
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力により収益が増加し、その額が著しく多額でない場合、指定管理者が金銭をプールす

るような形になっています。道の駅の運営は、年間の収益により、黒字・赤字があり、

現状の指定管理料と利用料金制の併用を続けていくことは適切と考えています」との回

答を得ている。 

 

(5) 道の駅運営事業 

①事業の目的 

地場産品の展示・販売及び地域の情報交流の場を提供することにより情報発信拠点の

形成を図り、併せて地域コミュニティの交流を図ることを目的としている。 

 

②平成 29 年度の予算額及び決算額 

予算額：8,104 千円（うち、委託料 5,885 千円） 

決算額：7,716 千円（うち、委託料 5,753 千円） 

 

委託料 5,753 千円のうち、3,085 千円が道の駅「風早の郷風和里」の指定管理者である

「風早の郷ふわり協同組合」への指定管理料である。 

 

③事業の概要 

 指定管理者制度を用いて道の駅の運営管理や道の駅前の海岸清掃等の管理を風早の郷

ふわり協同組合に 5年間(平成 26年４月 1日～平成 31 年 3月 31 日）委託している。 

指定管理事業の詳細については、「(2) 指定管理者「風早の郷ふわり協同組合」につい

て」を参照。 

指定管理料以外の支出内容は、松山市が負担した工事請負費や指定管理者の管理外の施

設の水道光熱費である。 

 

(6) 監査の結果 

 実施した監査の結果、検出した事項および意見は以下のとおりである。 

 

（意見 11）利用料金制と指定管理者の公有財産使用料 

 松山市は指定管理者から公有財産の利用に際して利用料を徴収していない。これは前

述のとおり、利用料金制度（公の施設利用料金について指定管理者の収入とし、維持管

理経費に充てる制度 ）を採用しているからである。ただし、直接的な収益を生まない道

の駅施設前海岸施設に関する維持管理経費に充てるために、指定管理料 3,085 千円を指

定管理者に支払っている。 

 「(4) 道の駅「風早の郷風和里」の収支状況」に記載のとおり、直近の平成 29 年度を

除いた過去数年間で多くの利益を上げており、平成 24～28 年度の平均収支は 3,890 千

円、平成 25～29 年度の平均収支は 2,627 千円であり、指定管理料 3,085 千円程度の利益

を計上していることになる。また、道の駅の平成 24～28 年度の平均事業収支の対収入比

率は 5.3％、平成 25～29 年度は 3.7％で、経済産業省が公表する「平成 29 年企業活動基
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本調査速報」付表 5の小売業の売上高営業利益率は平成 27年度が 2.9％、平成 28年度

が 2.8％であったことを考えると、当該道の駅事業における対収入比率は一般的な民間

企業の利益率と比較して高い水準にあると言える。 

 指定管理者は指定管理事業で利益を出してはいけないわけではないが、公の施設であ

る以上は長期間利益が多額に計上されるということは好ましい状況とは言えない。 

 ここで、前述の「松山市公共施設マネジメント基本方針」では、「受益の公平性の観

点から適切な使用料へ見直しを図る」ことも求めている。しかしながら松山市は平成 31

年度からの指定管理者の募集に際して現状の指定管理料と利用料金制をそのまま維持し

ており、今後の 5年間は現状のままの契約を維持しなければならない。そのため、当面

は現状の契約の中でできることを模索しつつ、「松山市公共施設マネジメント基本方

針」が求める「受益の公平性」を害する状況とならないように今後の契約の仕方の検討

を進める必要がある。 

 例えば次回公募時に検討を進めてほしい案として、道の駅施設前海岸施設に関する維

持管理経費に相当する指定管理料を廃止（または減額）して、公有財産の利用料金や物

品販売収入等の範囲で賄ってもらう案や、物品販売収入や利用料金の一定割合や事業利

益の一定割合を公有財産使用料として市に納入する案などがある。 

 このように、松山市には施設の十分な分析を行って受益の公平性の観点からの適切な

使用料へ見直しを検討してほしいところである。 

 

（意見 12）修繕費の適切な負担按分 

 松山市と道の駅「風早の郷風和里」の指定管理者である「風早の郷ふわり協同組合」

は、前述のとおり、指定管理者仕様書の中で、道の駅の修繕費の取扱いについて、「指

定管理料及び利用料金等による収益の範囲内で概ね 50 万円以下の修繕（経常的な修繕）

については、指定管理者の負担において行うこと。ただし、積算 50 万円を超えた場合

は、市が直接行うものとする。」という取り決めを行っている。ここで、「50 万円」と

いう基準は明確な根拠があるというよりは、業務効率化のための形式的なものであると

考えられ、松山市によると指定管理者募集の際には変更することが可能とのことであ

る。 

 賃料が適切に設定されている一般的な賃貸借契約では、極めて軽微な修繕もしくは賃

借人の責めに帰するべき修繕を除き、通常の使用および経年劣化による建物や設備の修

繕費は賃貸人が負担し、賃借人の求めに応じて建物の仕様を変更するような支出につい

ては原状回復費用を含めて賃借人が負担することが通例であると思われる。 

 この点、前述のとおり道の駅「風早の郷風和里」は利用料金制度を採用し、指定管理

者は公の施設利用料金について指定管理者の収入とすることができ、市に対して公有財

産使用料の納付をする義務がない。現状では指定管理者は公の施設を無償で借り受ける

ことで収益を得ているため、通常の使用および経年劣化による建物や設備の修繕費も含

めて通常の修繕費の全額を負担すべきであると考えられるが、前述の「直近 3 年度にお

ける修繕の履歴」に記載のとおり、実際には「概ね 50 万円以下」という判断基準がある

ために、一部の例外を除き、多額の修繕費については松山市が負担をしている。 
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 このような「概ね 50 万円以下」といった金額で負担限度を設ける契約は、指定管理者

の過度の負担となることを防止し、かつ、修繕の負担配分に係る協議を減らすことで事

務の効率性が高まるという利点があるものの、この「50 万」という金額に明確な理論的

根拠があるわけではない。そもそも本来であれば、適切な修繕計画に基づいて、松山市

と指定管理者のどちらが負担すべき修繕費なのかを十分に協議すべきなのであるから、

「概ね 50 万円以下」という形式的なルールに縛られるべきではないと考えられる。 

 したがって、松山市は道の駅「風早の郷風和里」の今後の運営にあたっては、今後発

生が見込まれる修繕等の計画を勘案しながら、実施する修繕ごとに松山市と指定管理者

のどちらが負担すべきかを事前に協議を行い、適切な負担者を決定すべきである。 

  

（意見 13）指定管理者に対する市の管理の改善 

 道の駅「風早の郷風和里」の事業は収益や利益に連動する使用料等の歳入がないた

め、道の駅事業の損益は松山市にとって直接的に影響がなく、指定管理者に帰属する。

しかし、指定管理事業における事業の失敗が指定管理者の財政状況を悪化させて指定管

理事業が継続できなくなる恐れもあるし、指定管理事業以外にも指定管理者は事業を行

う可能性があり、その失敗により財政状況を危うくすることもありうる。松山市はその

ような理由から指定管理事業だけでなく、指定管理者の組織全体の経営状況や財政状況

を監視すべきであるし、指定管理事業に複数の事業があり、特に新規事業などのリスク

の高い事業を開始した場合には部門別の損益状況を監視する努力はすべきであると考え

られる。 

 しかし、道の駅施設の担当課は毎月や毎四半期の報告書や添付の収支資料を受け取っ

ていたものの、指定管理者の決算書は監査人が依頼をするまで入手をしていなかった。

また、平成 30年 4 月に開始したレストラン事業の損益状況については、毎月ヒアリング

を行って把握をしていたが、部門別の損益計算書などの経理資料を監査人が依頼をする

まで入手をしていなかった。決算書は指定管理者の財務状況の健全性を継続的に監視す

るために必要な資料であり、指定管理事業の継続的運営の観点から入手することが望ま

しいものである。そして、指定管理者直営事業であるレストラン事業は従来のテナント

から利用料金を収受する事業と比べ、食材である在庫の廃棄リスクが高いため、新規事

業での部門別の損益計算書は当初から注目すべき資料であり、指定管理者への指導のた

めに入手が望ましい資料である。 

 したがって、指定管理事業の継続性の管理の観点から考えると、決算書及び指定管理

事業に関連する部門別の損益計算書についても、指定管理者管理運営業務仕様書に提出

義務を明記するなどして毎期および毎月受け取るようにしたうえで、指定管理事業その

ものだけでなく、指定管理の指定期間中であっても指定管理者全体の財政状況や損益状

況の監視をすることや新規事業については経理上の数値を用いて損益状況を注視するこ

とが望ましく、松山市は指定管理者に対する管理状況を改善するべきであると思料す

る。 
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4.   「女性活躍・若年者雇用等支援事業」関連 

① 事業の目的 

女性求職者に対する再就職支援等により、女性の社会参加を促すとともに、公共職業訓

練を受講する若年者に奨励金等を支給することおよび高年齢者に対する多様な就業機会

の提供により、職業能力の開発・向上や雇用の促進を図る事業である。 

 

②予算額及び決算額 

 
平成 28 年度以前は移行前の「労政雇用対策育成支援事業」「女性活躍応援事業」「高齢者

雇用対策事業」を合算して表示している。 

 

 

③事業の概要 

本事業は、平成 28 年度以前の別々に実施されていた事業が平成 29 年度に統合されて実

施されているため、上記平成 29 年度決算額のうち支出金額 300 万円以上の 3 つの業務に

ついて、それぞれ概要を記載し、業績の分析を行う。 

 

松山市若年者正社員化支援奨励金（職業訓練奨励金）： 

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 愛媛支部 愛媛職業能力開発促進セン

ター（ポリテクセンター愛媛）および愛媛県立松山高等技術専門校（施設内訓練普通課程

コース、介護職員初任者研修、介護福祉士養成コース，保育士養成コース、ビジネスコミ

ュニケーション習得コースに限る）が実施する公共職業訓練講座の受講者を対象に、訓練

を受けた日数に応じて、日額 3,930 円を松山市が支給する制度である。 

 

（以上、「松山市若年者職業訓練奨励金交付要綱」） 

(単位：千円）

区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度

現計予算額 78,856 54,483 73,942

決算額 78,037 57,318 56,058

(単位：千円）

節
平成29年度
　決算額

主な内容

報償費 30,839 松山市若年者正社員化支援奨励金

需用費 124

役務費 9

委託費 14,418
女性人材の確保・育成支援事業業務委託
女性が働きやすい企業風土づくり事業業務委託等

負担金補助及び交付金 10,668 高齢者雇用対策事業補助金等

合計 56,058
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〈業績の分析〉 

 

 

市が活動指標として設定した目標値をいずれの年度においても上回る実績をあげてい

る。 

 

松山市若年者正社員化支援奨励金（正規雇用奨励金）： 

松山市若年者職業訓練奨励金制度の認定を受けた者を正規雇用として雇い入れた事業

所を対象に、雇い入れした日から 6 カ月間に雇用継続されていれば 15 万円、さらに 6 カ

月継続されていれば 15 万円支給（1 年間雇用継続すれば合計 30 万円支給）する制度で

ある。 

※「正規雇用」とは，労働契約期間の定めがなく，1 週間の所定労働時間が通常の労働

者と同じ契約である労働協約を締結し，雇用保険の一般被保険者（1 週間の所定労働時

間が 30 時間未満の者を除く。）として雇用すること。 

（以上、「松山市若年者正規雇用奨励金交付要綱」） 

 

〈業績の分析〉 

 

市が成果指標として設定した目標値をいずれの年度においても上回る実績をあげてい

る。 

女性人材の確保・育成支援事業業務委託 

松山市は女性の就業率が全国平均よりも低いながら、様々な業界で人材不足、特に女

性の人材不足が解消されていない現状にある。そのため、「働きたい女性」と「女性を

採用したい企業」の両者を繋ぐことを企図して、松山市がえひめリビング新聞社へ「ま

つやまに住む女性のための就職支援講座」の開催を委託している。 

「まつやまに住む女性のための就職支援講座」は、研修生がえひめリビング新聞社に

雇用される形をとることで時給 900 円の給与の支給を受けつつ、「基礎研修」と「職場

実習」を受講することが可能となっており、最終的には職場実習終了時に研修生と実習

先企業の合意によって就職に至ることを目標としている。 

 

訓練奨励金認定者数 (単位：人）
区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度

目標値 28 29 30

実績値 58 74 62

（事務事業シートより）

訓練奨励金認定者の正規雇用者数（累計） (単位：人）
区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度

目標値 64 76 88

実績値 126 147 161

（事務事業シートより）
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●講座の概要（えひめリビング新聞社 HP より） 

【基礎研修】 

時期：10 月中旬～11 月下旬 

期間：34 日間 140 時間程度 

時間：9：30～15：00（休憩 60 分）※土曜・日曜・祝日は休み 

会場：松山市中心部のビル内にて 

研修内容：「生活と仕事の両立（ワークライフバランス）」「税・社会保険制度」

「PC/IT 研修」「社会人基礎力」「個別カウンセリング」「職場紹介」など 

【職場実習】 

時期：12 月初～2 月末までの間の 31 日間 

実習は実習先企業にて実施、勤務時間・日数・曜日は個別に設定。 

⇒職場実習を終え、企業と合意ができれば就職決定となる。 

〈業績の測定〉 

 

 

市が活動指標・成果指標として設定した目標値をいずれの年度においても上回る実績

をあげている。なお、市から本人へ連絡する可能性があることの同意を得たうえで、状

況の調査・就職に向けてのサポート・就職促進等を図るため、事業終了後にアンケート

調査(追跡調査)を行い、一定期間経過後のフォローを行う体制としている。ただし、地域

経済課へのヒアリングの結果、現在までの間、フォローアップの対象となった研修生は

いない。 

 

高齢者雇用対策補助金 

 松山市シルバー人材センターに「いきいき仕事センター」（高齢者就労支援総合相談

窓口）を設置し、これまでの臨時、短期的な業務のみならず、常用雇用も含めた職業紹

介、あっせん機能、就労相談機能や求人開拓機能を果たすことにより、求人開拓から相

談、そして求職者、事業者のニーズに応じたマッチングに至るまでの効果的な相談支援

に取り組んでいるものである。 

◇開所日：月曜日～金曜日 

   （休日：土曜・日曜・祝祭日・振替休日・年末年始（12/29～1/3）） 

◇開所時間：８：３０～１７：１５ 

本業務はシルバー人材センターでの人件費等 12,117 千円 

参加者数（女性人材の確保・育成支援事業） (単位：人）

区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度

目標値 20 20 20

実績値 22 25 22

（事務事業シートより）

就業に至った人数 (単位：人※累計）

区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度

目標値 28 42 56

実績値 34 49 64
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女性活躍・若年者雇用等支援事業 高齢者雇用対策事業補助金（いきいき仕事センター）（単位：千円） 

 

 

〈業績の測定〉 

 

市が活動指標・成果指標として設定した目標値を下回る年もあった。 

④ 監査の結果 

 実施した監査の結果、検出した事項および意見は以下のとおりである。 

 

（意見 14）女性人材の確保・育成支援事業業務委託の終期設定 

 現時点で市が掲げる成果指標は達成できており、かつ統合前の「松山市若年者正社員化

支援奨励金」「女性人材の確保・育成支援事業業務」は平成 29 年度までに終期を設定し

ていた。 

しかし、平成 29 年度事務事業シートによれば「雇用情勢は改善しつつあるが、求人と

求職のミスマッチや早期離職、労働力不足など様々な問題がある為」「今後も女性労働者

の潜在的求職者の掘り起こしが必要であるため」という定性的な理由で平成 30 年度以降

も本事業を継続しており、永遠に目的が達成できない事業を行っていることになる。その

ような批判を受けないためにも、事前に事業終了の条件を明確にし、その上で段階的な指

標を設定し、その指標の達成状況を確認していくことが必要である。指標が達成できたこ

とで所期の目的が達成されているにもかかわらず支出を続けるということは、最終的な雇

用促進目標が本事業によっては達成できないことを示しているとも考えられるため、成果

指標の再設定時において本事業の支出を継続することの是非も検討することが望ましい。 

 

（意見 15）「いきいき仕事センター」（高齢者就労支援総合相談窓口）の廃止の検討 

 当事業は、シルバー人材センターで主に取り扱っている臨時的かつ短期的な業務ではな

女性活躍・若年者雇用等支援事業　高齢者雇用対策事業補助金(いきいき仕事センター）
H27収支 H28収支 H29収支

12,908 12,317 12,117
13,023 11,764 11,046

市補助金 10,908 9,817 9,817
自主財源 2,115 1,947 1,229
（うち紹介手数料収益） 1,862 1,934 1,215
自主財源比率（％） 16.2% 16.5% 11.1%

予算額
決算額

（

財
源
）

求職登録者数 (単位：人）

区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度

目標値 355 355 455

実績値 283 419 468

（事務事業シートより）

相談者のうち常用雇用への就労数 (単位：人）
区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度

目標値 45 45 45

実績値 66 38 37

（事務事業シートより）
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く、常用雇用を含めた就業支援を行っているとのことである。同様の事業が「ハローワー

ク松山」でも「生涯現役支援窓口」として実施されてはいるが、無料で紹介している「ハ

ローワーク松山」と異なり、「いきいき仕事センター」では斡旋先企業から手数料を徴収

している。 

しかしながら人件費等の事業費が 12,117 千円となっているにもかかわらず、その手数

料収入は年間で 200 万円もない。実際手数料収入が毎事業年度ほとんど発生していないと

いうことは、そのような需要が少なく成果もあがっていないと思わざるを得ない。そのた

め、このような補助対象事業をいつまでも継続する必要性は乏しいのではなかろうか。 

 

（意見 16）女性活躍・若年者雇用等支援事業の統合の妥当性 

 本事業において、平成 28 年度まで「労政雇用対策育成支援事業」「女性活躍応援事

業」「高齢者雇用対策事業」として別事業であった事業を統合しているが、上記のとお

り平成 29 年度においても場所・時間・対象者を統合前の独立した内容で各業務が各々実

施されており、事業の実施方法の改善や事業統合によるコスト削減といった相乗効果は

見られない。 

確かに事業を統合することにより事務担当者の作業の効率化については理解できなく

もないが、それはあくまでも関連のある事業の場合にのみ認められることである。今回

の場合、事業の目的は「若年者の職業能力の開発・向上や女性の労働力参加、高年齢者

の就労相談窓口を設置するなどの育成・就職・再就職支援を行い、労働力人口の安定化

に向けて取り組む」と無理やり一本化されてはいるが、〈業績の測定〉にあるとおり、

一つの事業内において複数の制度把握と分析が必要となり、市の報償費が十分に「奨励

金交付要綱」の目的に適うものであることの確認や、事務事業シートにおける「事業実

施に係る資源の投入量」と「活動指標・成果指標」の対応関係が不明瞭になっている。

このように本来であれば個々の事業ごとに貢献度の評価がなされなければならないにも

かかわらず、無理やり全体で評価されているように見受けられる。 

事業を統合することによって、事務事業シート上で『市民の皆様への説明責任を果た

し、行政の透明性や信頼性の向上を目指すとともに、さらなる事業改善に向けた取り組

み』が可能となるのであろうか。このことを十分に顧慮した上で事業の統合を行わなけ

ればせっかくの事務事業シートが本来の目的を達成できなくなることを考えていただき

たい。 

 

5.   「松山市民しごと創造ワンストップ支援事業」関連 

① 事業の目的 

本事業は、平成 25 年 9 月に、3 年間のパイロット的事業である「企業経営や創業のた

めの情報・学習支援事業」として、平成 25 年度に公募型プロポーザル方式により委託業

者【一般社団法人愛媛県中小企業診断士協会・伊予鉄総合企画株式会社（旧イヨテツケー

ターサービス株式会社）】を決定し、経営・創業支援を実施してきた。 

また、平成 26 年度には、国の産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定

を受け、本計画に基づく目標値達成に向けた創業支援に取り組んできた。その結果、約２
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年半の支援事業を行うなかで、他の認定連携創業支援事業者（商工会議所や金融機関等）

との連携による支援体制を構築することで、51 件の創業者の創出につながった。 

さらに、平成 28 年度からは、国の「地方創生加速化交付金」を活用し、これまで、コ

ンソーシアムを構成する「一般社団法人中小企業診断士協会」が実施してきた「創業・経

営支援」に加え、新たに「就労支援」についても支援機能を拡充している。 

 

②予算額及び決算額  

 

 

 

③ 事業の概要 

創業・経営・就労支援などの幅広いサービスをワンストップで提供するしごと創造の

支援拠点として、松山市の商店街の一つである銀天街内に開設された「未・来 （ミラク

ル）Job まつやま（旧まつやま経営交流プラザ）」を運営しているものである。 

 

◇所在地：愛媛県松山市湊町 3 丁目 4-6 松山銀天街 GET！4F 

（管理者：協同組合 銀天街ショッピングビル 代表理事 日野二郎） 

◇フロア面積：126.97 ㎡（38.40 坪） 

18 名収容可能な会議スペース（ミラジョブルーム）、個別相談スペース、パソコンス

ペース、フリースペース、ライブラリーコーナー、図書コーナーが設置されている。 

 

◇営業時間： 平日：10:00～20:00 土曜日：10:00～18:00 

※ただし、会議室の使用申込等がある場合は、20:00 まで延長可 

◇定休日：毎週日曜日、祝祭日、年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日） 

 

◇業務内容： 

●相談窓口 

［創業・経営相談］ 

(単位：千円）

区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度

現計予算額 48,000 48,000 54,510

決算額 48,000 48,000 51,958

(単位：千円）

節
平成29年度
　決算額

主な内容

報償費 8

委託費 51,950

委託先：企業経営や創業のための情報・学習支援
事業業務受託コンソーシアム
代表事業者 　伊予鉄総合企画株式会社 代表取締
役 元屋地 裕之

合計 51,958
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創業予定者や企業経営者等を対象に中小企業診断士等が対応 

［就労相談］ 

就労支援専門員による就労相談の実施 

職業の適性診断や応募書類の作成ができるパソコンの設置、児童館等で就職の土台作り

となる託児付き出張相談の実施 

［移住相談］ 

松山市外居住者が移住する際の生活基盤となる就業情報の提供や生活基盤等についてア

ドバイス 

●セミナー・交流会 

創業予定者、企業経営者等向けの創業・経営関連セミナーの開催 

求職中の方、仕事復帰を目指す方の就労関連セミナーの開催 

創業予定者、創業後概ね 3 年以内の経営者・個人事業主を対象に創業者クラブを開催 

●行政や団体、民間等からの支援制度や、創業・経営・就労に関する情報の提供 

●仕事に必要となる Word、Excel 等パソコントレーニングを行うパソコンスペース、セ

ミナーや交流会等の会議スペースの利用提供 

●その他、創業・経営・就労に関する支援業務 

 

〈業績の測定〉 

 

 

6.   「労働福祉団体貸付金事業」関連 

① 事業の目的 

福祉金融機関の健全な育成を図り、勤労者の福祉向上に寄与することを目的として、

四国労働金庫と愛媛県労働者住宅協会に資金の預託及び貸付を実施しているものであ

る。 

 

②予算額及び決算額 

 

平成29年度の実績

区分 創業件数
人材育成セ
ミナー等就

職者数

合同就職説
明会での就

職者数
（累計）

目標値 13 44 57

実績値 27 39 45

（事務事業シートより）

(単位：千円）

区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度

現計予算額 265,000 265,000 265,000

決算額 265,000 265,000 265,000
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③事業の概要 

松山市では、四国労働金庫に勤労者への低利融資を実施してもらうための資金を預託し、

愛媛県労働者住宅協議会には勤労者に低廉な住宅を供給する事業を進めるように資金の

貸付を行っている。 

 

ⅰ四国労働金庫への資金預託 

四国労働金庫は本事業での預託資金を用いて、住宅資金と教育資金の提携融資制度を運

用。貸出時及び貸出後の回収可能性や貸出利率の妥当性の検討等与信管理は四国労働金庫

が行う制度であるため、融資制度利用者（借入人）の債務不履行や延滞リスクを松山市は

負わない。 

なお、資金使途確認の一環として、松山市には毎月融資状況の報告が行われている。 

 

ⅱ愛媛県労働者住宅協会 

 愛媛県労働者住宅協会は本事業で受け入れた資金を用地取得資金の一部として運用し

ており、松山市には年度末に市内の分譲住宅・宅地分譲の戸数実績報告が行われている。 

 

〈業績の測定〉 

 

 

 上記の表のとおり、本事業での預託資金を用いた貸付残高は減少傾向にある。 

 

 

④ 監査の結果 

 実施した監査の結果、検出した事項および指摘・意見は以下のとおりである。 

 

（意見 17）四国労働金庫への預託の必要性の検討 

(単位：千円）

節
平成29年度
　決算額

主な内容

貸付金 265,000
四国労働金庫　145,000
生活協同組合　愛媛県労働者住宅協会　120,000

合計 265,000

貸付金の債務残高 (単位：千円）

区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度

目標値 440,000 440,000 440,000

実績値 280,733 251,093 213,680

（事務事業シート及び融資状況報告書より）
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 四国労働金庫への預託について、現在の金融情勢の下、金融機関にとって低利で資金調

達を行うことにさほどの困難性は無いのに対し、厳しい財政状況にある地方公共団体であ

る松山市において 145,000 千円の多額の資金を毎年予算確保することは非常に厳しい。 

勤労者の福祉向上に寄与することを目的として、勤労者への低利融資を行うのであれば、

必ずしも資金全額を松山市が準備して預託しなくとも、低利融資における利息の差額や保

証料だけ負担することでも十分にその目的は達成されるであろう。 

また、融資制度利用者の債務不履行や延滞について、松山市がリスクを負っていないこ

と自体に問題はないようにも見受けられるが、行政予算として 145,000 千円を別の有意義

な事業において活用できたかもしれない。従って、預託ではなく利息補充等による方法も

今後検討していただきたい。 

 

（指摘４）つなぎ融資による返済と短期融資の反復（その２） 

 愛媛県労働者住宅協会への貸付金は毎年継続していることから、実質長期未回収の貸付

であり、実態は何年もローンが続く「長期貸付金」だが、自治体の翌年度の財源で穴埋め

し、貸し付けと同じ年度内に返済を終える「短期貸付金」の形となっており、松山市の帳

簿上の年度末貸付残高はゼロになっている。もしも、愛媛県労働者住宅協会が破綻（はた

ん）すれば、損失として一気に自治体にはねかえるため、かなり慎重な貸出判断が求めら

れる。 

この点、松山市産業経済部地域経済課においては「同額の貸付が継続していますが、毎

年度議会に承認された予算をもって貸付・回収を行っていますので、単年度の貸付と考え

ている。」との見解である。 

ここで、「地方財政の健全化及び地方債制度の見直しに関する研究会報告書」（平成 27

年 12 月。以下この指摘において、「同報告書」とする。）第 1「地方財政の健全化」1「健

全化法」（2）「健全化法の課題への対応」①には、以下のように記述されている。 

①第三セクター等に対する短期貸付に係る見直し 

ａ）反復かつ継続的に行われ、かつ返済が出納整理期間に行われているもの 

（中略） 

ｂ）反復かつ継続的に行われているもので、ａ）以外のもの 

 地方公共団体から第三セクター等に対する短期貸付の中には、毎年度、反復かつ継

続的に行われているが、返済は年度末までに行われているものもある。第三セクター

等は地方公共団体への返済のため、一般的に年度末の日をまたいで２日間（数日間～

数ヶ月間の場合もある。）のみ金融機関から資金を借り入れる。いわゆる「オーバー

ナイト」と呼ばれる財政運営手法である。 

 オーバーナイトは、経営難の第三セクター等への経営支援のために行われる場合も

あるが、第三セクター等の資金調達コスト（金利負担）軽減や、地方公共団体と第三

セクター等が協調して行う制度融資（中小企業等への低利融資）などのために行われ

る場合もある。ただし、第三セクター等の経営状況が急に悪化し、年度末の返済原資

を工面できなくなった場合には、地方公共団体に対する返済が滞るおそれがあり、貸

付を行っている地方公共団体が一定の財政負担リスクを負っているという点では、単
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コロと同様である。また、その財政負担リスクは、現行制度上、健全化判断比率とし

ては捉えられておらず、潜在化しているという点でも、単コロと同様である。 

 オーバーナイトを行っている理由は様々であるが、反復かつ継続的な短期貸付を行

わなければならない状況が固定化しているのであれば、実態に即して、長期貸付又は

補助金の交付等による対応を検討することも必要であると考えられる。また、オーバ

ーナイトは、単コロと異なり、毎年度の返済が出納整理期間に行われているわけでは

ないから、一概に不適切な財政運営であるとは言えないが、規律ある財政運営のため

には、地方公共団体の実質的な財政負担リスクを客観的に把握できるよう、制度的に

手当てすることが必要であると考えられる。 

 そこで、オーバーナイトを行っている地方公共団体に対しては、実態に即した財政

運営が行われるよう、必要に応じて長期貸付等への切り替えを促すべきである。また、

オーバーナイトの形での貸付けを続ける場合でも、当該地方公共団体が実質的に負担

することが見込まれる額について、将来負担比率への反映を検討すべきである。その

際には、貸付先の第三セクター等の経営状況に応じて、地方公共団体が負担すること

が見込まれる額を算出する仕組みについても検討すべきである。 

本貸付金は、先述の「シルバー人材センター運営補助事業」の監査の結果と同様の状況

にあるといえ、同報告書にもある通り、短期貸付けを反復かつ継続的に実施する方法によ

る支援は、本来長期貸付け等により対応すべきものであり、市議会において十分に議論を

尽くし、しかるべき条例等を制定したうえで実行すべきものである。松山市が、今後も松

山市からの貸付による資金援助を続けるのであれば、個別に条例や要綱等を定めず各年度

の予算案の議決を経るという現状のような平易な手続きで短期貸付けを繰り返し実行す

るのではなく、長期貸付け等についての個別の条例や要綱等を定める過程で市議会及び市

民に対して十分な説明責任を果たすべきである。 

 

7.   「産業立地セールス事業」関連 

①事業の目的 

商工業等を行う企業の立地促進に向けたトップセールスの推進及び宣伝・営業活動や直

接対話を強化し、市外からの企業誘致や市内企業の拡大促進と流出防止を図ることで、固

定資産投下と雇用の確保及び増加を目指すもの。地方自治体による競争の激化を背景に、

平成 13 年度に「松山市企業立地促進条例」等を整備して企業誘致を図っている。 

 

②予算額及び決算額 

 

(単位：千円）

区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度

現計予算額 11,214 18,380 6,996

決算額 8,162 16,825 4,292
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③ 事業の概要 

松山市内への新規立地を検討している市外企業及び松山市内で事業所の拡大を検討す

る市内企業を対象に、1．企業の設備投資や地縁者等の情報収集 2．首都圏や近畿圏での

営業活動、本市への招聘活動 3．愛媛県と連携した誘致活動を実施している。 

平成 29 年度の旅費は主に市職員のセールス活動の旅費、委託費は奨励金制度の改正に

伴うパンフレットを冊子の作り替えた製作費である。 

 

〈業績の測定〉 

 

 

 

8.   「商店街等活性化事業」関連 

①事業の目的 

商店街振興組合等が地域と一体となった自主的で意欲的かつ継続的な取組みを支援す

ることにより、商業のみならず地域コミュニティ機能の向上を図り、独自性のある商店街

振興につなげるものである。 

また、中心市街地の活性化、賑わい創出のために策定した、「松山市中心市街地活性化

基本計画」に位置づけられている事業の遂行及び目標値の達成のために、来街者目線のニ

ーズ調査、実態調査等を実施することで、商店街組合及び民間企業等が全体をマネジメン

トできるための基礎情報を収集・分析し各組織の主体的な活動を支援する。 

 

②予算額及び決算額 

(単位：千円）

区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 主な内容

報酬 0 158 0

報償費 129 143 13

旅費 2,675 2,063 1,798

需用費 603 404 212

役務費 765 872 427

委託費 3,475 12,973 1,642 平成28年度：産業用地適地調査委託事業

使用料及び賃借料 32 92 0

負担金補助及び交付金 483 278 200

決算額 8,162 16,825 4,292

平成29年度の実績

区分
企業立地奨励金対象企

業の増加数
企業立地奨励金対象企業として指

定された当初の雇用計画者数

目標値 4 100

実績値 16 438

（事務事業シートより）
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平成 28 年度まで別途実施されていた「中心市街地活性化商業対策事業」「中心市街地

エリアマネジメント支援事業」「松山市まちなか暮らし・賑わい事業所立地促進奨励金

事業」が統合されて新設された事業であるため、平成 27 年度および平成 28 年度は上記

3 事業を合算して表示している。 

 

③負担金補助の概要 

松山市中心市街地エリアマネジメント支援事業 

（１）交付先   株式会社まちづくり松山 代表取締役 加戸 慎太郎  

（２）支出年月日   平成 29 年 05 月 22 日  

（３）金額 4,965 千円 

株式会社まちづくり松山が下記（ⅰ）～（ⅳ）の事業費 6,985 千円を有限会社オフィス・

マリに委託しているもの。同社は松山市から 4,965 千円の負担金を受領していることから、

自己負担額は 2,020 千円（29％）。 

（ⅰ）中央商店街店舗状況調査（毎月末） 

（ⅱ）松山市主要商店街店舗状況変化調査（8 月・2 月） 

（ⅲ）街頭アンケート調査 

（ⅳ）店舗オーナー様アンケート（10 月上旬） 

 

松山市中央商店街通行量調査事業 

（１）交付先   株式会社まちづくり松山 代表取締役 加戸 慎太郎  

（２）支出年月日   平成 29 年 05 月 22 日  

（３）金額 1,000 千円 

株式会社まちづくり松山が中央商店街における通行量の測定調査及び結果の分析を事

業費 1,506 千円で有限会社オフィス・マリに委託しているもの。同社は松山市の負担金

(単位：千円）

区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度

現計予算額 31,569 24,273 10,672

決算額 31,204 22,615 10,633

（事務事業シートより）

(単位：千円）

節
平成29年度
　決算額

主な内容

旅費 805

需用費 41

負担金補助及び交付金 9,787

・松山市中心市街地商業振興エリアマネジメント支援事業4,965千円
・松山中央商店街通行量調査事業負担金　1,000千円
・まつやま健幸・賑幸促進委員会事業負担金　600千円
・中央商店街市民交流スペース運営事業補助金　2,000千円
・松山市商店街活力UP事業費補助金
　(ロープウェー街歩行者天国化事業)　1,200千円

合計 10,633
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1,000 千円のほか、松山商工会議所からも 200 千円の負担金を受領しており、自己負担額

は 306 千円（全体の 20％） 

 

まつやま健幸・賑幸促進委員会事業負担金 

（１）交付先 まつやま健幸・賑幸促進委員会 委員長 加戸 慎太郎  

（２）支出年月日   平成 29 年 12 月 11 日  

（３）金額 600 千円 

 「花園町通りパブリックスペース有効活用促進事業」（花園町通りの CAFE（実証実験）

の実施）を行ったもの。本委員会は平成 29 年 12 月 26 日に指名競争入札によって選定し

た「特定非営利活動法人 いよココロザシ大学 理事長 泉谷昇」に市の負担金 600 千円

をそのまま委託費として支出している。 

 当事業は内閣府の地方創生推進交付金（補助率 1/2）を活用し、中心市街地（松山中央

商店街、ロープウェー街、花園町）の活性化と回遊性の向上を目的に実施しているもの。 

 この交付金の主な要件の一つとして「自立性」があり、交付金の支援後も事業継続する

ことが求められている。 

 また、官民協働も要件の一つであるため、松山市・松山商工会議所・松山商店街連盟・

㈱まちづくり松山の４者で「まつやま健幸・賑幸促進委員会」を設置し、その委員会の中

で３年後の自立を踏まえた事業内容の検討を行い、市の助言・指導による、競争性や透明

性を踏まえた委託契約により、事業を実施している。 

 

中央商店街市民交流スペース運営事業補助金 

（１）交付先   松山銀天街商店街振興組合 理事長 加戸 慎太郎  

（２）支出年月日   平成 29 年 04 月 28 日  

（３）根拠法令等   松山市補助金等交付規則  

松山市商店街空洞化対策事業補助金交付要綱  

（４）金額 2,000 千円 

中央商店街（銀天街）のまちなか休憩所として松山銀天街商店街振興組合によって開設

された「きらりん」はトイレ、授乳室、ベビーカーの貸し出し、キッズコーナーの設置が

あり、年間約 24 万人の利用があり、まちなかの回遊性向上と商店街の賑わいを創出し、

中心市街地の活性化につなげるため、その初動期費用の補助を行っている。 

 

④ 監査の結果 

 実施した監査の結果、検出した事項および意見は以下のとおりである。 

 

（意見 18）負担金方式の妥当性 

松山市が事業費の大半を負担しており、支出先である株式会社まちづくり松山はその事

業を別の第三者にほぼそのまま委託しているもの。しかし、松山市地域経済課は株式会社

まちづくり松山から当該事業の収支計算書と成果物を受け取るのみで、市が独自で事業実

施することに比べ、委託先との契約金額の妥当性や経済性の検討が十分に行われているか
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の検討ができない。 

この点、松山市産業経済部地域経済課の見解は下記のとおり。 

「当事業は、松山市・松山商工会議所・㈱まちづくり松山の３者で費用を負担し、事業内

容は３者で協議を重ねながら実施しており、その成果は市の商業振興事業や地元の商店街

活性化事業の検討などに広く活用されています。 

 まちづくりは行政だけでなく地元商店街等と協働で行うことが必要ですが、当事業もま

ちづくり事業として、事務処理を含め地元が主体となって実施しています。 

 契約については、市の助言・指導を基に、これまでに中央商店街内の各店舗の理解を十

分に得られており、かつ円滑な調査が可能である事業者と随意契約を結んでいます。 

 一般的な市が実施する公平性・透明性・競争性などを踏まえた指名競争入札等の契約方

法と比較すると、地元商店街の協力体制を構築するまでに時間を要さず、円滑な調査事業

が可能であることから、経済的にも低コストで実施しています。」 

 確かに地元主導で行ってもらうために負担金方式で行っていることは理解できるが、支

出先である株式会社まちづくり松山と委託先との契約において、松山市が直接委託する場

合ほどの透明性が確保されていない。間接的とはいえ契約金額の多くを松山市が負担して

いる現状を考慮すると、今後はいらぬ疑念を持たれないためにも契約の透明性に関して松

山市が一定の指導性を発揮していただきたい。 

 

9.   「松山市まちなか子育て・市民交流事業」関連 

①事業の目的 

大街道商店街及び銀天街からなる中央商店街は、松山市を代表する商店街であるととも

に、愛媛県内最大の繁華街であり、全蓋式のアーケードを設置した歩行者専用道路として、

四国一の通行量を誇っている。 

そこで、多くの市民が集まり、また、企業や店舗等が集積する中央商店街の空き店舗を

活用し、保育・託児事業を実施するとともに、多目的トイレ・休憩スペースを設置するな

ど、多くの市民が利用することのできる環境を併せて整備することで、まちなかの回遊性

の向上に資するとともに、商店街の賑わい等を創出し、中心市街地の活性化を図ることを

目的としている。 

 

②予算額及び決算額 

 

(単位：千円）

区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度

現計予算額 35,324 35,349 36,534

決算額 35,320 35,274 36,563

（事務事業シートより）
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③事業の概要 

大街道商店街の空き店舗を活用した「てくるん」を整備し、保育・託児事業を実施す

るとともに、多目的トイレや休憩スペース、キッズコーナーを設置するなど、多くの市

民が利用することのできる環境を併せて整備することで、まちなかの回遊性の向上に資

するとともに、商店街の賑わい等を創出し、中心市街地の活性化を図るもの。 

 

事業実施方法 

指定管理者制度を用いて平成 25 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日の 4 年間まちなかコ

ンソーシアム（株式会社まちづくり松山、株式会社小学館集英社プロダクション）に下

記ⅰ）～ⅲ）の業務を委託していた。 

ⅰ）松山市まちなか子育て・市民交流センターの施設運営に関する業務（イベント等の

開催・周知など） 

ⅱ）多目的交流スペース等の使用受付・許可、使用料の徴収に関する業務 

ⅲ）多目的交流スペース等の維持管理に関する業務 

 

施設の概要 

多目的交流スペース・キッズスペース・授乳室・パウダールーム・トイレ 

施設全体の面積 413.5 ㎡  

うち保育部分の面積 93.7 ㎡（23%）、保育以外の面積 319.8 ㎡（77%） 

（保育以外の面積の内訳） 

多目的交流スペース 106.2 ㎡ ・トイレ等 48.7 ㎡ ・事務室等 47.3 ㎡ ・通路等

共有部分 117.6 ㎡ 

 

各商店街振興組合からの情報提供を受け、複数の空き店舗の中から、耐震性や避難経

路などが建築基準法等に適合するかなど多角的な視点で調査を行い、外部専門委員の意

見も参考にしながら選考委員会での審査を踏まえ、現在の場所に選定している。 

 

 

(単位：千円）

節
平成29年度
　決算額

主な内容

委託料 26,000

松山市まちなか子育て・市民交流センターの管理
に係る指定管理料
（まちづくりコンソーシアム　株式会社まちづく
り松山　代表取締役　加戸　慎太郎）

使用料及び賃借料 9,984 店舗借上料

備品購入費 30

負担金補助及び交付金 550

合計 36,563
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④ 監査の結果 

 実施した監査の結果、検出した事項および意見は以下のとおりである。 

 

（意見 19）事業名と事業内容の不整合 

本事業はあくまで多目的トイレ・休憩スペースを設置するもので、保育部分の面積は他

部課での事業であることから、「まちなか子育て」を事業名に掲げることは事業実態と整

合していない、事業名の訂正が必要である。 

この点、松山市産業経済部地域経済課の見解は下記のとおり。 

「本事業は多目的トイレや休憩スペースを設置しているだけではなく、多目的交流スペ

ースを活用し、子育て相談をはじめ、多くの子育て関連のイベントを行っていますので、

事業の目的等について、現時点では変更は考えていません。」 

市の見解は上記のとおりであるが、多目的トイレ・休憩スペースと保育部分を一体で指

定管理契約を締結する方が、入札コストも事業費用も低減できると考えられるため、子育

て支援や保育に関連する部署および予算で実施すべき事業である。 

 

10.  「松山市商業振興対策事業」関連 

①事業の目的 

松山市内の商業振興を支援する団体が連携し、商店街等に対して支援を行い、商業振興

及び地域活性化を図るものである。 

 

②予算額及び決算額 

 

 

 

③事業の概要 

松山市商業振興対策事業実施要領（平成 19 年 4 月施行）に基づいて、松山市商業振興

対策事業委員会に対して負担金を交付している。松山市産業経済部地域経済課が事務局

を担う。 

 

 

(単位：千円）

区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度

現計予算額 9,990 9,990 10,973

決算額 9,104 9,992 10,983

(単位：千円）

節
平成29年度
　決算額

主な内容

旅費 70

負担金補助及び交付金 10,913
松山市商業振興対策事業負担金　9,409千円
（松山市商業振興対策事業委員会　委員長　宇野　哲朗）
他、風早活性化協議会等

合計 10,983
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〈業績の測定〉 

松山市商業振興対策事業委員会作成の収支予算書によると、負担金の大半を占める

6,881 千円が「商い賑わい支援事業」として市内 21 商店街に対し事業費の 2 分の１を限

度として補助金交付を実施している。（最大額 500 千円～最少額 50 千円） 

 

11.  「まつやま産業まつり事業」関連 

①事業の目的 

愛媛県との共同事業として、平成 23 年度から開始した堀之内・城山公園にて県内最大

級の産業イベント「えひめ・まつやま産業まつり」を開催することにより、松山市をは

じめとする愛媛県内の市町、商工団体、農林水産団体等の連携のもと、地域産品の展

示・販売・伝統工芸品の製造実演などによって、ふるさとの情報を広く発信するもので

ある。 

 

②予算額及び決算額 

 

 

 

③事業の概要 

松山市をはじめとする愛媛県内の市町、商工団体、農林水産団体等の連携のもと、地

域産品の展示・販売・伝統工芸品の製造実演などによって、ふるさとの情報を広く発信

する「えひめ・まつやま産業まつり」を開催している。 

「えひめ・まつやま産業まつり実行委員会」作成の収支決算書によると、本イベント

は松山市および愛媛県からの補助金と県内企業からの協賛金等加えて総事業費 43,771 千

円で実施されている。 

 

〈業績の測定〉 

松山市産業経済部地域経済課がとりまとめたアンケートによると、来場者 1 人あたり

の消費額が 3,390 円でこれに年齢 20 歳代以上の参加者数 86 千人を乗じた 293,201 千円が

本イベントによる経済効果として試算されている。 

また、松山市産業経済部地域経済課としては、「えひめ・まつやま産業まつり」は、

県市連携の成功例といえる四国最大級のイベントであり、例年 10 万人程度の集客があ

(単位：千円）

区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度

現計予算額 15,320 15,320 15,320

決算額 15,320 15,015 15,213

(単位：千円）

節
平成29年度
　決算額

主な内容

職員手当等 213

負担金補助及び交付金 15,000 「えひめ・まつやま産業まつり」事業負担金

合計 15,213
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り、地域産品の販売・展示等を通じて、出展事業者が直に来場者へ PR できる場である

とともに、事業者と消費者を結びつける契機と捉えており、本イベントが、当日の売上

はもとより、地域産業の販路開拓や消費拡大など地域経済の活性化の一助になるものと

捉え、本市としてはそういった機会の提供を継続して行っていきたいと考えている。 

④監査の結果 

 実施した監査の結果、検出した事項および意見は以下のとおりである。 

 

（意見 20）えひめ・まつやま産業まつりの業績測定方法の見直し 

上記のとおり、来場者 1 人あたりの消費額が 3,390 円でこれに年齢 20 歳代以上の参加

者数 86 千人を乗じた 293,201 千円の経済効果は、出店者の売上予想高であって納税増加

額ではないことから、実際の松山市財政への見返りは乏しいものであると考えられる。

また、本事業の目的である「松山市をはじめとする愛媛県内の市町、商工団体、農林水

産団体等の連携のもと、地域産品の展示・販売・伝統工芸品の製造実演などによって、

ふるさとの情報を広く発信するもの」との関連性も乏しい。 

愛媛県内各市町等が出店しながら、市町では松山市だけが毎年 1,500 万円を支出し続け

る妥当性を判断できるよう、経済効果に加え、松山市民にとっての便益を測定することが

可能な業績測定方法を再検討することが望ましい。 

   

12.  「松山圏域中小企業商談力向上支援事業」関連 

(1) 松山圏域中小企業販路開拓市(以下、開拓市という。) 

①事業の目的 

 事業計画書によると「松山圏域の近隣市町(松山市を除く 2 市 3 町)と連携した広域事業

として、経済の活性化を図るうえで重要な役割を担っている中小・零細事業者の販路開拓・

拡大を支援するため、百貨店・スーパー等の大手流通業から県内の食品販売店までが買い

手事業者としてブースを構え、そこに 3 市 3 町の中小・零細事業者が売り手事業者として

直接売り込みをかける「逆」商談会を開催するものである。「逆」商談会への参加により、

地元の中小・零細事業者が地元にいながら流通業界のトレンドを体感し、製品のブラッシ

ュアップやプレゼン能力の向上につなげるとともに、首都圏から県内までの販路開拓・拡

大の機会の提供を行う」ことを目的とした事業である。 

 所管部門である産業経済部 地域経済課 産業創出・国際経済担当が作成・公表してい

る事務事業シート(平成 30 年度)によれば、当該事業の発端となったのは平成 25 年に東温

市が、続いて平成 26 年度に松山市が中小企業振興に関連する基本条例を制定し、両市が

市域の枠を超えた支援の取り組みを始めたことによるものとある。その後、平成 27 年度

の「まつやま・とうおん販路開拓市～お宝発掘市 2015～」の開催、平成 28 年度のまつや

ま圏域未来共創ビジョンに基づき近隣市町と連携した広域事業として規模の拡大を経て、

現在に至る。事業の終期は平成 30 年度までとされており、進行年度が最終年度とされて

いる。  
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②平成 29 年度の予算額及び決算額 

 予算額：8,800 千円 

 決算額：8,662 千円 

 

③事業の概要 

 事業自体は平成 28 年度から継続実施されているもので、ポイントは「食」にテーマを

絞っていること、松山市とその隣接する市町村の共催であること、県外からの買い手事業

者に来てもらって行う商談会であることである。事業の趣旨として「商談会に慣れていな

い事業者に手厚い支援を行いつつ、1 日に多数の商談が可能となる」という点も特徴であ

る。 

主催者は、「松山圏域中小企業販路開拓市実行委員会」(以下実行委員会という)で、松

山圏域として定義される自治体は、松山市、伊予市、東温市、松前町、砥部町、久万高原

町の計 3 市 3 町である。また、実行委員会メンバーは、前出の 3 市 3 町の他、同圏域内の

商工会議所及び商工会(計 9 団体)と、伊予銀行、愛媛銀行、愛媛信用金庫である。松山市

が事務局の役割、金融機関、各商工会議所及び商工会は会員企業に対して参加募集活動を

行うこととなっている。特に、買い手事業者の募集は金融機関が主たる役割を担っている。 

売り手事業者となるのは中小・零細事業者で、その定義は、中小企業基本法に従い資本

金又は出資金の総額が 3 億円以下又は従業員数 300 人以下を基準としている。また、3 市

3 町の売り手事業者の応募枠は、原則後述の経済センサス調査に基づく事業者数の割合と

されているが、応募枠に満たないケースもあり、その場合は代替的にいずれかの市町から

参加者を追加で募集している。 

当該 3 市 3 町が開拓市の事業費を分担して収入を賄う仕組みであるが、当事業費の性質

は、開拓市開催経費の負担金である。負担金の割合(算出過程)は、実行委員会が決定して

いる。平成 29 年度の開拓市では、事業費を 3 つに分類し、基礎負担額として各市町村で

1/6 を均等に支出するもの、各市町村の人口及び事業所数(いずれも、国勢調査や経済セン

サス基礎調査など公的な指標に基づく数字である。)の比率による按分するもの、そして

開催地負担として松山市が全額負担するものに分けられる。この結果、平成 29 年度の松

山市負担額は、主催者負担総額 9,485 千円のうち 8,662 千円となっている。 

平成 29 年度の実施状況は、平成 30 年 2 月 8 日に開催されている。松山市総合コミュニ

ティーセンター 企画展示ホールが会場となり、売り手 37 事業者(内訳：松山市 18 事業

者・伊予市 4 事業者・東温市 6 事業者・松前町 5 事業者・砥部町 2 事業者・久万高原町 2

事業者)と、買い手 32 事業者(内訳：県外 20 事業者(全国展開の百貨店及び商社等)・県内 9

事業者(地場の百貨店及びスーパー)・海外 3 事業者(商社))が参加している。商談件数等の

実績は以下の通りである。 

 

年度 A　商談件数
B　成約件数

(()内はAに対する割合)
成約額(千円)

41
(8.44)

160
(19.37)

平成28年度

平成29年度

486

826

11,104

9,736
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※所管部門所有の追跡調査アンケートより。 

 

負担金の支出手続きは、実行委員会から 3 市 3 町への負担金交付申請が事前に行われて

いる。平成 29 年度実施分の支出に関して資料を閲覧すると、支出負担行為の決裁は平成

29 年 4 月 1 日、実行委員会からの負担金交付申請及び請求が平成 29 年 5 月 26 日(対象全

市町村にも同日付で申請)となっており、手続き自体の瑕疵等は発見されていない。 

類似事業として、愛媛県が実施している「すご味、すごモノ 商談会」があり当事業と

日程も近接する平成 30 年 1 月に実施されている。 

松山市の担当者によれば、県の実施事業との相違点は、本事業の参加者が東京など大都

市で開催される商談会に参加することが困難な小規模事業者が大半である点、事前にそう

いった事業者を対象とした商談テクニック等を学ぶ「事前対策セミナー」や商談会後のフ

ォローアップセミナーも開催している点とのことである。 

 

④監査の結果 

 実施した監査の結果、検出した事項および意見は以下のとおりである。 

 

（意見 21）マッチング対象事業者の業種の見直し 

 テーマを食に絞っていることは特徴でもあるが、一方で当該事業の対象地域にある他の

業種に関しては参加機会がない。松山市担当者によれば、過去には食に絞らず売り手と買

い手事業者を集めたことがあったが、業種やテーマを限定しなかったことがかえって買い

手と売り手のミスマッチを起こしたとのことである。 

結果、両者から改善要望があり、その後業種やテーマを絞り込むことでミスマッチを解

消すること及び商談会に慣れていない事業者に手厚い支援を行いつつ、1 日に多数の商談

を行ってもらうことを可能にしマッチング率も高めたいという理由から、参加企業は集め

やすい食に関連する企業に限定して事業を行って来た経緯がある。 

テーマを広げた場合、バイヤーも幅広く招聘する必要があり、現状の食をテーマに絞っ

ていても買い手企業の担当部門が異なるバイヤーが参加した場合、商談にならないケース

が実際に起きている。 

開催回数を増やし、その回ごとにテーマを変えて多くの業種の参加機会が確保すること

も方法であるが、予算の制約から現状以上の開催は困難であり、過去の実績もある食関連

に今後も限定し、それ以外の業種にかかる同種の事業を検討する考えははないとのことで

ある。 

 食関連以外にも、今後成長が見込める企業や業種はあると思われ、そのような企業への

対応も検討するべきと考える。例えば、地域経済課の事業であるテレワーク・クリエイテ

ィブビジネス等推進事業などと連携した施策も可能性として検討できるはずであり、食の

分野に偏らないでビジネスマッチングの機会を提供する必要があると思われる。 

 

（意見 22）成果指標等の見直しの必要性 

 平成 30 年度の事務事業シートを見ると、成果指標の項目として商談件数だけを挙げて
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いる。開催趣旨としては 1 つの指標とも考えられるが、成果指標としてはその後の成約件

数も重要であり、今後の指標に成約件数を追加するべきである。 

 実際、担当部門では成約件数及び成約金額を把握しており、最終的に負担金支出の効果

は当該成約に至ったものがどれくらいあるかにかかっている。当該事業は平成 31 年 3 月

までに事業の終期を迎えるが、成約件数ないし割合等が高ければ、継続して事業を実施す

る意義があると判断できる可能性もあるし、実績によっては事業の早期中止という判断も

する必要がある。そのような適切な意思決定に資するような成果指標の設定が不可欠であ

る。 

 

13.  「商工会議所等支援事業」関連 

(1) 松山商工会議所運営補助金、北条商工会運営補助金、中島商工会運営補助金 

①事業の目的 

松山市商工会議所等運営補助金交付基準(以下当項目内では交付基準という)によれば

「市内の商工会議所及び商工会の運営に対し、予算の範囲内で補助金を交付することによ

り、商工業の振興を図り、地域経済の発展に資することを目的とする」とある。所管部門

である産業経済部 地域経済課 中小企業支援担当が作成・公表している事務事業シート

(平成 30 年度)の事業目的及び背景の記述からも、地域の商工業の発展が直接的にも間接

的にも様々な方面から市民に恩恵を与えるものであり、松山市の発展に欠かせない制度と

考えていることがうかがえる。事業の終期は設定されていない 。 

 

②平成 29 年度の予算額及び決算額 

予算額：16,250 千円 

決算額：15,850,千円 

※松山市においては、平成 28 年度までは下記(2)の事業と区分されていたが、平成 29 年

度より商工会議所等支援事業として両事業が統合されているため、両者の予算策定及び決

算事務は 1 つとなっている。 

 

③事業の概要 

 補助金の対象者は松山市内に事務所を有する商工会議所法に基づく商工会議所と、商工

会法に基づく商工会である(交付基準第 2 条)。また、対象事業は補助対象者が行う運営事

業のうち、松山市の他の補助制度の対象になっていないものとされている(交付基準第 3

条)。交付基準の名称としては松山市商工会議所等となっているが、平成 17 年の市町村合

併を機に、旧北条市と旧中島町の両商工会にも当該運営補助金が支出されている。    

 補助金の対象は交付基準の算出方法を見ると人件費相当額の補填であり、現在の交付基

準は平成 17 年 4 月 1 日に発効したものであるが、1 人当たり単価 188,000 円に、経営指導

員、専門経営指導員、商工会指導員、経営指導員研修生、補助員及び記帳専任職員並びに

常勤の事務局長(中小企業相談所長を含む)並びに商工会間の合併に伴う事務局次長又は支

所長の人員数合計を乗じて算出されている。経営指導員等の定義は小規模事業指導費補助

金交付要綱(愛媛県策定)と同様とされている。 



 
 

136 
 

 

 補助金支出までの手続きは、まず商工会議所からの申請があり、この際収支予算と事業

計画書の添付がなされており、当該計画に基づき地域経済課では内容を精査し支出負担行

為の決定となる。補助金交付の決定に関しては、通知書が発行されている。また、当然に、

事後には、確定した決算書が添付がされた実績報告がなされている。 

 実際に平成 29 年度に支出された松山商工会議所への補助額の決定過程を検証したとこ

ろ、上記単価の適用、組織図から判断した対象人員数は適正であり、当該金額を上限とし

て松山市の予算額の範囲内で調整がなされた結果、総額 4,250 千円の交付が決定されてい

た。支出負担行為及び支出命令の決裁に関しても適正な者が実施していた。 

 なお、直近 2 年間の当該補助金の交付実績は、松山商工会議所、北条商工会、中島商工

会ともに同額であるが、これは申請段階では人数の増減があるものの、松山市の予算額の

上限を超えているためであり、予算満額の交付の状態が継続している。 

 

④監査の結果 

 実施した監査の結果、検出した事項および意見は以下のとおりである。 

 

（意見 23）各商工会議所等の運営補助金支給水準の見直し 

中小企業および個人事業者や零細事業者にとって有意義な存在である商工会議所及び

商工会の役割と運営の安定化による地域経済への影響については監査人も理解でき、その

ために自治体が運営費の一部を補填するケースについて一定の効果は認められるであろ

う。そのため、補助金ありきの運営になることもあながち否定はできない。 

しかしながら、いずれの商工会議所及び商工会に対しても、総収入額に占める当該補助

金の割合の対前年比較が行われているが、その割合について目標値や上限の定めがあるわ

けではなく、当該割合の著増減の有無を確認するにとどまっている。また、1 人当たり単

価の 188,000 円という金額の算出根拠についても現在不明な状態であり、当該金額が妥当

なものか否かの検証されないまま現在まで補助金が交付され続けている。 

統計では、全国の商工会議所及び商工会会員数の推移は減少傾向にあり、おのずと会費

収入は減少し、このまま何も手をうたなければ現状の補助金額では運営も立ち行かなくな

ることが想起される。一方で人口減が続けば補助金の原資である税収増は期待できないた

め、交付可能な額もいずれ見直す時期がやってくるものと思われる。 

そこで運営補助金の支出に当たっては、単年度の収支額とあわせて各商工会議所及び商

工会が有する資産残高を加味した方法に見直し、補助金額を決定する方法等へ改めること

も検討することが必要になってきていると考える。 

 

 

（意見 24）具体的数値による成果指標等の設定と補助額の査定 

 当事業の事務事業シートを閲覧すると、目標及び成果指標が公表されていない。他の事

業同様、補助金の効果を検証するにあたり数値化した目標値の公表は不可避である。 

その上で、補助金自体の支出の可否と金額査定に当たって、各商工会議所等が目標とし
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て定めた実施事業が、誰に対して、短期的な成果あるいは将来への効果があったのか、特

に各商工会議所が重点として定めた内容に絞って把握と検討を行うことが必要と考える。

これ自体が事務事業シートにおける目標や成果指標となるものと思われる。 

 平成 29 年度の松山商工会議所の事業計画のうち例えば以下のような観点が考えられる。 

 

 

 内容によっては目標値や成果指標の定量化が難しい可能性はあるが、補助金の効果を市

民から見ても納得できるよう、合理的な内容で成果を公表できるよう改めるべきである。 

 

(2) 小規模改善指導補助金(松山商工会議所、北条商工会及び中島商工会) 

①事業の目的 

 小規模改善指導事業補助金交付基準(以下当項目内では交付基準という)によれば、「小

規模事業者経営指導を行う商工会議所、商工会に対し補助金を交付することにより、小規

模事業者の経営・技術の改善を図り、もって商工業の振興を図る」ことを目的としている。 

 所管部門である産業経済部 地域経済課 中小企業支援担当が作成・公表している事務

事業シート(平成 29 年度)の事業目的及び背景の記述からは、地域の事業者数の減少を食

い止める必要性を認識していることがうかがえ、当該事業者の経営改善支援の必要性とあ

わせて創業支援にも注力していく方針をみてとれる。(1)同様、旧北条市と旧中島町の両商

工会にも当該補助金が支出されている。事業の終期が設定されていない点も同様である。 

 

②平成 29 年度の予算額及び決算額 

 2．(1)②参照。 

 

③事業の概要 

補助金の対象者は松山市内に事務所を有する商工会議所法に基づく商工会議所と、商工

会法に基づく商工会である(交付基準第 2 条)。また、対象事業は小規模事業者への経営改

善指導のうち、松山市の他の補助制度の対象になっていないものとされている(交付基準

商工会議所の定めた計画の内容 松山市の検討項目の例

地域経済の安定成長や雇用創出につながる創
業・事業承継の支援
「愛媛県後継者人材バンクを活用した創業予
定者と譲渡希望者のマッチング」

・後継者の決定による事業継続社（者）数目標
件数○○件に対して、実際の成約件数△△件。

健康経営や女性の活躍推進などによる生産性
向上や労働力確保の支援
「企業の人材採用支援事業の実施」

・時短勤務による女性正社員の雇用増加対前年
目標○○人に対して、実際の増加人数△△人。

農商工連携などによる新製品開発や海外も視
野に入れた販路開拓の支援
「農商工連携研究等事業の実施」

平成□□年度に研究及び試作段階を終了した製
品等について、県外の事業者への販路開拓を目
標件数○○件に対して、実際の成約件数△△
件。
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第 4 条)。 

 補助金の対象は小規模改善事業にかかる経費であり、参考に平成 29 年度の北条市から

提出された実績報告を閲覧したところ、人件費が事業費全体の 71％、ついで商工会等指導

環境推進費が 12％という構成になっている。経営指導という事業の性質からは人件費の

占める割合が高いのは必然と思われる。また、補助金額の算出過程は商工会議所と商工会

で以下のとおり相違点がある。 

 

区分 算出方法(10 万円未満の端数切捨て) 限度額 

商工会議所 (小規模改善事業費－愛媛県からの補助金額)×1/3 5,500,000 円 

商工会 (小規模改善事業費－愛媛県からの補助金額)×1/2 3,500,000 円 

 

 補助金支出までの手続きは、まず商工会議所及び商工会からの申請がなされ、この際収

支予算と事業計画書の添付がなされており、当該計画に基づき地域経済課では内容を精査

し支出負担行為の決定となる。補助金交付の決定に関しては、通知書が発行されている。

また、当然に、事後には、事業報告と確定した決算書の添付がされた実績報告はされてい

る。 

 実際に平成 29 年度に支出された北条商工会への補助額の決定過程を検証したところ、

補助金額算出過程、交付基準上の上限額との関係は適正であり、交付基準の算出方法に従

った総額 2,600 千円の交付が決定されていた。支出負担行為及び支出命令の決裁に関して

も適正な者が実施していた。 

 

14.  「中小企業振興円卓会議運営事業」関連 

(1) 中小企業振興円卓会議 

①事業の目的 

 中小企業振興円卓会議運営補助金交付基準(以下交付基準という)によれば、「中小企業

振興円卓会議に対し財政的な支援を行い、補助金の交付を通じて松山市中小企業振興基本

条例(以下条例という)の趣旨に沿った事業を推進すること」を目的とするとされている。

中小企業振興円卓会議自体は条例に基づき設立された組織で、対象事業は条例に定める事

項、その他必要な事項について調査・検証等を行い、市長に対して効果的な施策等に関す

る意見を行うこととなっている。 

 当該事業の実施状況等は、後述の松山市中小企業振興計画に反映されている。そこでは

目標値と実績値の比較検討がなされており、随時進捗状況の報告及び協議がなされている。 

 なお、中小企業振興円卓会議の下に専門部会が 4つあり、当該補助金はその専門部会の

活動に対して支出されているものである。専門部会として「なでしこドリームプロジェク

ト」、「若年者就業実態調査部会」、「人育ち応援部会」、「就職幸福都市まつやま発信

事業部会」からなっている。 

 

②平成 29年度の予算額及び決算額 
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 予算額：5,713 千円 

  内訳：なでしこドリームプロジェクト  1,756 千円 

     若年者就業実態調査部会     1,000 千円 

     人育ち応援部会          950 千円 

     就職幸福都市まつやま発信事業部会 1,474 千円 

 決算額：4,976 千円 

  内訳：なでしこドリームプロジェクト  1,933 千円 

     若年者就業実態調査部会      558 千円 

     人育ち応援部会          883 千円 

     就職幸福都市まつやま発信事業部会 1,644 千円 

 

③事業の概要 

 ①事業の目的に記載の通り、事業は全体を統括する中小企業振興円卓会議と、その下に

位置する 4つの専門部会で構成されている。以下、それぞれの会議体に区分して記載して

いる。 

a)中小企業振興円卓会議 

 松山市内に存する商工会議所及び商工会(3 団体)、中小企業団体中央会、大学法人(2校)、

法人会、中小企業家同友会、産業振興財団、金融機関(4 社)、就職支援センター及び NPO

法人の計 15 の組織体から、委員が 1 名ずつ参加する形で、大学法人のうち 1 校のみ 2 名

の委員が出席するため合計 16 名の委員により運営される。公表されている議事要旨を見

ると、年間 3回の開催実績がある。議題は、委員の選任、収支に関する承認、専門部会の

活動状況モニタリング、松山市中小企業振興計画のモニタリングがなされている。出席人

数も毎回 14 名程度で、同一者による継続しての欠席もない。 

 議事要旨や添付資料からは専門部会の報告を受けての対応と松山市中小企業振興計画

のモニタリングが重要な業務と推察される。このうち後者の資料を閲覧し、進捗状況につ

いてヒアリングも行い、会議自体は適正な運営であるとの心証を得ている。 

 松山市中小企業振興計画の各施策は、いずれも目標値の設定がなされているが、この目

標は平成 26 年度の各施策実施に伴う実績値を参考に、当会議内での各委員による意見交

換の結果策定されたものである。 

 また、当会議体の事業として特筆するものに「高校生誘致企業視察」があり、県立高校

生を対象に、松山市に誘致した企業の本社の視察を実施している。将来のキャリアデザイ

ンを考えるきっかけづくりとして行っている事業で、平成 29 年度は 8 月 1 日から 1 泊 2

日で東京都内の 4 事業所の視察に行っている。定員は各校 1～2 名、最大で 10 名として、

宿泊代を含む往復の旅費を円卓会議が負担している。 

 

b)なでしこドリームプロジェクト 

 公表されている平成 29 年度活動成果報告書によると、「女性の起業支援に関する推進・

検証等活動 起業までの成長応援」を活動名として掲げ、NPO 法人が代表団体として活動

を行っている。構成メンバーに産業振興財団をはじめとする 4 団体が参加し、起業に必要
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な情報の整理、受講生各自の事業(方向性及び計画)のブラッシュアップを含めた、主に講

座の実施を通じた支援活動を行っている。一時的な支援というよりは、伴走型の支援を目

指した事業である。決算額に記載した事業費のうち 1,500 千円が補助金で賄われている。 

現在の受講生のうち、既に 3 期生が平成 29 年度で修了となった。3 年で卒業となるが

現状、4期生の募集時期にも来ている。事業の課題として、実際に起業する直前の段階で

修了となることが活動成果報告書にも挙げられており、その後実際に起業する段階で種々

の相談等ができるネットワーク構築が必要と認識している他、当プロジェクトの今後の運

営資金でも支援が必要のようで、活動費の捻出に苦労している様子がうかがえる。 

 

c)若年者就業実態調査部会 

 公表されている平成 29 年度活動成果報告書によると、「中小企業での若者の就労環境

に関する実態調査や検討会を通じた環境改善に向けた取り組み」を活動名として掲げ、国

立大学法人が代表団体として活動を行っている。構成メンバーには商工会議所をはじめと

する 2団体が参加し、若年者の就業実態調査の実施、雇用環境に関する現状把握、過去の

動向とその結果を受けての今後の改善及び予想の把握が行われている。決算額に記載した

事業費の全額 540 千円が補助金で賄われている。厚生労働省も若年者雇用実態調査を実施

しているが、現在公表されている結果は平成 25年 10 月 1日時点のものが最新のため、松

山市として適正な環境整備を行う必要性から、単独で直近の状況把握が必要として当事業

が実施されている。 

報告書では、課題として調査結果を受けての今後の若年者の就業環境改善に向けての提

言を実施することと、シンポジウムの開催が挙げられている。また、今後の方向性等で、

平成 30 年度はこれまでの調査結果をもとにハンドブックを作成、市内の企業、高校・大

学などに対して情報発信及び普及啓発を行い、労働者及び使用者双方の権利義務への正し

い理解を促進し、早期離職の防止につなげるとしているが、調査結果の集約とハンドブッ

ク作成が最終的な目的にならないよう、具体的なアクションが必要になると思われる。 

 

d)人育ち応援部会 

 公表されている平成 29 年度活動成果報告書によると、「学生のキャリア教育にかかる

推進活動及び調査・検証活動(高校生を対象とした地元担い手育成事業の実施、キャリア

教育実践企業マップづくり)」を活動名として掲げ、中小企業家同友会が代表団体として

活動を行っている。構成メンバーに大学をはじめとする 3団体が参加し、松山市内高校イ

ンターンシップ事業、キャリア教育実践企業マップの作成、大学での中小企業経営者によ

る提供講座の 3事業が行われている。決算額に記載した事業費の全額 883千円が補助金で

賄われている。松山市では、同種の事業としてキャリア教育推進事業補助金の制度があり、

松山市内に事業所がある民間企業や学校法人、各種団体等(宗教法人等一定の法人は除く)

に対し、上限 20 万円かつ 1 度限りの補助金を出す制度がある。補助対象事業は、児童・

生徒が職場の雰囲気、仕事の流れを体験するなどのキャリア教育事業である。 

キャリア教育推進事業(補助金)は、職業体験イベントを実施する企業に対して助成する

ことが目的であり、そのイベントに必要な経費の補填となっている点が、人育ち応援部会
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が行っている当事業との相違点である。人育ち応援部会が行っている当事業の趣旨は、学

校と連携して継続的にキャリア教育を行うことであって、単発的なイベントの経費補填で

はない。 

活動成果の項目を閲覧するとキャリア教育実践企業として 12 社の掲載が予定されてい

るが、当該報告書作成時点では該当するサイトは確認できなかった。  

 

e)就職幸福都市まつやま発信事業部会 

公表されている平成 29 年度活動成果報告書によると、「就職幸福都市まつやま発信事

業」を活動名として掲げ、公益社団法人 松山法人会が代表団体として活動を行っている。

構成メンバーに松山商工会議所、男女共同参画推進を目的とした協議会、県法人会連合会

が参加し、学生、松山市が認定した優良企業、大学関係者等を対象に、年 3 回の働き方勉

強会を実施している。決算額に記載した事業費のうち、1,474,498 円が補助金で賄われて

いる。 

当該勉強会の実施状況は以下のとおりである。 

 
勉強会の内容として、松山市の状況及び認証マークや取り組み状況に関する講座の実施、

参加企業による自社の紹介、グループごとの意見交換となっている。  

 

④監査の結果 

 実施した監査の結果、検出した事項および意見は以下のとおりである。 

 

（意見 25）高校生誘致企業視察の対象者の募集方法見直し 

昨年度の実績を見ると、対象者が結果的に県立高校生に限定されているが、現状の募集

方法に起因するものと思われる。 

 現状は松山市のホームページ上での公募はしておらず、市担当者が直接県立高校に出向

き事業説明を行っていること、その趣旨に賛同してもらえる場合、校内募集を開始するこ

ととなっているため、そもそも市担当者が出向くことがない学校に関しては参加機会が当

初から無く、市担当者が出向く学校に関しても私立高校は選択肢として無いことも理由と

なっている。 

 松山市によれば、募集先が県立高校生のみとなった経緯は事業費予算の制約との説明で

あるが、それは人数の制約の問題であって、参加する機会の平等とは異なる要因である。 

公立高校と私立高校のどちらに進学するかは個人の選択の自由であり、その選択の結果

によって、対象となるかもしれない生徒をむしろ最初の段階で排除した形になっており、

優秀な高校生の将来のキャリア形成に役立つかもしれない機会が失われるのは問題であ

る。 

学生（人） 事業者数（社） 大学関係者等（人）

第1回 36 8 24

第2回 8 5 11

第3回 17 5 17

参加人数又は企業数
回数
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今後の方針について松山市によれば、もともと試験的な取り組みとして発案されたもの

であり、平成 30 年度を最後に企業視察はしないということであるが、今後同種の事業が

なされる際は、募集方法の点で公平性を確保した制度にする必要がある。 

 

（意見 26）細目事業ごとの指標設定の必要性 

 事務事業シートでは 1つの事業として当項目の全事業を扱っているが、実際の事業内容

は対象者や目的など趣旨を異にするものの集まりであるにも関わらず、活動指標・成果指

標ともに 1項目しか設定されていない。 

特に、平成 30 年度事務事業シートを閲覧すると、活動指標は会議の開催回数、成果指

標は複数おきに実施する振興計画の策定である。ヒアリングをしてみると、実際の当事業

のメインとなる活動は、円卓会議自体以外の各専門部会の活動であることがよく分かる。

このような状況を鑑みれば、専門部会が実施するそれぞれの事業（テーマ）ごとに各指標

は設定されるべきである。例として以下のようなものが考えられる。 

 

 また、中小企業振興計画に関していえば、計画策定の後、実績との比較、計画に記載さ

れている目標値の達成度合いの検証がより重要であることから、成果指標の見直しが必要

である。 

 

（意見 27）事業の手段と目的の区別の必要性 

若年者就業実態調査部会や人育ち応援部会、就職幸福都市まつやま発信事業部会の実際

の活動内容を検証すると、現状はパンフレットなど公表用の資料の作成や、調査した結果

の集約などにとどまっている事業が散見される。専門部会の事業目的は、若年者就業実態

調査部会であれば「中小企業での若者の就労環境改善」、人育ち応援部会であれば「学生

のキャリア教育」、就職幸福都市まつやま発信事業部会であれば「学生が就労する際の市

外への流出防止」ということになる。 

それぞれの事業で想定される事業の最終目標等は以下の内容が理想と思われる。 

専門部会名

なでしこドリームプロジェクト

若年者就業実態調査部会

人育ち応援部会

就職幸福都市まつやま発信事業部会

就職後3年以内の離職率の改善　目標○％以下、実績△％

キャリア教育の一環として学生受け入れ先事業者数目標○社　実績△社

松山市出身の就労年齢若年者のうち、松山市の事業者に就職した割合　目標
○％以上、実績△％

平成29年度事業をもとにした指標の例

第1期生から第3期生までの卒業生のうち創業目標○人(又は○％)以上、実績△
人(又は△％)
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現在は、単発のイベントや配布物の作成、いまだ具体的な方法の検討自体が目標とな

る例が多い印象である。普及啓発活動にしても単にポスター的な物ではなく、1 回あたり

の対象人数が少なくても、継続的に広く実施する方法や、早期離職問題であれば、出前授

業の際に承諾してもらえた本人に経験を話してもらうなど、問題を身近なものとして知っ

てもらう取り組みが効果的と思われる。 

 

15.  「テレワーク・クリエイティブビジネス等推進事業」関連 

(1) テレワーク・クリエイティブ等推進事業(委託費) 

①事業の目的 

 所管部門である産業経済部 地域経済課 産業創出・国際経済担当によると、「市内の

中小企業等の振興を図るため、事業者が提供する商品・サービスの売り上げを大きく左右

するデザイン等のクリエイティブ産業に注目し、市内クリエイターの業務受注の促進や、

クリエイターを目指す若年者等を対象とした人材育成を行うことで、同産業の活性化を図

る」ことを目的としている。 

 平成 25 年度実施の「若年者のための雇用支援・産業振興のあり方に関する調査研究」

の結果、松山市にもクリエイティブ産業関連の事業者が一定数存在すること、昨今の多様

な働き方を踏まえ、これまでの女性以外の幅広い世代にも対象を広げる必要があり、また、

人工知能の普及に伴い、軽易な在宅就労業務は需要が減少する一方で、ビッグデータの解

析などの在宅就労業務は増加することが見込まれており、そういった環境を踏まえ、理系

学生を対象に、ビッグデータの分析手法を学ばせ、在宅就労業務について説明し、学生版

の在宅就労事業システムを活用して、在宅就労体験を行うことなど、クリエイティブ産業

の需要開拓と事業者自身の経営力強化が必要との結論から始まった事業である。事業の実

施期間は平成 26 年度から始まり、終期は平成 30 年度の設定である。 

 

 

事業内容 現在の進捗状況 現在の目標及び方向性 理想としての目標例及び方向性

若年者就業実態調査部会 調査結果の集約

調査結果に基づく提言の実施とハン
ドブック作成、シンポジウムの開
催、市内の企業、高校・大学などに
対しての情報発信及び普及啓発活
動。

具体的な普及啓発活動として、実際
の早期離職を題材としたケーススタ
ディを企業や学校への個別出前授業
形式での継続的実施など、単発では
なく定期的に実施する取り組みを行
う。

人育ち応援部会

キャリア教育実践
企業マップづくり
(12社の掲載予定
でホームページ上
では未公表)

マップの活用方法及びその普及方法
を具体的に検討。

マップ掲載企業が実際に行っている
キャリア教育の中から、より実効性
が高いものを数種選定し、その内容
を実際に自社で行う企業に対して、
助成金などによる経費の一部負担を
行う。

就職幸福都市まつやま発信
事業部会

働き方勉強会の実
施(年3回)と意見
交換、パンフレッ
トの作成及び配布

学生の就職先選択に影響する親に対
しての勉強会や意見交換会の実施と
関係者全般の認知度アップにより、
就職年齢の学生が市外へ流出するこ
とを食い止める。

勉強会での意見をもとに、就業人口
増加に資する制度の立案(首都圏や近
畿圏の大学を卒業した学生のUターン
就職の促進、転勤により松山市内に
居住した者の定住促進など)と、それ
ら施策の実施の結果、人口動態にど
のような影響があったかの検証及び
成果指標の設定。
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②平成 29 年度の予算額及び決算額 

 全事業合計 

予算額：48,658 千円 

決算額：32,142 千円 

うち委託料部分 

予算額：36,149 千円 

決算額：24,427 千円 

※当事業については複数の事業で構成され、上記金額は各事業の合計額である。 

 

③事業の概要 

以下、内容が異なるため項目ごとの記載としている。 

a)データサイエンティスト育成講座(基礎編・応用編)の実施業務 

 松山市と国立大学法人との連携事業で、データの解析手法を学びながら、データの読

み取りを正確に行える人材を養成する事業である。学生版在宅就労事業システムを活用

した体験業務を含む。委託金額は 8,321 千円で、P社と随意契約となっている(地方自治

法施行令第 167 条の 2第 1項第 2号)。随意契約の理由は、同社の講座運営の実績及び国

立大学法人の評価が高いこと、さらに松山市の登録業者として当事業の実施可能な事業

者が存在しなかったというものである。 

 基礎編講座は、平成 29 年 8 月 6 日をかわきりに、45 時間実施されている。定員 40 名

のところ申込人数 30 名、最も多い回で 25 名、最も少ない回で 9 名、平均約 16 名程度の

参加状況である。平均参加者数が定員の 4 割程度となっている。報告書による課題分析

からは、実施時期が夏季休暇期間であったことや、理系学生からは講座の内容が既知の

ものであり簡単すぎたとの記載が見て取れる。 

応用編講座は、平成 29年 12 月 23 日の公開講座をかわきりに、45 時間実施されてい

る。定員 20 名程度のところ申込人数 23名、平均 12 名程度の参加状況である。一定の層

には受け入れられているようではあるが、それでも定員の 6割程度にとどまっている。

平成 30年 3 月 P社作成の実績報告書には、「大学としては受けさせたかった内容だった

ものの、4年生については就職前の多忙な時期と重なり残念だった」旨の記載があっ

た。 

事業者作成の報告書では、実施時期、講座内容と受講者の知識レベルがマッチングし

ていない点を改善すべきとの記述以外にも、基礎編講座及び応用編講座両方に共通し

て、予定定員数に対して実際の参加人数の割合が低い点を指摘していた。 

 

b)クリエイティブビジネスセミナー等の実施業務 

 表題のセミナー開催の他、発注元の事業者とクリエイターのマッチング実施、クリエ

イターデータベースの作成及び更新が主たる内容である。 

セミナーは、県よろず支援拠点と商工会議所などの関係団体と連携して行う事業者向

けのもの、市内の専門学校生等の若年者を対象としたもの、そして市内小学校高学年及

び中学生向けの体験セミナー(ワークショップ)が行われている。 
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委託金額は 5,076,000 円で、K社ともう一事業者を選定先としてプロポーザル方式に

より、K社が選定された。K社の決定にあたって選考委員会が作られ、産業経済部長をは

じめとする市職員 5名が就任したほか、外部有識者 2名が諮問機関的な位置づけで参加

している。当該選考委員の評価点の合計が高かったことから K 社に決定している。 

平成 30年 3 月 31 日の K社作成実績報告書によれば、事業者向けセミナーには第 1回

9社、第 2回 8社の参加があったとのことである。また、クリエイターセミナーには専

門学校生 105 名の参加(費用は無料)であった。セミナー以外に事業者によるプレゼンも

行われ、参加学生は特定の専門学校 2 校の生徒に集中している。このほか、小学生及び

中学生セミナーは、保護者も参加可能となっており子供 17名、大人 5 名の参加であっ

た。こちらも参加費は無料である。 

事業者とクリエイターのマッチングは個別に事業者間で実施され、平成 29 年度は、平

成 30 年 3月末までに 5件の商談の申し込みがなされている。商談件数と成約件数は直近

次のように推移している。なお、データは関係者へのアンケートによる集計で、事後に

集計するため平成 28 年度が把握できる年度としては最新となっている。 

 

 

年度により結果のばらつきがあるが、いずれもその時の受注環境や事業者とクリエイ

ターの都合によるものであり、特筆すべき理由はない。 

データベース作成及び更新業務は、市内のクリエイターに対し、無作為に書面による

登録依頼を送付、その回収をもってデータベース作成を行っている。平成 29 年度末時点

で 54 人の登録があり、昨年比 30人の増加となっている。 

クリエイター向けの両事業であるが、K社による事業総括(実績報告より)では、デー

タベース化による事業者との直接のやり取りを嫌う傾向がある点も指摘があり、ビジネ

スマッチングの方法など検討する要素がいくつか挙げられている。 

事業者向けや専門学校生向けのセミナーについては、実際に業務や学習にかかわる内

容であることも手伝って、アンケート回答からは具体的な良い点、改善点、参加者自身

にとって今後どのような役立ちになるかなど建設的な意見が一定程度出てくるが、小学

生及び中学生向けのセミナーは、道後周辺での単なるイベントになっているようにも捉

えられる内容である。 

 

c)テレワーク(在宅就業)業務体験セミナー等の実施業務 

テレワーカーの育成及びスキルアップに関する入門編の一般市民向けセミナーの開催

2回と、実際にテレワークを希望する個人を対象とした基礎編 5回・応用編 10 回の研修

実施が主たる内容となっている。場所や時間にとらわれない柔軟な働き方を積極的・消

極的に求めている市民の雇用機会創出につなげること、また、多様な労働形態の提供に

年度

平成26年度 3 (9) 1 (7)

平成27年度 40 (49) 5 (12)

平成28年度 23 (72) 6 (18)

商談件数　()内は過去からの累計 成約件数　()内は過去からの累計
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間接的に関与することで、松山市外への人材流出等も防ぎ、生産性の向上に資すること

が可能になるという判断に基づき実施されている。 

委託金額は 3,996,000 円である。W社以外にも 3事業者が応募、指名型プロポーザル

方式により、W社を含む 4社の提案を選考委員会が審査し、評価点が最も高い事業者に

委託を行うというものである。選考委員会は産業経済部長を委員長とし、市職員 5名で

構成されている。このほか、外部有識者 2 名が諮問機関的な位置づけで参加している。

選考は評価基準書に基づき実施され、最も評価点の高かった W 社に決定している。 

平成 30年 3 月の W社作成実績報告書によれば、実施事業は育成セミナー、スキルアッ

プ研修、在宅ワーカー交流会であった。 

入門編となる一般市民向けの育成セミナーは平成 29 年 10 月に 2 回実施され、参加者

は第一部 25 名、第二部 12 名であった。松山市作成の仕様書では 1 回あたり 20 名の定員

を想定しているので、ほぼ計画通りの参加人数となっている。 

業務実施上の基礎及び応用編に関するスキルアップ研修は平成 29年 10 月から 12 月に

かけて、基礎編 5回と応用編 10 回を市内のパソコンスクールで実施している。定員 20

名に対し応募者が 30 名となったことから抽選により対象者を限定して実施している。実

際の応募及び参加状況を見るかぎりでは、労働者側の在宅ワークに対する関心の高さが

うかがわれる。  

 

d)台湾販路拡大事業 

台湾における市場調査及び個別企業の相談業務と、台湾における松山市の事業者が製

造している主に食品をテーマにしたプロモーション活動の業務委託が主たる内容であ

る。テレワークという事業の名称や趣旨からは方向性が異なる外観の事業であるが、平

成 28 年度の「国際経済交流推進事業」をテレワークの事業に統合したことから現在の位

置づけになった。 

委託金額は 3,799,000 円である。委託業者は M社で、随意契約(地方自治法施行令 167

条の 2第 1項第 2号)によっている。随意契約の理由として、業務内容が広告宣伝、調

査、情報処理、催事など複数にまたがる関係上、業者登録が対象となるすべての項目に

なされている市内の事業者である必要があるというものである(松山市作成 支出負担行

為書及び内容書より)。なお、M社は台湾でのアンテナショップ運営の実績があるほか、

商社機能を有していることも選定理由となっている。 

平成 30年 3 月の M社作成成果報告書によれば、松山市による仕様書に従った事業が実

施されている。台湾への進出企業に対する個別相談 9社、個別に進出しようとするには

障壁がある中小企業向けの台湾でのモニター販売のサポート業務 7 社の実績がある。他

にも、台湾での店舗ごとあるいは品目ごとの市場調査及び消費者の嗜好の調査及び分析

と、プロモーション活動として台湾で開催された食品の展示会(高雄国際食品展)への出

店も行った。展示会への参加企業の募集も M 社が実施し、13 社が展示会に参加してい

る。さらに、台湾でのフレンドショップにおける松山市特産品の委託販売やオンライン

ショップ上での同商品の販売も行っている。なお、フレンドショップ自体は平成 28年度
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には 10 店舗あったものの、年度中に取り扱いがなくなった店舗も発生、平成 29 年度末

時点で 3店舗まで減少している。 

 

e)経済交流推進事業 

台湾への進出を検討している松山市内の事業者と台湾企業とのビジネスコーデイネー

トとそれに付随する各種業務及び販路開拓市(1．(1)参照)への台湾バイヤーの参加アレ

ンジが主たる内容である。前出の d)同様、テレワークの事業に統合したことから現在の

位置づけになった。 

委託金額は 2,700,000 円である。委託業者は台湾企業の S社で、随意契約(地方自治法

施行令 167 条の 2第 1項第 2号)によっている。随意契約の理由として、業務遂行にあた

り台湾の事情やビジネスへの理解が高く、台湾政府経済部が推進するプロジェクトの運

営者であれば信頼性及び専門性が高いと判断した結果である(松山市作成 委託業務等業

者選定資料より)。 

平成 30年 3 月の S社作成実績報告書によれば、年間を通じて複数事業者との会議の実

施や販路開拓市の記述があり、今後、台湾企業との合弁や、食品関連以外の分野で連携

の可能性のある案件もあったが、当該内容を閲覧する限り、随意契約による S 社への委

託でなければならない理由がはっきりしない。 

 

f)EC セミナー開催事業 

EC 市場に参入し、商品・サービスの販路拡大・売上アップを目指す事業者向けにイン

ターネットショップの効果的な運営ノウハウ等を伝達・支援する目的で開催するセミナ

ーの委託事業である。セミナーは平成 29年度中 2 回開催し、各回とも 20 社以上の参加

社を目指すことと仕様書ではされている。 

委託金額は 534,600 円である。委託業者は H 社で、同社を含む 4社が指名競争入札に

応じている。指名段階ではさらに多くの事業者も検討されていたようであるが、事業者

の辞退や欠席により、当該 4社の中から最低金額で提示した H 社に決定している。 

平成 30年 3 月の H社作成実績報告書によれば、参加社数は 1 回目 14 社、2 回目 12 社

という状況で、当初 20社程度としていた計画より下回っている。 

同様のセミナーとして商工会議所で EC 研究会という活動を行っているが、当事業の対

象者が「EC を始めたい小規模事業者」に対して、費用負担なく、EC の活用方法等を幅広

く学ぶことで支援するという点にあり、商工会議所の対象はすでに EC 取引を行っている

事業者であり、会費負担が必要であるという相違点がある。 

参加者のアンケート結果からは、参加者の半数程度は自社サイトの開設やショッピン

グモールへの出店をすでに行っている事業者、さらに今後の出店予定ありの事業者と合

わせると参加した事業者は相応の意識を持って参加していることがうかがえる。むし

ろ、そのような事業者であれば、参加料を徴収したうえでより内容の濃いセミナーを開

催する方が効果的と思われる。 

当初、費用を払ってまでは事業に取り組むほどでもないと考える小規模事業者向けと

いう位置づけそのことであったが、敢えて言えばそのような者を対象に少額とはいえ税
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金投入をする必要性があるのかは疑問が残る。なお、松山市としてはテレワーク(在宅就

労)の普及を重要な事業の 1つと考えているため、当該事業もそのメニューの 1 つに位置

付けている。 

 

④監査の結果 

 実施した監査の結果、検出した事項および意見は以下のとおりである。 

 

（意見 28）データサイエンティスト育成講座における実施時期やメニューの見直し 

 今後のテレワーク市場拡大を見据えた場合、学生を対象に当該分野へのスキルアップ

を行うことは、将来への先行投資としても着眼点は興味深いが、実際の参加者数及び参

加率を見る限り委託料に見合った効果があったのか疑問である。基礎講座では、平均参

加者数は定員の 4割程度、応用講座にしても定員の 6割程度にとどまっており、決して

参加率が高い内容とは思えない。 

P 社作成の実績報告書では対象者に応じたセミナーの内容とレベルの適切性や実施場

所や時期の見直しなどの意見が出されており、学生へのアンケートでもセミナーの内容

が学生のニーズに合っていないとの意見があった。 

そのため、今後十分な改善が認められないときにはデータサイエンティスト育成講座

を中止することも視野に入れながら、講座を続けるにあたっては実施時期やメニューな

どの見直しを行って参加者数を増やし参加率を高める努力をまずは行う必要があるであ

ろう。 

 

（意見 29）クリエイティブビジネスセミナー等における対象年齢層の見直し 

 当事業のうち道後周辺で実施された体験セミナーは、クリエイティブワークを知るき

っかけという観点では検討に値する内容とも思われるが、対象者が小学校高学年から中

学生までと幅広く、結果的に内容が小学生向けのイベントになっている。 

 アンケートの質問内容も、クリエイティブワークへの興味に関するものは 7 番目の項

目のみで、それ以外は開催場所となった道後周辺やイベント参加への感想を聞く内容に

とどまり、クリエイティブビジネスとの関連が薄い。 

 委託契約には当ワークショップも含んでおり、セミナーごとの費用は判明しないこと

から費用対効果の把握もできないが、当事業全体でみると、他に参加希望者が定員を超

えた結果、参加者を抽選によって決定しているセミナーも発生している状況である。事

業の優先度合の決定方法と予算の配分が合理的になされていない可能性があると考えら

れる。 

 アンケート項目からは特定の地域に対する振興のためのイベントではないかとの疑問

も抱く内容であり、他の事業との優先度合を考えると現在の内容のままであれば中止を

検討するべき事業であり、対象年齢層などの見直しが必要と考える。 

 

（意見 30）ビジネスマッチングの需給関係と業界慣行の理解の必要性 
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 当事業のうち、事業者とクリエイターのマッチング事業は、松山市の作成した平成 29

年度事務事業シートにおける活動指標及び成果指標によれば商談会及びビジネスマッチ

ングの累計件数の把握から効果があったと記載している。累計件数での把握となってい

るのは、事業の実施期間との整合をとっていることによる。一方で、当事業を受託した

K社の資料を閲覧したところ、クリエイターが事業者との直接的なつながりを好まない

傾向が強く、業務慣行も仲介となる事業者を通じて仕事をすることが多いという実態把

握を行っている。クリエイター自身、前に出たがらない者が多いという評価を行ってお

り、マッチング自体の今後のあり方を検討するべきとの総括を行っている。 

 両者の評価が正反対のように感じるが、客観的に検討すれば実際に運営した K 社の評

価がより合理的なものと推測する。実施事業自体の再検討が必要であるほか、受託事業

者の評価結果を反映しない独りよがりな事業の効果測定を行っている印象を受け、その

ような方針は改める必要がある。 

 

(2) テレワーク・クリエイティブ等推進事業(補助金) 

①事業の目的 

 事業は 3 つの内容で構成されている。所管部門である産業経済部 地域経済課 産業創

出・国際経済担当によると、まず、市内におけるテレワーク市場の拡大を受けて、テレワ

ーク関連の雇用や業務発注を行った事業者に対して支出される奨励金を支給する 2 つの

事業がある。「就労困難者の雇用機会の促進」を目的とした、就労奨励金事業と発注奨励

金事業に区分される。 

  

「松山市テレワーク在宅就労促進事業就労奨励金及び発注奨励金交付要綱」(以下奨励

金要綱という)によると、両事業の相違は次のとおりである。 

ⅰ)就労奨励金：市内の指定事業所が、在宅で業務を行う者を雇用等する場合に、指定事業

所に対し支給するもの。 

ⅱ)発注奨励金：市内の指定事業所に対して業務を発注した、全国の事業所に対して支給

するもの。 

 

 指定事業所、対象業務、在宅就労者のそれぞれの定義、支給金額等は奨励金要綱に定め

がある。なお、在宅就労者は、5 つのタイプに限定しており以下のいずれかの者であるこ

とも条件となっている。 

・20 歳未満の子と生計同一かつ同居の、母子家庭又は父子家庭の世帯主。 

・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳所持者。 

・60 歳以上の者。 

・要介護者と同居かつ、実際に介護をしている者。 

・小学校修了前の生計同一の子と同居している者。 

条件を見ると、むしろ高齢者福祉や子育て支援の範疇に入りそうな者もいるが、松山市

担当者の見解として「在宅就労者によっては、家事や育児等で時間の制限や、障がいの特

性や程度、加齢に伴う体力の低下等により、長時間労働が難しい場合等もあるため、それ
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らのニーズを総合的に踏まえ、働くことを希望する就労者全般を支援し、多様な働き方を

認めることで雇用機会の創出や拡大を図ることができる」との検討を経た条件設定である。 

 

 3 つ目の内容として、インターネットショップ起業等支援補助金が挙げられる。「松山

市インターネットショップ起業等支援補助金交付要綱」(以下支援補助金要綱という)に基

づき実施されている事業である。「近年急速な規模拡大で発展をしている EC 市場に参入

する市内事業者を支援することで、事業者の商品・サービスの販路拡大、売上アップにつ

なげる」ことを目的としている。対象は市内の中小事業者である。EC 市場参入はコスト

削減、立地条件の不利解消につながり対象事業者にとっても有利な方法である一方、出店

経費やノウハウ不足の不安感から出店自体を躊躇するケースや、出店後の販売実績が思わ

しくないケースも散見される。愛媛県内事業者の売上高総額に占める電子商取引の割合は

0.8％という状況で、全国平均 2.4％を大きく下回っている(H29 年度事務事業シートの記

載。2009 年経済産業省統計より)。この状況を改善することが必要との認識に基づいてい

る。 

 

②平成 29 年度の予算額及び決算額 

予算額：8,218 千円 

決算額：6,289 千円 

※上記金額は 3 事業の合計額である。 

 

③事業の概要 

以下、内容が異なるため項目ごとの記載としている。 

a)就労奨励金 

 平成 29年度は、2事業者に対して合計 1,000 千円を支出している。奨励金要綱に従

い、対象となる就労者 20 名に対して所定の 1人当たり単価を乗じた金額で算定されてい

る。交付申請手続き、実績報告書の内容、松山市における負担行為及び支出命令の過程

も奨励金要綱にしたがい行われている。 

 なお、就労奨励金の算定方法の定めは以下のとおりである。下記の内容は、奨励金要

綱別表(第 3条関係)の記載されている。 
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 同一の者に対しては 5年が限度で、いずれのケースも 3年目を頂点に単価が逓減する

内容となっている。また、常勤者以外の場合にも奨励金は支給されている。 

 平成 29年度の実績は、すべて短時間労働者で 4年目の者が奨励金の対象となってい

る。常用雇用者が対象の前提で設計された制度であるが直近では短時間労働者対象のケ

ースしか発生していない。松山市の担当者によると、平成 19 年度の事業開始当初は当事

業の就労者を常用雇用者に限定していたものの、現実的にはテレワーク業務を請け負う

「個人請負」の形態や、障がい者等は短時間労働の形態が多いことが分かり、「テレワ

ーク自体の市場を拡大すること」と「業務受注の安定確保」を優先し、平成 21 年度から

就労対象者を常用雇用者以外にも拡充したとのことである。 

   

b)発注奨励金 

 平成 29年度は、合計 13 社に対し、65案件 4,429 千円の支給実績がある。社数と案件

数が一致しないが、上限額に達しない限り年度内に複数回奨励金を支給できるためであ

る。 

1 案件としての最高額は 453 千円、一方最低額は 5千円で、対象となった業務の規模

によるばらつきである。 

奨励金要綱第 19条に奨励金の算定方法が定められているが、その内容の概略は以下の

とおりである。なお、いずれの案件も下記条件の範囲内のものであった。 

・発注業務は 1案件当たり 50,000 円以上。 

・1案件当たりの奨励金は発注額の 1割が上限。 

・同一事業所としては年間 5,000 千円が奨励金の上限。 

在宅就労の別 奨励金の額の算定方法 1人当たり単価

常用雇用者
常用雇用者1人当たり単価に、年度末現
在の当該雇用者数を乗じた金額。

1年目 　50,000円
2年目　100,000円
3年目　150,000円
4年目　100,000円
5年目　 50,000円

短時間労働者及び個人請負
契約者

ⅰ)短時間労働者の1人当たり単価に、年
度末現在の当該労働者数を乗じた金額。
(ただし、諸税を除いた年間合計賃金が
150千円未満の者は人数に含めない。)
ⅱ)個人請負契約者の1人当たり単価に、
年度内の契約実績があり、かつ諸税を除
く支払実績が150千円以上である者を乗
じた金額。

以上のⅰとⅱの合計額。

1年目　25,000円
2年目　50,000円
3年目　75,000円
4年目　50,000円
5年目　25,000円
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奨励金の対象となった業務の主たるものは、地図や店舗などのインターネット上の情報

の更新作業、簡易電話調査、広報誌の情報収集等である。 

 

c) インターネットショップ起業等支援補助金 

 平成 29年度は、合計 9事業者に対して 860 千円の実績がある。支援補助金交付要綱に

おける算定方法等の概略は以下のとおりである。 

・事前に市による補助対象事業指定を受けること。 

・補助対象経費は指定通知日から起算して 1 年以内の支出額であること。 

・補助率は補助対象経費の 1/2(ただし、同一の事業者で 1回限り、限度額 100 千円)。 

・実在の店舗で 1年以上の営業実績があること。 

支援補助金交付要綱では別途市長が定めるとしているが、具体的な補助対象経費とし

て別紙に明示された支出の例として挙げられているのは、ショッピングモール入会金・

月額利用料や、サイトデザインなどの初期費用である。  

 インターネット上の仮想店舗の運営に対する補助金にもかかわらず、要件に実在店舗

での運営実績を定めているが、松山市担当者によれば、補助金交付だけを目的に、一時

的に仮想店舗を作り、交付後に営業を止める事例を防ぐためとのことである。 

また、当該補助金を受けた事業者は事業実施報告書を提出し、サイトの運営状況や売

り上げの状況を記載することになっている。この事業実施報告書を閲覧したところ、平

成 29 年度だけでも複数の事業者でインターネットショップでの売上が期間を通じて又は

期中から 0となっているケースが散見されている。これについては、松山市では、前述

の事業目的から、補助金交付の要件の中に売上等の成果を厳格には求めていないとしつ

つ、審査の過程で、事業者から事業計画書等の提出や、売上が芳しくない事業者には、

適宜ヒアリングを実施し改善策を求めるなどの対応も行ってはいる。手続きの中でその

ヒアリングの内容と思われる資料も閲覧したが、ヒアリングした事項をまとめたにとど

まる内容である。 

 

④監査の結果 

 実施した監査の結果、検出した事項および意見は以下のとおりである。 

 

（意見 31）インターネットショップ起業等支援補助金の支給要件の見直し 

補助金の要件に実在店舗での運営実績を定めているが、インターネットショップの特

質を考慮した場合、実在店舗の運営実績の要件はなくすべきである。仮想店舗による販

路拡大を図る制度で、そもそも、当事業の当初目的がインターネットショップを一から

始める事業者に対してそのきっかけを与えることであったのに、当該要件のために仮想

店舗のみで事業を開始した事業者には当該補助金を受給する機会すらないという矛盾が

生じている。補助金受給目的の防止との説明も、実体店舗の所有や過去 1年程度の営業

実績の有無で効果があるのか甚だ疑問である。さらに、結果的に仮想店舗での販売実績

がまともに生じていない事業者に補助金を支給しているケースも散見され、その方がよ

り問題と認識すべき状況にある。 
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現在の制度は、新規事業者にとってむしろ使いづらい制度になってしまっており、事

業の目的に合致した制度の要件と改めるべきである。 

 

16.  「中小企業資金貸付事業」関連 

①事業の目的 

 事業は複数の内容で構成されている。所管部門である産業経済部 地域経済課 中小企

業支援担当が作成・公表している平成 30 年度事務事業シートによると次のようになる。 

a)中小企業の資金繰りを支援するための所謂貸付事業。 

b)a)にかかる信用保証料のうち、本来中小企業者が負担するべきその全部又は一部を松山

市が肩代わりする事業。 

c)上記同様、中小企業者が負担するべき利息の一部を利子補給金として支給する事業。 

d)愛媛県信用保証協会の積極的な保証対応促進と愛媛県信用保証協会の財政基盤の健全

性を確保するという目的で、保証料引き下げによる減収分を補填する事業。 

e)愛媛県信用保証協会が代位弁済を行った場合の損失補てんを行う事業。 

このうち、e)については平成 19 年 10 月の愛媛県信用保証協会と締結した覚書において、

平成 19 年 10 月 1 日以降に愛媛県信用保証協会が融資申し込みの受付をしたものからは

損失補償を行わないことになっているが、さらに但し書きとして「振興資金融資制度全体

の事故率が 3％を超過した場合は、改めて損失補償制度の復活を協議するものとする」と

いう文言がある。現状、この事故率には至っていないため、復活協議の予定はないとのこ

とである。 

 貸付金自体は、金融円滑化法の延長方針が国から示されたことを受けて、市内中小企業

者の経営の安定及び設備の近代化等に必要な資金の融通を円滑にし、中小企業の健全な育

成と振興を図ることを目的としている。 

 

②平成 29 年度の予算額及び決算額 

予算額：2,085,005 千円 

 うち貸付事業預託金   1,850,000 千円 

 うち補助金        63,780 千円 

 うち補償補填・賠償金  167,897 千円 

 

決算額：1,986,991 千円 

 うち貸付事業預託金   1,850,000 千円 

 うち補助金        47,549 千円 

 うち補償補填・賠償金   89,354 千円 

※上記金額は 3 事業の合計額である。 

 

③事業の概要 

以下、内容が異なるため項目ごとに記載する。 

a) 貸付事業 
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 現在、地銀 2 行を含む 4 つの金融機関合計で約 200 億円の融資枠を確保している。現

在の預託金 1,850,000 千円はこの融資枠を確保すること目的に設定されている。事務事業

シートによれば平成 26 年度までは当該預託金は 1,750,000 千円となっており、中小企業

を取り巻く環境が一段と厳しくなった時点に歩調を合わせて預託金も増額された経緯が

ある。平成 28 年度及び平成 29 年度の各年度末の融資残高(金額及び件数)、各年度の融資

実行金額及び件数合計は次のとおりである。 

(単位：件、千円) 

年度  振興資金 設備近代化資金 短期資金 緊急 経営安定化資金 

平成 28 年度 融資実行件数 860 83 1 0 25 

融資実行金額 2,536,728 286,125 1,000 0 129,500 

残高(件数) 3,867 275 0 102 349 

残高(金額) 7,466,169 643,530 0 324,033 701,263 

平成 29 年度 融資実行件数 1,030 90 1 0 25 

融資実行金額 3,347,358 280,160 3,000 0 148,000 

残高(件数) 3,631 310 1 53 228 

残高(金額) 6,888,622 667,110 3,000 184,432 507,131 

 ※出典：地域経済課作成「松山市中小企業資金融資制度実績表」及び 

「保証債務残高」より 

 

 全制度を合算した融資残高としては、平成 28 年度末では 9,134,994 千円(4,593 件)、平

成 29 年度末では 8,250,296 千円(4,223 件)という推移をしている。融資残高が減少してい

るが中小企業や個人零細事業者の資金需要が減少したわけではなく、その減少分は各金

融機関独自の融資に移ったものと思われる。1 事業者あたりでは、両年度とも 2 百万円

弱の融資残高である。 

 このように融資実績は減少傾向である一方、平成 27 年度以降現在に至るまで金融機関

への預託金額は変化していない。 

 松山市の見解では、融資残高が減少傾向にあるのは事実だが、市の制度は融資額 5,000

千円以下であれば借主の保証料負担がないこと、利子補給制度による実質的な金利負担

軽減につながることが借り手である中小事業者にとってのメリットとして挙げている。

他方、融資を実行する側にとっても最終的に松山市が補填する部分が多く、結果的に中

小事業者にとっても使いやすく、金融機関が融資に応じない場合の防波堤の意味合いも

持っているということである。 

   

b)信用保証料の負担事業、c)利子補給金事業、d)保証料引き下げによる減収分の補填事

業、e)代位弁済にかかる損失補てん事業 

 事業費としては、これら事業を補助金及び補償補填・賠償金として松山市では管理し

ている。これらの根拠となっているのは、信用保証協会に対しては「信用保証料の補給

に関する覚書(当初平成 15 年 4 月 1 日締結)」及び「損失補償に関する覚書(当初平成 15

年 4 月 1 日)」が、中小企業者等に対しては「利子補給金交付規則」及び「利子補助金交
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付要綱」である。利子補給金交付規則は、景気対策資金融資及び消費税対策資金融資そ

れぞれに、また、利子補助金交付要綱は、設備資金及び創業資金それぞれに用意されて

いる。 

 

④監査の結果 

 実施した監査の結果、検出した事項および意見は以下のとおりである。 

 

（意見 32）金融機関に対する預託の見直し検討の必要性 

 過年度において、当制度の利用推進と融資枠の確保を目的に金融機関に対してその財

源としての預託額を増加させ現在に至るが、直近の融資残高及び件数推移からもわかる

ように利用実績が減少傾向にある中、預託額増加の必要性が高まった時点と同水準の金

額を毎年預ける必要があるのかの検討がなされていない。 

 金融機関にとっては、現在の金融情勢の下、低利で資金調達を行うことにさほどの困

難性は無いにもかかわらず、無リスクでの資金調達が可能となっている。一方で、厳し

い財政状況にある松山市としては歳入の状況とバランスをとりながら他の事業にも資金

を配分しなければならない中で、一部の事業のために資金が固定化するのは望ましい状

態ではない。事実、多額の資金を毎年予算確保することは非常に厳しく、多くの事業で

予算上の制約が生じているのが実態である。 

 無利息の資金を提供することが目的であれば、必ずしも資金全額を預託しなくとも、

松山市が利息と保証料だけ負担することで十分であり、松山市の資金効率も向上すると

思われる。融資制度利用者の債務不履行や延滞について、松山市がリスクを負っていな

いことにより問題はないようにも見受けられるが、この問題については上で述べたよう

に予算の制約上の観点からも検討することが望ましい。 

 そこでまず、本当に今後も預託金方式で行うべきか利息補充等の方式で行うべきかを

検討していただき、その上で預託金方式で行うという結論になったとしても、預託金に

ついては妥当な金額になるように検討していただきたい。 

 

17.  「松山市人材育成事業補助金事業」関連 

①事業の目的 

 企業、とくに中小企業者等において、人材育成の重要性が増している。企業が事業の従

事者を研修等へ参加させることにより人材育成の機会が増加することが期待される。当該

事業所の活動を支援する過程で、研修会参加等に関する費用補助を行うことにより、従事

者の資質向上及び起業等の発展に寄与することを目的として行っている。 

 対象事業者は松山市内に事業所を有する中小企業者及び中小企業団体である。 

 

②平成 29 年度の予算額及び決算額 

予算額：9,585 千円 

決算額：9,450 千円 
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③事業の概要 

 支出や手続きの根拠となるのは、「松山市人材育成事業補助金交付要綱」である。第

2 条第 1 号及び第 2 号に、中小企業者または中小企業団体の定義があり、前者は中小企

業基本法第 2 条に規定する企業、後者は事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合

などの組合等と同義である。 

中小企業等が従業員等のスキルアップのために研修等に参加する場合に受講料等補助

対象経費の 2 分の 1 の補助金を交付するもので、その上限額は 1 研修あたり 50 千円、か

つ 1 事業所当たりの年間補助金交付額 200 千円である。交付要件には、このほか従業員

の業務に必要で、研修等の開催から修了証等の発行までの期間が 2 年度にわたらないこ

とという条件と、受講する従業員は市内事業所に勤務していることという条件が加わ

る。なお、修了試験等で不合格の場合は補助金交付の対象外となる。平成 29 年度の実績

は 329 件の申請がなされている。 

 

18.  「松山市企業立地促進奨励金事業」関連 

①事業の目的 

 当事業にかかる条例には、「本市における企業の立地促進を図るため，必要な奨励措

置等を講じることにより，本市産業構造の変革及び地域産業の高度化を促進するととも

に，雇用機会を拡大し，もって本市経済の発展及び市民生活の向上に資すること」を目

的とするとある。地方自治体による企業誘致競争の激化を背景に、平成 13 年度より「松

山市企業立地促進条例」が整備され、現在の条例は平成 29年 4月 1 日に改正されて以

後、現在に至る。 

 本事業の奨励金はいくつかのタイプに分かれており、それぞれ以下のとおりである。 

a)事業所の新設・増設・移設の場合で、立地用資産の取得と雇用を伴うケース 

b)事業所の新設・増設・移設の場合で、立地用資産の取得のみのケース 

c)事業所の新設・増設・移設の場合で、事業所を賃借するケース 

d)コールセンター・事務センターの新設又は増設のケース 

e)本社機能・研究開発施設の新設又は増設のケース 

 それぞれのケースで、奨励金の種類や補助の基準、期間、金額上限など適用要件が定

められている。いずれのケースも大企業と中小企業者の要件(指定要件という)が個別に

定められている。 

 

②平成 29年度の予算額及び決算額 

予算額：167,789 千円 

決算額：165,523 千円 

 

③事業の概要 

 支出や手続きの根拠となるのは、「松山市企業立地促進条例」及び「同施行規則」、

「松山市情報通信関連企業立地促進要綱」、「松山市地方創生企業立地促進要綱」であ

る。平成 29 年度の事業の実績（交付額 300 万円未満を除く）は以下のとおりである。 
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(単位：社、千円) 

 

   

 制度の類型としては上記の通りで、各制度内でさらにいくつかの分類がある。 

・企業立地促進奨励金 

 表の a）及び b）の場合、投下固定総額を松山市が評価した金額に、1.4％の率を乗じて

算出される金額を、3～5 年間、上限 5 億円で支給する。なお、e）の場合、最大 2.0％、7

年間に拡大するが、上限 5 億円は変わらない。 

・賃借料にかかる奨励金 

 c）または d）の場合、土地及び建物の賃借料の 1/2 を 3～5 年間にわたり補助するもの

である。上限は 1 億円である。 

・雇用促進奨励金 

 正社員、契約社員、パートの雇用形態の相違により、1 人当たり 15 万円から 55 万円の

範囲で、期間も 1 年または 5 年の違いがあるが、上限 1 億円で支給するものである。 

 なお、上記平成 29 年度の事業実績は、平成 29 年 4 月 1 日の条例改正前の制度が適用さ

れているため、制度の類型も改正前の概要を掲載している。条例改正後の新たな制度は、

ホームページ上の掲載の他、松山市が作成する「企業立地ガイド」（企業立地セールス事

業も参照）の中に、メニューの一部として掲載されている。 

 奨励金は、企業が市税の完納を確認してからとなるため、投下資本等にかかる奨励金

では、固定資産税が確定しその納付が完了した時点以降で受給可能となる制度である。 

    

④監査の結果 

 実施した監査の結果、「松山市企業立地促進奨励金事業」の事務運営に問題が発見さ

れたわけではないが、監査人として今後の企業誘致に関して以下のような提言を行いた

い。 

 

（提言３）松山市の企業誘致政策の今後の方向性について 

区分 事業者数 奨励金額 備考

51,929

(うち雇用奨励金12,300)

b)立地用資産取得のみ 4 76,312 -

5,496

(うち雇用奨励金3,300)

17,950

(うち雇用奨励金12,350)

e)本社機能事業所新増設 1 6,041 -

正社員の増加は5社、合計21名。

正社員の増加は6名。

正社員の増加は2社、合計8名。な
お、契約社員形態による雇用増加28
名が別途ある。

a)立地用資産取得及び雇用
増加

c)事業所の賃借

7

1

d)コールセンター等新増設 2
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企業誘致を行う上では、産業団地の用地・用水・交通インフラといった基盤強化のハ

ードを整備すれば良いわけではなく、同時に高度人材を育成する教育や、芸術・文化的

な雰囲気などが産業基盤立地のソフトとして重要であると思われる。また、地域の特性

に合った方法をとる必要がある。そのためには、地域の現状を十分に分析し、強み・弱

みを認識することが求められる。 

企業誘致の財政面のメリットとしては次の点が挙げられる。まず、企業の誘致は、誘

致した企業自体の生産や雇用による直接的効果を通じて、事業税・住民税等の地方税収

の増加をもたらす。次に、税収の増加により、自主財源比率が高まり、交付税への依存

が低下する。一方、企業誘致の財政面のデメリット又は課題としては、補助金等のイン

センティブの提供は、経済産業省が日本立地センターに委託して実施した調査による

と、必ずしも補助金等だけが企業立地の要因だけではないにもかかわらず、自治体間の

企業誘致競争が過熱して、今後全国的には自治体の企業誘致補助金の金額が高騰してい

く恐れがあるという点である。 

以上の点を考えていくと、企業立地を巡る過度の補助金競争は自治体の「コモディテ

ィ化」を進めていくのではなかろうか。コモディティ化と言えば、高付加価値を持って

いた商品が競合の台頭により差別化要因が失われることで、一般的な量産品に成り下が

ってしまうことを指す。この「コモディティ化」の前提として過酷な競争があげられる

が、現在の企業誘致競争が過熱している現状は正にこの状態であろう。コモディティ化

した自治体は安く買いたたかれるという構図が生まれてしまう。つまり、同じ条件であ

れば、より魅力的な補助金を交付してくれる自治体を選ぶはずだ。そうならないために

は、自治体は「武器」を持たなければならない。 

では、松山市がコモディティ化せずに、生き残っていく「武器」を持つことは可能で

あろうか。答えは意外と簡単かもしれない。松山市にしかないものを身に着けることで

ある。そうすれば補助金の金額で争う必要はなくなるのである。もう一つは『単純な金

額の競争はしない』ということである。他の市町村と同じ土俵では争わないということ

である。もう少し分かり易く言えば、敢えて他市町村と同じ方向の事業を行わないので

ある。他と異なる視点、他が考えないような立地条件を生かす方法、他が持っていない

魅力を持つことが重要となるのである。 

ただ、多くの市町村はそれがわかっていても、現状から抜け出せず過熱する補助金競

争に埋没しているのかもしれない。それではどうすれば良いのだろうか。それにはまず

「この規模の自治体ならこのやり方が当たり前」そんな従来の常識を疑うことである。

他の先進自治体を参考にするのではなく、これまで注目されなかったものにこそ、新し

い価値を生むチャンスが隠されている可能性があるということに注目すべきである。つ

まり今こそ市民にとっても企業にとっても魅力ある市を目指して、この不毛な企業誘致

競争から離脱し、新たなオンリーワンの企業誘致施策を模索していくことが求められ

る。正に松山市の行政としての手腕が問われていると言えよう。 

  

 

  


